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はじめに

はじめに

-ンリー八世による宗教改革以来､今 日に至るまでイングラン ド国教会(Churchof

England)は国教として存在 してきたoしかしながら､その歩んできた道は決して平坦なも

のではなかったO中でも､19世紀以降の世俗主義 ･自由主義 ･合理主義の隆盛は､その道

を険しく困難なものにしていた｡六十年以上王位に在ったヴィク トリア女王の死とともに

始まったイギリスの20世紀は､新しい時代を予感させるものであった｡新しい時代のひと

つの特徴は､行政的側面における国家の拡大であった019世紀中から次第にあらわれはじ

めていたこの傾向は､世紀転換期のボーア戦争を契機に明確に強まり､二つの世界大戦を

経た 1945年以降の福祉国家(welfareState)の形成においてひとっの頂点を迎えるoこのよ

うな 19世紀末から20世紀前半における社会状況の変動は､国教会が社会および国家との

関係において､自己の位置をあらためて設定し直すことを要求するものであった｡

本論文では､この時期の国教会の自己再規定を目指す改革に際して､ウイリアム ･テン

プル(William Temple)という人物が果たした役割に注目するo彼は国教会の指導者 として､

新たな時代に相応 しい教会の姿に関して明確な理念 (教会観)を持ち､その理念に基づき改

革運動を展開した｡本論文で対象とするのは1889年から1944年までの五十五年間である0

1889年は国教会の性格を変える契機となる団体､キリス ト教社会連合が設立された年であ

り､1944年はテンプルが逝去する年である｡この五十五年の間にイギリスは､ボーア戦争

(1899-1902)､第一次大戦(1914-1918)､第二次大戦(193911945)という三つの大きな戦争を経

験し､また政治の面でも二度の選挙法改正(1918,1928)を経て､自由党の衰退と労働党の隆

盛を見た｡国教会の聖職者ガ-ベット(CyrilFosterGarbett)が 1952年に､｢ここ半世紀の間

に起こった社会の変化は､キリス トの降誕以来 19世紀末までに起こった変化よりも遥かに

大きなものであった｣と述べているように1､この時期これまで国教会が存在してきた社会

とは全く異なった社会が姿を現しつつあった｡このような社会の変化に国教会が宗教団体

としてどのように対応 し､その対応がどのような結果をもたらしたのかを考察することが

本論文の目的である｡

1C.F.Garbett,IDaDAgeoFRevolutl'oD(1952),p.15.
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研究の位置づけ

テンプルに関 してはこれまでもい くつかの研究が出ている｡その最初の ものは

1948年に出版 されたテンプル と同時代の国教会聖職者アイアマ ンガ-(Frederic

Athelwoldlremonger)による ｢公式伝記｣である1｡ 同書はテンプルの書簡や友人

間の会話の内容等を豊富に含む浩潮な伝記であ り､史料 としての価値はきわめて

高いものである｡ これ以降 1980年代 までのテンプル研究は､彼の神学 ･哲学に

関す る分析､あるいは政治･経済-の影響 といった観点か らの ものが中心である2｡

1976年 に元首相 ヒース(EdwardHeath)が ｢テンプルがわれわれの世代 に与えた

影響は絶大(immense)であった｣ と述べているように3､イギ リス社会 に大きな影

響 を残 した彼はいまだ歴史的存在ではなかったのである｡テ ンプルを歴史的コン

テクス トに位置づけたのは､1986年の-イステ ィングズ(AdrianHastings)の研究

である4｡-イステ ィングズはイギ リス教会史の中でテンプル を位置づけ､当時の

政教間､あるいは諸教派間の ｢調停者(amanforconsensus)｣ としての役割に注

目している｡その調停能力を評価す る一方で､彼 はテ ンプルが ｢決 して少数派に

は付かなかった｣ とい う批判的な評価 も付 している5｡1992年 に出されたケン ト

(JohnKent)の研究は､テ ンプルの活動 を市民宗教(civilreligion)あるいは共通宗

1 F.A.Iremonger,Wl'111'am Temple,Al･CAbl'sAopofCaDtel･bul･y:Hl'sLl'feand
Letters(1948).

2 R.Craig,Socl'alCoDCem l'DtheThoughtofWl'111'am ITemple(1963);J.D.
CarmichaelandH.S.Goodwin,Wl'111'am TTemple'sPoll'tl'calLegacy(1963);J.F.
Fletcher,Wl'111'am TTemple,TweDtl'etかCeDtuZ･yCム1･1'stl'aD(1963);A.R.Vidler,
T̀heLimitat,ionsofWilliamTemple',TAeology,January1976;R.H.Preston,

Ẁilliam TempleasaSocialTheologian',Theology,September1981;J.W.
Rogerson,̀William TempleasPhilosopherandTheologlan',TAeology,
September1981;C.W Lowry,Wl'111'am TTemple/ADAz･chbl'shopfol･AllSeasons

(1982);J･Macquarrie,̀WilliamTemple:Philosopher,Theologiqn,Churchman',
inF.K.Hare(ed.),TABExpez･1'meDtOfLl'fe:Scl'eDCeaDdRell'glOD(1983);A.M.
Suggate,Wl'111'am TTempleandCAz･1'stl'aDSocl'alEthl'csTToday(1987)な ど02004
年 にも教会論に関 して､W.Dackson,TABEcclesl'ologyofAl･CAbl'sAop Wl'111'am

Temple(2004)が出ているよ うに､テンプルの神学研究は現在 もなお盛んである0

3 W.Temple,Cム1･1lstl'aDl'tyandSocialOl･del･(1976),Foreword.
4 A.Hastings,AHl'stoI･yofEDgll'sACムZ･1'stl'aDl'ty:1920-1985(1986).
5 Hastings,AHl'storyoFEDgll'sjlCBz･1'stl'aDl'ty,P.257.
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敬(commonreligion)の模索 とい う観点か ら捉 えている1｡一方でケン トは､テンプ

ルの思想 に左派的な政治傾 向が内在 していることを強調 し､結論 としてテンプル

の 目的が一定の方向性 を持つ中道左派の政治的プログラムであった以上､社会全

般 に影響を及ぼす宗教的圧力団体を打ち立て ようとい う彼の主張には 自己矛盾が

あった と指摘 している｡2001年 にはスペ ンサー(StephenSpencer)の概説的なテ

ンプル研究が出ている2｡スペ ンサーはテンプルが教会のみな らず､社会の新たな

姿を模索 した として､その ｢預言者(prophet)｣ としての役割 に注 目している｡

本論文における議論の軸 となるのは､｢教会観｣一特にテンプルの ｢教会観 ｣ -

である｡それ は神学的な ｢教会論(Ecclesiology)｣ではな く､世俗社会において教

会が どの よ うな位置 を占めるのか とい う議論 である｡本質的に ｢キ リス トの体

(corpuschristi)｣として超越的な存在である教会が､世俗社会にどの ような姿で

存在す るべきか0本論文で対象 とす る時代は､この問いに対す る答えが求められ

た時代であったoテンプルが提示 した教会観 はそのひ とつの答 えであった 0 本論

文ではこの時代のテンプルの教会観 とその国教会-の影響 を見るために三つのテ

ーマを取 り上げる｡教会 と社会の問題 として本論文全体を貫 くテーマである ｢キ

リス ト教社会主義｣(第-章)､諸教派間の関係の問題 としての ｢エキュメニカル

運動｣(第二章)､お よび これ ら二つの要素か ら導き出され る教会 と国家 との関係

について ｢教育｣(第三章)の側面か ら見た問題である｡そ して最後に､この三つ

のテーマを踏まえた上で､キ リス ト教社会主義を軸 とす るテ ンプルの教会観が第

二次大戦後の ｢福祉国家の形成｣(第四章)に際 して どのような影響を与 えたのか

を考察す る｡

* * * * * *

あらか じめこれ らの各章における議論の問題意識 を先行研究 と対比 しなが ら示

す ことによって､本論文全体の方向性 と意義 を明確 にしてお く｡

まず第-章で扱 うキ リス ト教社会主義であるが､これは基本的には教会の世俗

社会-の関与を深めることを主張す るものである0本論文で対象 とす る時期のキ

1 J.Kent,Wl'111'am Temple:CBurcA,StateandSocl'etyl'DBl･1'tal'D,1880-1.950
(1992).

2 S.Spencer,Wll111'am TTemple:ACalll'DgtOPz･opAecy(2001).
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リス ト教社会主義運動 を扱 った研究はい くつかあるが1､近年 のもの としては ウイ

ル キンソン(AlanWilkinson)の研究が挙 げ られ る2｡ キ リス ト教社会主義者 を 自任

す るイギ リス首相ブ レア(TonyBlair)が序文 を寄せているこの研究は､今 日におけ

る ｢キ リス ト教社会主義の再発見｣に注 目す るとともに､19世紀末 のス コッ ト･

ホラン ド(HenryScottHolland)か ら今 日のブ レアに至 るキ リス ト教社会主義者 の

系譜を説明 している｡そ して､ この系譜 にお ける重要な鎖の環 として､テ ンプル

を位置づけてい るOまた､国教会聖職者 の市場経済観 に着 目したアサ- トン(John

Atherton)の研究 において も､テ ンプルは､19世紀のキ リス ト教社会主義者 と今

日の代表的キ リス ト教社会主義者プ レス トン(RonaldPreston)との ｢繋 ぎ部分｣に

当たると位置づ け られてい る30 このよ うに従来 のキ リス ト教社会主義運動史にお

いては､政治 ･経済-の介入 を軸 とした､国教会 内におけるキ リス ト教社会主義

の発展史観的叙述が中心である｡本章で試み るのは､キ リス ト教社会主義運動の

展開においてテ ンプルが果た した役割 の再評価である｡ ウイルキンソンや アサ-

トンが位置づけてい るよ うに､テ ンプルはキ リス ト教社会主義の伝統 において非

常に重要な位置 を占めている｡ したがって､彼 らがテ ンプル において､キ リス ト

教社会主義の ｢連続｣を重視す るのはきわめて 当然のことであるOしか しなが ら､

キ リス ト教社会主義の政策面においては連続性 が見 られ る一方で､それ を担 う聖

職者が抱いていた教会観 とい うことに注 目す るな らば､テ ンプル においてある種

の ｢断絶｣が見受 け られ る｡本章では､この断絶面に注 目す ることによって､キ

リス ト教社会主義の多様性 とテ ンプルのキ リス ト教社会主義の意義 を考察す る｡

第二章では､ キ リス ト教社会主義運動 との関連でエ キュメニカル運動 を扱 う｡

これは端的には､分裂 していたキ リス ト教諸教派の再一致(Reunion)を 目指す運動

である｡その指導者 のひ とりフイツセル ト･ホ- フ ト(WillemAdolfVisser'tHooft)

が､｢テ ンプルはエキュメニカル運動 において特別 な位置にいたo彼はそのすべて

に関与 していた｣ と述べてい るよ うに､テ ンプルは この運動 の萌芽期 において大

きな役割 を果た してい る4｡戦間期テ ンプルはキ リス ト教社会主義運動 と同様 この

エ キュメニカル運動 において も指導的な立場 にあったのであるDエキュメニカル

1 A.R.Vidler,ACenturyOrSocl'alCatAoll'cl'smノ1820-1920(1964),'P.d'A.
Jones,TAPCBl･1'stl'aDSocl'all'stRevl'va11877-1914(1968);J.C.Cort,

CAl･1'stl'aDSocl'all'sm,ADIDformalHl'stol･y(1988);J.Atherton(ed.),Socl'al
CBz･1'stl'aDl'ty:AReadel･(1994);M.Grimley,Cl'tl'zeDSAli),ComauDl'tJlandthe

CAuz･chofEDglaDd/Ll'bez･alADgll'caDTAeoz･)'esoftheStatebetweentheWaz･S
(2004).

2 A.Wilkinson,CAl･1'stl'aDSocl'all'sm/ScottHolhDdtoTToDyBlal'1･(1998).
3 J.Atherton,CAz･1'stl'aDl'tyaDdtheMarket(1992)[小谷春夫 ･増井幸夫 ･八木

俊輔訳 『現代 キ リス ト教の市場経済観』,1999】.

4 W.A.Visser'tHooft,'TheGenesisoftheWorldCouncilofChurches',inR.

RouseandS.Neill(eds),AHl'stoz･yOftheEcumeDl'calMovemeDt1517-1948
(1986),p.713.

4



研究の位置づけ

運動においてテ ンプルが果た した役割 に関 しては､先行研究でも広 く扱われてい

るO しか しなが ら､その役割 を彼の教会観あるいはキ リス ト教社会主義 との関連

か ら位置づけよ うとす る研究はほ とん どないのが現状である｡その要因のひ とつ

としては､エキュメニカル運動 を中心に扱 う研究では､｢教会再一致｣とい う大 目

的を重視 した教会史的アプ ローチが主流 となっていることが挙げ られ る｡ そのた

めこの分野では､神学 ･教義に関す る諸教派間の対話 ･相互理解が議論の中心 と

なっている10その一方で､キ リス ト教社会主義研究に関 しては､政治 ･経済-の

影響か らその意義をはかろ うとす る傾 向が強い｡特にテンプルのキ リス ト教社会

主義に関 しては､第二次大戦後のイギ リスにおける福祉国家建設に与えた影響か

らその意義を評価す る研究が主流であるOそ こでは､エキュメニカル運動が関連

す る要素はほ とん ど無い｡近年 のテ ンプル研究にお いて もケン トが､後述す る

1926年のス トライキ-の介入の失敗 に際 し､｢この時期､テンプルは方針 を変化

させ る｡彼は宗教 と政治の問題の行 き詰 りを避 け､エキュメニズムの専門的領域

(thespecialistarea)に移 ったのである｣ と述べているように､キ リス ト教社会主

義 とエキュメニカル運動をほ とん ど別個の問題 として扱 っている2｡このよ うに関

連研究史において､二つの運動は ｢異質｣なもの として扱われてきた｡彼 らのア

プ ローチは､エキュメニカル運動の本質的な意義､あるいはイギ リス福祉国家の

起源や構成要素を分析す る上で有効であることは言 うまでもない ｡ しか しその一

方で､テンプルの教会観 を軸にこの二つの運動を見た場合､彼のキ リス ト教社会

主義運動が (政治 ･経済領域-の介入にとどまらず)教会のあ り方を変えようとす

る試みの一環であ り､また同時期に彼が推進 したエキュメニカル運動 もその試み

の中で具体的 (あるいは世俗的)な意味を持つ ものであった とい う側面が見えて

1 エキュメニカル運動 に関す る近年の主な研究 としては､RouseandNeill,A
Hl'stoz･yOftheEcumeDl'calMovemeDt;M.KinnamonandB.E.Cope(eds),TAB
EcumeDl'calMovemeDt/ADAnthologyofKeyTextsandVol'ces(1997);T.E.
Fitzgerald,TABEcumeDl'calMovement:ADIDtrOductoz･yHl'stoz･y(2004)な どが

挙げ られ るoエキュメニカル運動 に対す るこのようなアプローチは､Hastings,A

Hl'stol･yOfEDgll'shCか･1'stl'aDl'tyにおいても同様である0-万で､D.Kirbyのエ

キュメニカル運動研究 (̀WilliamTemple,PiusXII,Ecumenism,NaturalLaw,

andthePost･WarPeace',Joul･DalofEcumeDl'calStudl'es,Vol.36,Issue3/4,
1999お よび C̀hristianC0-OperationandtheEcumenicalIdealinthe1930s

and1940S',EuI･opeaDRevl'ewofHl'story,Vol.8,Issue1,2001な ど)は､ より
世俗的な観点か らエキュメニカル運動 を捉 えようとす るものであ り､筆者の関心

に近い と言える0

2 Kent,Wl'111'am Temple,p.148.ケン トの研究におけるエキュメニカル運動の扱

いについて付言 してお くと､彼は第二次大戦 に際 しての教会の対応 としてエキュ

メニカル運動を取 り上げ､その結果的な無力 さを指摘 しているように､必ず しも

エキュメニカル運動を ｢専門的領域｣ として世俗社会 と分離 して扱 っているわけ

ではない｡ しか し､キ リス ト教社会主義 とェ キュメニカル運動の相関性 について

は､ほ とん ど言及 していない｡
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くる｡本章では この二つの運動の相互作用に注 目し､その結果 として現れて くる

新たな教会の姿を考察す る｡

第三章で扱 うのは､テンプルによるキ リス ト教社会主義運動お よびエキュメニ

カル運動の展開が帰結す る教会 と国家･社会 との関係の問題である｡具体的には､

1944年 に成立す るバ トラー教育法(Butler'sEducationAct)に注 目す る｡同法は､

1918年のフィッシャー教育法(Fisher'sEducationAct)以来の総合的な教育法で

あ り､その後四十年以上にわたってイギ リスの教育制度を規定す ることになる｡

その主な内容は､教育院(BoardofEducation)を教育省(MinistryofEducation)に

格上げ し権限を拡大 したこと｡ 義務教育年齢 を十五歳に引き上げ､ さらに可能な

時期に十六歳に引き上げることを定めたこと｡そ して､初等 ･中等教育体系を再

編成 したことである｡ 従来､初等 ･中等教育にはさまざまな形態の学校が混在 し

ていた｡バ トラー教育法はこれ らを整備 し､義務教育段階 として五歳か ら十一歳

までの初等教 育(primaryEducation)段 階､十二歳 か ら十五歳 まで の 中等教育

(secondary Education)段 階 ､ そ れ に 義 務 教 育 終 了 後 の 継 続 教 育 (Further

Education)段階 とい う三つの累進的段階(progressivestages)に再編成 したのであ

るo その上で同法は､公立中学校での授業料の無償化 を規定 した O 教会 との関連

で注 目され るのは､公立小 中学校 における宗教 (キリス ト教)の授業 と毎朝の集

団礼拝 を義務づけたこと､お よび公立学校 とヴォランタ リー学校の ｢二重 システ

ム｣の存続､すなわちヴォランタ リー学校の大部分を占める教会学校の存続を認

めた ことであるOバ トラー教育法において､教会の権限は基本的に維持 されたの

であるoバ トラー教育法についてはこれまで も多 くの研究がなされてきたOまず

福祉国家研究における位置づけを見る と､戦時期に成立 した同法は戦後の福祉国

家建設の先駆 け と見な されてい る1｡教会 との関連で特 に注 目され るのは､1986

年に出版 されたバーネ ッ ト(CorrelliBarnett)の研究である2｡その趣 旨は､戦後イ

ギ リス経済の弱体化の原因を福祉国家政策に帰す ことであった｡バーネ ッ トは､

1 M.Hill,TABWelfal･eStatel'DBz･1'tal'D:APoll'tl'calHl'stol･ySl'DCe1945(1993)
は､バ トラー教育法をビヴァ リッジ報告､国民保険制度-向けての動き と合わせ

て戦時中の福祉政策の三大発展 と位置づけている｡ 福祉国家の先駆 けとなる社会

立法 としてバ トラー教育法を重視す るのは他の研究において も同様である｡D.

Fraser,TAeEvolutloDOftheBrl'tl'ShWelfal･eState:AHl'storyofSocl'alPoll'cy
sl'DCetheIDdustz･1'alRevolutl'oD(1973);P.Thane,TAPFouDdatlloDSOrthe
Welfal･eState(1982);K.Jefferys,TAeCBul･Chl'11Coall'tl'oDandWaz･tl'me
Poll'tl'cs,1940-1945(1991);氏.Lowe,TAPWelfaz･eState)'DBz･1'tal'Dbll'DCe1946

(1993);H.Glennerster,Bl･1'tl'shSocl'alPoll'cysl'DCe1945(1995);D.Gladstone,
TheTweDtl'eth-century Welfaz･eState(1999);B.Harris,TABOrl'gl'DsOftAe
Bz･1'tl'shWelfaz･eState:Socl'alWelfaz･el'DEDglaDdandWales,1800-1.945(2004)
な どB

2 C.Barnett,TAPAudl'tofWar:TABIllusl'oDandReall'tyorBz･1'tal'DaSaGreat
Natl'oD(1986).
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｢ニュー ･エルサ レム (福祉国家)｣の建設者のひ とりとしてテンプルを断罪す る

とともに､バ トラー教育法においても教会の影響力が当時課題 とす るべ きであっ

た技術教育の軽視 を招いた として非難 している｡教育史の分野では､従来バ トラ

ー教育法が中等教育の機会拡大 とい う目標 を達成 した点を評価す る研究が主流で

あったが1､近年 同法の保守的側面を重視す る研究が増 えているoス ミス(HaroldL.

smith)が指摘 しているよ うに､ この新たな傾 向の研究は､｢技術革新｣ と ｢階級

格差 の是 正｣ とい う二つ の機 会 の喪失 に注 目してい る2｡ た とえばべ テ ソン

(charlesHenryBatteson)は､教育法策定における教育官僚の主導性 に着 目してお

り､バ トラー教育法は戦時中に高揚 した民衆の改革要求を先取 りし改革 を最小限

に抑える一方で､教育院の権限拡大を図った ものであった と指摘 している3｡また､

クール ドリッジ(AdrianWooldridge)は､保守党政治家の予防的改革 とい う側面に

着 目し､彼 らが地方教育当局 と教会の権限維持を 目論んだ と主張 している4｡バ ト

ラー教育法を教会 との関係で取 り扱 っているのはグ リーン(SimonJ.D.Green)の

研究である｡彼 は､教会の権限維持 に関す る研究は不十分であるとい う問題意識

か ら議論を展開 し､｢バ トラーの 目的はキ リス ト教の進歩であった｡---彼が 1944

年法で 目指 した ことは､国家 と教会を ともにキ リス ト教教育に向けることであっ

た｣ と結論づけている50

-万で､バ トラー教育法に大きな影響を与えたテンプルに関 して言 えば､その

教会人 としてのキャ リアの中にこの教育法策定-の関与が位置づけ られていると

1 W.0.L.Smith,Educatl'oD･'ADIDtTOductol･ySul･vey(1957);I.Gilmour,TAB
BodyPoll'tl'C(1969);菅野芳彦 『イギ リス国民教育制度史研究』(1978);氏.Lowe,
Educatl'oDl'DthePost-WallYeal･S:ASocl'alHl'stoL･y(1988)な ど｡

2 H.L Smith,Documentb11'DCoDtemPOral･yHl'stol･y:Bz･Ital'Dl'DtheSecond
Woz･JdWar,ASoclalHl'stoz･y(1996),pp.23124.
3 C.H.Batteson,̀The1944EducationActReconsidered',Educatl'oDalRevl'ew,

Vol.51,No.1,1999.同様 に教育官僚の影響力 を重視す る研究 として､R.Wallace,

ÒriginsandAuthorshipofthe1944EducationAct',Hl'storyoFEducatl'oD,Vol.
10,No.4,1981;S.GewirtzandJ.Ozga,̀Partnership,Pluralism and
EducationPolicy:AReassessment',Jouz･DalofEducatl'oDPoll'cy,Vol.5,No.1,
1990な どが挙げ られ る｡

4A.Wooldridge,Measul･1'DgtheMl'Dd:Educatl'oDandPsychologyl'DEDglaDd,
C,1860-C.1990(1994).保守党による政策を強調す る研究は他 に､K,Jeffreys,'R.
A.Butler,TheBoardofEducationandthe1944EducationAct',Hl'stol･Y,Vol.
69,1984;B.Simon,̀The1944EducationAct:AConservativeMeasure?',
Hl'stol･yofEducatl'oD,Vol.15,No.1,1986;B.Simon,Educatl'oDandtheSocial
Oz･dez･1940-1990(1991);D.Thom,̀The1944EducationAct:TheArtofthe
Possible?∫,inH.L.Smith(ed.),WallandSocl'alChange/Bz･1'tl'sASocl'etyl'Dthe

SecondWoz･JdWall(1986)な どがある｡

5 S.J.D.Green,'The1944EducationAct:AChurch-StatePerspective',inJ.P.
ParryandS.Taylor(eds),Paz･11'ameDtandtheCムul･CA,1529-1960(2000),pp.
148-164.
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は言えないOた とえば ｢イギ リスにおける教会 ･国家 ･社会｣ とい う副題が付け

られたケン トの研究は､当然テンプル と福祉 国家の関係 に触れているが､彼はバ

ーネ ッ トを意識 しつつ経済 システムに対す るテンプルの関与 ･貢献を重視 してお

り､教育法に関 しては全 く言及 していない｡本章の 目的は､バ トラー教育法の策

定過程においてテンプルの教会観が どのよ うに作用 したのかを明 らかにす ること

である｡その上で､テンプルが戦後社会において教会をどの ように位置づけよう

としていたのかを考察す る｡

第四章では､テンプルによるキ リス ト教社会主義運動お よびェキュメニカル運

動の展開が､第二次大戦後の福祉国家の形成に どのように作用 したのかを見る｡

前三章はイギ リス社会の中における教会の姿の変容 を問題 としてきたが､本章で

は国教会が存在す る場であったイギ リス社会そのものの姿の変化に焦点を当てるO

その意味では､ この第四章は本論文において補論的な位置づ けになるであろ う｡

テンプルは従来､福祉国家の建設者のひ とりと見な されてきた ｡ 実際､逝去後の

賞賛か らバーネ ッ トの批判 を経て今 日の再評価に至るまで､テンプルの評価は福

祉国家の評価 と密接に リンクしている｡ しか しなが ら､テ ンプル と福祉国家形成

の具体的な関係 については､先行研究においても必ず しも明確ではない｡ もとよ

り､福祉国家政策 とい う国家的政策に対 して聖職者 としてのテンプルの関与は間

接的であ り､その影響を具体的に説明す ることは困難であろ うO本章では､テン

プル 自身が語った福祉国家論に注 目す る｡前三章における議論を踏まえつつ彼の

福祉国家論を考察す ることによって､社会改革者 としてのテ ンプル と国教会指導

者 としてのテンプルの姿が見えて くるはずである｡
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第- 章

第一章 キリス ト教社会主義 と授権法 :1889-1919年

本 章 で は 1889年 か ら 1919年 にお け るキ リス ト教 社会 主義運 動(Christian

SocialismMovement)の展 開を扱 う｡キ リス ト教社会主義 は教会 が社会 問題 に積極

的に介入す るこ とによ り､教会活動 に新 たな地平 を切 り開 くこ とを 目指す もので

ある｡その起源 は､19世紀 中葉 の国教会 の聖職者 であ りロン ドン大学 キ ングズ ･

コ レッジの神学教授 であったモー リス(FrederickDenisonMaurice)の思想 と活動

に求 め られ る｡ モー リスは､原罪 による人 間の堕落以上 にキ リス トの人 間-の内

在､ あるいは人間の神性 を強調 した｡ この よ うに現世 にお ける人間の尊厳 を重視

す る彼 は､ 当時支配的であった個人主義 的な競争原理 に異 を唱 え､社会 的連帯の

必要性 を主張 した｡ しか しこの よ うなモー リスの神学は当時の国教会 の主流派か

ら激 しい批判 を受 け､彼 は神学教授 の職 を追 われ るこ とにな る｡ また､ ク リミア

戦争 の勃発 もあ り､キ リス ト教社会主義運動 はそれ以降衰退 していた ｡ この運動

が再び活発 にな るのは 1880年代 である｡ この時期､｢社会 主義の復活｣ とともに

聖マ タイ ･ギル ド(GuildofSt.Matthew)をは じめ として多 くのキ リス ト教社会主

義 団体 が設 立 され る｡ 中で も､1889年 の キ リス ト教社 会連合(christianSocial

Union)〔以下､CSU〕の設 立は､国教会 が キ リス ト教社会主義 に本格 的 に取 り

組む契機 とな るものであった ｡

本章では､テ ンプルの役割 の再評価 に当た り､彼 と彼 自身属 していたCSUの

教会観 にお ける相違 に焦点 を定める｡その相違 が明確 になるのは､1919年 に成立

す る授権法(EnablingAct)の策定過程 においてである｡基本的に今 日まで続 く政教

関係 を規定 してい るこの授権法は､国教会 に一定の権限を付与す るこ とに よって､

従来 の政教 関係 に大 きな変化 を もた らす もので あった ｡ 当時､｢隠 され た革命(a

maskedrevolution)｣ とい う評価 さえ受 けていた この法律 に関 し､ これ まで十分

な研究がな され て きた とはいい難い1｡以下では､第一節お よび第二節 で CSUの

指導者お よびテ ンプル の教会観 を明 らかに した後､第三節 において授権 法の問題

に触れ る｡

1 G.Bell,RaDdallDavl'dsoD:ArcAbl'shopofCaDterbul･y(1952),p.974
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第一節 キ リス ト教社会主義 とcsU

(-)CSUの設立

1889年 6月のCSUの設 立は､キ リス ト教社会主義 の歴史に とって､さらには

国教会 の歴史に とって非常 に大 きな意味を持つ もので あったOそれは､一種異端

的な存在 であったキ リス ト教社会主義 が､国教会 の内部で大 きな影響力 を持つ契

機 とな るもので あったか らである｡CSUの設 立 に中心的な役割 を果た したのは､

オ クス フォー ド大学 の コ レッジのひ とつ､ ビュー ジ ･ハ ウスの学長 を務 めていた

ゴア(CharlesGore)と､聖ポール大聖堂の参事会員(Canon)ス コッ ト･ホ ラン ドで

あったoそ して彼 らがCSUの議長 に据 えたのが､聖書学者 として も著名 なダー

ラム主教 ウェス トコッ ト(BrookeFossWestcott)であったO

ゴア らは､国教会 内のア ング ロ ･カ ソ リック (高教会派) と呼ばれ るグループ

の指導者であった｡彼 らは､19世紀後半の ｢大不況｣を契機 とした危機 的な社会

状況 に直面 し､その よ うな現実世界の困窮 に十分 な注意 を払 わず､ 旧態依然 とし

て精神 的 ･内面的救 済のみ を強調 していた福音派 (低教会派)-の不信 を強 めて

いた｡ ス コッ ト･ホ ラン ドや ラング(cosmoGordonLang)､ ウイニ ン トン-イ ン

グラム(ArthurFoleyWinnington-Ingram)とい ったア ングロ･カ ソ リックの聖職者

は､1883年 に設立 されたオ クス フォー ド･ハ ウスを拠点 として､イース ト･エ ン

ドにお けるセツル メン ト活動 に積極的 に参加す るよ うになる｡彼 らは､1884年 に

トイ ン ビー ･ホール を設 立す るバーネ ッ ト(Samuelliarnett)とも協力 してい る｡

また､議長 ウェス トコッ トも､サ ウス ･ロン ドンにお けるケ ンブ リッジ ･セ ツル

メン トの精神的支柱 であった 1｡csUを設立 したのは､この よ うな社会 問題 に強

い関心 を持 ったアングロ ･カ ソ リックであった ｡

彼 らの神学的特徴 は､ CSU設立 と同年 の 1889年 に､ ゴアを編集長 として 出

版 され た神学論文集 『ル クス ･ムンデ ィ(LuxMuDdl)』に見 られ る｡ そ こで彼 ら

が主張 したのは､現世 を よ り肯定的に解釈す る ｢受 肉(Incarnation)｣の神学 であ

った｡これは､19世紀 の主流であった､人類 の原罪 に よる堕落 とそ こか らの救済

を重視す る福音主義 的な ｢購罪 (Atonement)｣神 学 と対比 され得 るもので あ り､

かつてモー リスが唱 えた神学 の基礎 となっていた ものであった｡ CSUのメンバ

ーのひ とり､イ リングワー ス(JohnRichardsonlllingworth)は､『ル クス ･ム ンデ

イ』所収の論文 において､｢受 肉は地上を再び聖化す る｡御言葉 が肉を とられ てわ

1 S.C.Carpenter,Wl'DDIDgtOD -1DgTam:TheBl'ogTaPhyoFAptAul･Foley
Wl'Dlu'DgtOD-IDgTam,Bl'shopofLoDdoD1901-1939(1949),pp.28･29.
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た したちの内に住まわれたか らである｣と記 している1｡現代のアング リカン神学

者ブ-テ ィ(JohnBooty)は､この受肉神学についてその意義 を以下のように述べ

ている｡｢ここに､社会的改革 とカ トリック･ヒューマニズムのまさに基礎があるo

この世界 とそ こに住む者たちは､軽蔑 され るものなのではな く､受肉の人の規範

に従って配慮 され るべき存在なのである｣2｡一年の内に十版 を重ねた 『ル クス ･

ムンデ ィ』の出版は､国教会における神学の トレン ドの一大転機 とな り､ゴアや

｢ル クサイ ト(Luxites)｣ と呼ばれた同論文集 の執筆者たちは､国教会内に確固た

る地位 を築いてゆくことになる｡

ル クサイ トをは じめとす るCSUのメンバーが国教会内において着実に影響力

を拡大す る様子は､主教職(Bishop)とい う制度的勢力において も見 られ るO上述

のよ うに､CSU設立時にその議長に就任 した ウェス トコッ トは､ロン ドン､ ウ

インチェスターの主教 とともに主教の中でも別格 として扱われていたダーラムの

主教であったが､他のメンバー も次々 と主教 に任命 されてい る01895年 には､ル

クサイ トの一人､タルポッ ト(EdwardStuartTalbot)が ロチェスター主教に任命 さ

れ､1905年 にはサザ- ク主教に転任 している｡1901年 には､元オクスフォー ド･

ハ ウス館長 ウイニン トン=イ ングラムが､カンタベ リー､ ヨー ク両大主教 に次 ぐ

地位 にあるロン ドン主教に任命 され る｡ 同年 のウェス トコッ トの死によってCS
Uの議長 を継いでいたゴアは､ クース ター主教に任命 されていたが､私費を投 じ

てバー ミンガム主教区を分離 ･新設 し､1905年 には 自らその初代主教 となる｡そ

の後 ゴアは､オ クス フォー ド主教 に就任 していたル クサイ トのペイ ジェ ッ ト

(FrancisPaget)の逝去を受けて､1909年 にオクスフォー ド主教を継承す るOまた

同年､ステプニー主教であったラングは､カンタベ リー大主教に次 ぐ地位である

ヨー ク大主教に就任する｡このようにして､1889年か ら 1913年までに､十六名

のCSUのメンバーが主教に就任 していた｡

また､CSUの特徴を語 る上で重要なのは､国教会外部にも各方面の有力者が

数多 くメンバーに名を連ねていたことである｡その中には､政治思想家でイギ リ

ス にお け る初 の社 会 学教 授 (ロン ドン大学) ホブ - ウス (LeonardTrelawny

Hobhouse)､作家チェスター トン(GilbertKeithChesterton)､後の労働党の理論的

指導者 トーニー(RichardHenryTawney)､第二次マク ドナル ド内閣で商相を務め

る リーズ=ス ミス(HastingsBertrandLees-Smith)らも含 まれていたO

1 J.R.IllingwortJh,̀TheIncarnationandDevelopment',C.Gore(ed.),Lux
MuDdl'(1889),p.211.

2 W.J.Wolf(ed.),ADgll'caDSpl'rl'tuall'ty(1995)【西原廉太訳 『聖公会の申 し､』

1995】,p.163.
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(二)CSUの教会観

次にCSUのメンバーが理想 としていた教会観を見てゆくが､言 うまでもな く

csUにはさま ざまな人物が参加 してお り､メンバーすべてが必ず しも統一的な

見解 を持 っていたわけではない｡ しか しなが ら､CSUの中核的存在であったル

クサイ トは､国教会が当時直面 していた課題 に関 して､共通の危機感 を抱き､一

定の見解 を共有 している人々の集ま りであった｡ ゴアは 『ル クス ･ムンディ』の

序文において､｢われわれは単に個人 として書いているのではな く､聖職者 として､

共通の状態､共通の信念の もとに書いているのである｡--われわれはこの論文

集が共通の意見､共通の希望の表明であると願 っている｣と述べている1｡ したが

って､CSUのマニフェス トとして出 された 『ル クス ･ムンディ』に表明されて

いる教会観 を､CSUの公式見解 と見て差 し支えないであろ う｡

その 『ル クス ･ムンデ ィ』に､ロック(WalterLock)は､｢教会(TheChurch)｣

題す る論文を寄せている｡その中に見出され る教会観の特徴は､教会の聖性､

と

さ

らには選抜性 を強調 していることである｡彼 の教会観の基礎 となっているのは､

｢キ リス トは少数の弟子を選び出 した｣とい う事実である2｡そ して教会は､この

｢少数の弟子｣､すなわち十二使徒の意思を継 ぐ機 関である｡したがって彼は､教

会 の 閉鎖性 をはっ き り認 め る とともに､ ｢教 会 の第 - の要素 は､聖職者 主義

(sacerdotalism)である｣と述べ､エ リー ト主義的な教会観 を主張す るO彼は､｢わ

れわれは現実性 を確保す るに必要なまで､制限す るOわれわれは､兄弟愛に支え

られた狭いサー クルの中で､訓練す る｡ そ してその訓練を終 えた人は､兄弟愛を

深 く認識 し､宣教者 として､他の人々を彼の レベルにまで高めるのである｣ と述

べている3｡

また､教会 と国家 との関係については､キャンピオン(W.∫.H.Campion)が ｢キ

リス ト教 と政治(ChristianityandPolitics)｣ と題す る論文の中で述べている｡彼

は､国家 と教会の役割 について､｢疑いなく国家は神聖なものであ り､神のもので

あるOそれは必要悪 とい うものではな く､高潔 な生活の貴重な組織である. しか

しそれでも､道徳指導者 としての国家の機能 には生得的限界がある｡ 教会は国家

の道徳活動を補 うために介入す るOそれは全体の一部が他の部分を補 うとい うも

のではな く､高位 なものが低位なものを補 うとい うことである｣ と述べている｡

キャンピオンは､国家の機能における限界のひ とつ として､国家は世論 とともに

浮き沈みす る道徳の最低限(aminimum ofmorality)を確保 し得るのみであると述

べているO-方の教会は､｢国家による道徳創造｣に対抗す る永続的な理念 を保持

1 Gore,LuxMuDdl',P.10.
2 W.Lock,̀TheChurch',inGore,LuxMuDdl',P.372.
3 Lock,ETheChurch',inGore,LuxMuDdl',P.382.
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してい るのであ るlo同 じくCSUに属 したケニ ヨン(RuthKenyon)は､｢キャン ピ

オ ンの論文 の中で最 も重要 な論点は､究極的 な道徳 的権威 の源 泉は､国家ではな

く教会 にある とい う原理で ある｣と述べてい る20ロックや キ ャン ピオ ンの論文 に

見 られ る､聖性 を強 く自覚 し､国家の道徳 的権威 に対抗す る教会観 は､ 当時のア

ングロ ･カ ソ リックに共通 の ものであった｡ この二人は ともに国教会 の聖職者 で

あ り､オ クス フォー ド大学 キーブル ･コ レッジの教員で もあったが､彼 らの教会

観 の起源 を見 るためには､五十年 ほ ど前の この地 に展開 され た､オ クス フォー ド

運動 に触れ る必要がある｡

オ クス フォー ド運動 は､1833年 にキーブル(JohnKeble)によって開始 され たア

ングロ ･カ ソ リックの運動 であった｡ これ は､政府 がアイル ラン ドにお ける国教

会 の主教 区 を独 断 で再編 した アイ ル ラ ン ド教会 法(Irish ChurchTemporalities

Act)に対す る抗議 として始 まった こ とか らもわか るよ うに､国家 に対 して教会 の

権威 を主張す る運動であった｡キーブル は､｢国教会 は､国家 の機 関 としてではな

く､神 の意思 を受 けた聖な る機 関 として尊敬 され る資格 がある｣ と述べてい る3｡

この よ うな､国家の教会 に対す る優位 を説 くエ ラス トス主義 に断固反対 し､国家

とは独 立 した教会 の権威 を主張す る姿勢 は､その後のアング ロ ･カ ソ リックの思

想 の重要な構成要素 となってゆ く｡上記 の ロックや キャン ピオ ンの論文 が､ この

教会観 の影響 を受 けてい るこ とは明 白である｡

オ クス フォー ド運動以来､アングロ ･カ ソ リックに深 く根付 いた反エ ラス トス

主義がCSUの教会観 に神 学的な基礎 を与 えていたのな らば､その教会観 に対 し

て理論的な基礎 を与 えていたのは､フイギス(JohnNevilleFiggis)の ｢団体人格論｣

であったO｢団体人格論｣は､ ドイ ツの法学者 ギール ケ(OttoFriedrichvonGierke)

によって提唱 され､ケ ンブ リッジ大学のメイ トラン ド(FredericWilliamMaitland)

によってイ ギ リスにもた らされた｡そ して､｢ギール ケな らび にメイ トラン ドの団

体概念 を政治学上理論化 したのが､ほかな らぬ フイツギスで あった｣ と見な され

てい る40彼 らの主張は､国家 と社会 とを峻別 し､一元的国家主権論 に対 し主権 の

可分性 を前提 に､団体 に も主権 を認 めるべ きである とい うものであった｡聖職者

を父 に持つ フイギスは､ケンブ リッジ大学で メイ トラン ドの教 えを受 けた後､国

教会 の聖職者 になってい る｡ フイギスはCSUには直接所属 していなか ったが､

1892年 に ゴアが設 立 した､CSU と深 い関係 を持つ復活修 士会(communityof

1 W.J.H,Campion,'ChristianityandPolitics',inGore,LuxMuDdl',PP.
443-444.

2 氏.Kenyon,̀TheSocialAspectoftheCatholicRevival',inN.P.Williamsand
C.Harris(eds),Nol･tAez･DCatAoll'cl'sm(1933),p.395.
3 J.R.H.Moorman,AHl'stol･yOftAeCBuz･cAofEDglaDd(1963),p.338.
4 大塚桂 『ラスキ とホブ- ウスー イ ギ リス 自由主義の一断面』(1997),p.147.
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theResurrection)のメンバー であった1. したがって､フイギスの理論 は､何 よ り

団体 としての国教会の権威 の擁護 とい う観点か らな されてい る｡

彼の理論の背景にあるのは､国家主権の絶対性 を理論化 していたオーステ イン

(JohnAustin)の思想 に対す る警戒である｡ フイギスは､｢オーステ インの見解で

は､I-･･･教会は国家の基準 と異なったいかなる道徳的規準をも持つべきではない

とい う主張が正 当化 され る｣ と述べているよ うに､オーステ イン的国家 に内在す

る教会の危機 を認識 していた2｡ この点 についてはキャン ピオンも､『ル クス ･ム

ンデ ィ』の論文において､｢国家の機能 を最小限に とどめよ うとい うリカー ド学派

や ミルの哲学的急進主義-の反動 として､人々は国家 を社会生活の道徳指導者の

地位 にまで押 し上げ よ うとしている｣ とい う懸念 を記 している30

フイギスは､国家主権か ら独 立 し､それ 自体で発生 し行為す る団体を主張す る｡

彼は､1914年 に出版 した『近代国家 における教会(Cムuz･chesl'DtheModem State)』

において教会の擁護 のためにこの理論 を援用 し､そ こで国家 を ｢諸 コミュニテ ィ

のコミュニテ ィ(thecommunityofcommunities)｣ と位置づけている4｡ フイギス

が主張 したのは､部分社会や集団を基礎 とした多元的な社会であったO彼 は 1905

年の論文において も､｢われ われが確保せねばな らないのは､われわれの集 団的存

在､国家内で機能す る実在 的生命である｣ と述べている5｡

csUの設立者かつ指導者 であ り､また この時期の国教会 の有力な高位聖職者

であった ゴアの教会観 は､このよ うな理念か ら導 き出されてい る｡上述のよ うに､

ゴアはCSU設立の三年後､1892年 に復活修 士会 を設立 し自らその修士会長 にな

っていた｡ ゴア とフイギスは､ この ｢修道会｣ を国教会 のモデル と考 えていた6｡

このよ うな ゴアの教会観 には､19世紀末のイ ギ リス社会 に対す る彼の見方が大き

く作用 している｡当時の国教会は､16世紀に国教会の教会理論 を大成 したフッカ

ー(RichardHooker)が理想 とした､国民 と表裏一体 の国教会 とは明 らかに異なっ

ていた｡ゴアは､この よ うに述べている｡｢われわれの教会の道徳活動が衰退 した

原因は､国家 との独特の関係 にある｡教会 と国家 とを同 じ社会の二つの側面 とみ

なす フッカーの理論は､理想的なものではあったが､その後 の歴史が達成できな

かった理想であった｡一体 どの くらいまで この国の王室や国民がキ リス ト教的で

あった と言 えるであろ うか ｣ 7｡ ゴアの著書には､至 るところに初代教会､す なわ

1 復活修士会の設立メンバー六人の内､五人がCSUのメンバーであった0

2 J.N.Figgis,CAuz･chesl'DtheModel･17State(1913),p.68.
3 Campion,LChristianityandPolitics',inGore,LuxMuDdl',P.442.
4 Figgis,Cムul･CAesl'DtheModem State,p.80.
5 J.N.Figgis,̀TheChurchandtheSecularTheoryoftheState',in 日下喜一

『多元主義の源流- I ･N ･フイギスの政治思想』(1984),p.167.
6 Wilkinson,CカZ･1'stl'aDSocl'all'sm,P.136.
7 C.Gore,TheMl'ss)'oDOftAeCムurcA(1899),pp.127･129.
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ち ローマ帝国に公認 され る以前のキ リス ト教会 ､に対す る憧憶 が見 られ る｡ つま

り､｢異教的な外部世界｣と ｢真理 を担 う教会｣とい う二分法である｡彼 は教会の

あるべ き姿 につ いて､｢教会 は世界 に(of)あるのではな く､世界 の 中に(in)あるの

であって､その明確 な区別(distinctiveness)によって意味をな してい るのである｣

と述べ てい る1｡ 彼 に とって教会 とは､国家 とは全 く別個 の存在 であ り､｢世 の光

(LuxMundi)｣ として社会 を教化す る とい う神聖 な使命 を帯びた特殊 な ｢団体｣

であった｡

1 C.Gore,TBeIDCamatl'oDOFtAeSonOfGod(1891),p.225
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第二節 テンプルの思想

(-)テンプルの教会観

ウイ リアム ･テ ンプル は､1881年 10月 15日､ 当時エ クセ タ-主教で あった

フ レデ リク ･テ ンプル(FrederickTemple)の次男 として誕生 したO フ レデ リクは､

その後 ロン ドン主教 を経 て 1896年 か ら 1902年 までカ ンタベ リー大主教 を務 めて

いる｡ ウイ リアムは､ ラグ ビー校 を経 てオ クス フォー ド大学ベイ リオル ･コ レッ

ジ-入学す るが､在学 中の 1906年 にメンター であったス コ ッ ト･ホラン ドの薦

めでCSUに加 わ り､す ぐにそのオ クス フォー ド支部長 を務 めるよ うになる｡ さ

らに､労働者教育協会(workers'EducationalAssociation)での活動 をは じめ当時か

らキ リス ト教社会主義者 として活躍す る一方 で1､1909年 に聖職按手 を受 け執事

(Deacon)に､1910年 には司祭(priest)に叙任 され､1914年 か らは ロン ドン､ ピカ

デ リーの聖 ジェー ムズ教会 の主任 司祭 に任命 され る｡また､1915年 か らは国王付

きチャプ レンも兼任 し､国教会 の聖職者 としてのエ リー トコースを歩む こ とにな

る｡

テ ンプルの聖職按 手 をめ ぐって起 きた事件 は､彼 の教会観 の特徴 をよくあ らわ

してい るO彼 は正式 に按手 を受 ける三年前､1906年 にも按手 を申請 してい るが､

当時のオ クスフォー ド主教 ､ル クサイ トのひ と りで あるペイ ジェ ッ トに よって こ

れ を拒否 されてい る｡そ の理 由は､テ ンプル が ｢処女降誕(VirginBirth)｣ と ｢肉

体的復活(BodilyResurrection)｣ とい う二大奇蹟 を十分 に信用 していない とい う

ことであった｡ テ ンプル はその後 1909年 に､ フ レデ リク ･テ ンプルか らカンタ

ベ リー大主教 の座 を受 け継 いでいたデ ヴィ ドソン(RandallDavidson)に よって聖

職 に就 け られたが､聖職者 としてのキャ リアのス ター トか ら､同 じキ リス ト教社

会主義者 であるル クサイ トと神学面で摩擦 を生 じていたので ある｡ また､教会観

において もテ ンプル は､ ゴアが志 向 していた よ うな一般社会 と区別 され た神 の意

志の器 としての教会 を求 めていなかった｡彼 は､オ クスフォー ドにお け るア ング

ロ ･カ ソ リックの指導者 ノックス(RonaldKnox)に宛 てた手紙 の中で､｢わた しは

明確 に境界 を定 め られた教会が理想 である とは思いません｡教会 は光源 の よ うな

ものであって､その境界 は誰 に もわか らないのです｣と述べてい る2｡テ ンプル に

1 労働者教育協会 は､1903年 に ゴアの支援 を受 けたマ ンスブ リッジ(Albert

Mansbridge)に よって､労働者 の教育の向上 を 目的 として設立 された0

2 WilliamTempletoRonaldKnox(October29,1913),inlremonger,Wl'111'am
Temple,p.162.
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とってその光は､キ リス ト教会の外側 にまで延びていた｡彼 は､1907年に労働者

教会(LabourChurch)を訪れた際に記 した母-の手紙に1､｢労働者教会の人々はす

べてがキ リス ト教徒であるわけではあ りません｡ しか し､わた しはこれ ほど純粋

な宗教の存在 を身近に感 じたことはあ りませんで した｣と記 している2｡このよう

な見解 は､教会の ｢現実性 ｣ を保つために境界線を引き､ ソ リッ ドな団体を築 こ

うとす るゴア らの教会観 と明確に異なるものであった｡

ゴアが ｢拡散的(diffusive)｣ と形容 し批判 した この よ うな宗教観 と並んで､テ

ンプルの教会観 を特徴づける要素は､そのギ リシア的 ･共同体主義的な性格であ

る｡ テンプルは､ベイ リオルでの学生生活を終えた後､クイ ンズ ･コレッジで哲

学の講師を務 めるが､その時彼が講義 していたのはプラ トンの国家論であった｡

アイアマ ンガ-の公式伝記 を除 くテンプルの伝記には､テ ンプル とプラ トニズム

の関係 にはほとん ど触れ られていない ｡ しか しなが ら､テ ンプルの社会観 とその

中における教会観に注 目す るな ら､ギ リシア的な共同体観の影響はきわめて大き

いものであったoテンプルは大学時代､友人に対 して､｢キ リス トは､教会に行 く

ことよ りも､善き生(goodlife)を望んでいた｣ とい う手紙 を書き送 っている3｡ 共

同体における義務の意義を重視 していたテンプルにとって､善き生 とは共同体に

おける責任 ある生活を意味 していた｡またテンプルは､1912年に出版 された神学

論文集 『ファウンデーシ ョン(FouDdatJ'oDS)』に､｢キ リス トの神性(TheDivinityof

Christ)｣と題す る論文 を寄せているが､その中で彼は､奇蹟はキ リス ト教信仰 の

基盤ではない とした上で､ギ リシア的共同体思想 の重要性 を訴 えている4｡1916

年に出版 した 『プラ トンとキ リス ト教(platoaDdCbz･)'st)'aDl-ty)』において も彼は､

｢われわれの近代民主制の中で､権利か ら義務-の強調点の転換ほ ど重要なこと

はない｣と述べている5｡このよ うな社会観 において､テ ンプルが教会の役割を ど

のよ うに考 えていたのかは､｢わた しは国家において善を達成す る手段 としての教

会を強 く信 じている｣ とい う言葉 にあ らわれているだろ う6｡

1 労働者教会は､救世軍(SalvationArmy)の活動に刺激を受けた トレグァ(John
Trevor)によって､1891年にマ ンチェスターには じめて設立 された｡1891年か ら

第一次大戦までの間に少な くとも二十一の労働者教会が存在 していたo トレヴァ

は､明確 に社会主義の理念 を受け入れ､生産手段お よび分配 ･交換手段の国有化

を主張 していた ｡

2 Iremonger,Wl'111'am Temple,p.332.
3 William TempletoJohnStocks(October3,1901),inIremonger,Wl'111lam
Temple,p.103.
4 W.Temple,̀TheDivinityofChrist',FouDdatl'oDS:AStatementOfCAz･1lstl'aD
Bell'eFl'DTel･mSOfModel･DThoughtbySevenOxfordMen(1912),pp.253-254.
5 W.Temple,PlatoandCApl'stl'aDl'ty(1916),inA.E.Baker(ed.),Wl'111'am
Temple'sTTeach'Dg(1949),p.156.
6 William TempletoJohnStocks(October26,1901),inIremonger,Wl'111'am
lTemple,p.104.
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テ ンプルの この よ うな教会観 は､時代 の条件 と無縁 の ものではなかった｡テ ン

プル は､1900年 にオ クス フォー ド大学 に入学す るが､世紀転換期 にお ける社会 ､

国家の性格 の変化 は彼 の思想 に大 きな影響 を与 えてい る｡1899年 か ら 1902年 ま

で続 いたボー ア戦争 は､イ ギ リス社会 に もさま ざまな影響 を与 えたが､そのひ と

つ に国家の比重 の拡大が挙 げ られ る｡ この戦争 を契機 に強 く唱 え られ る国民的効

率(nationalefficiency)の要請は､人 々の国民意識 を着実に強 めていた｡1901年 に

は､ス トライ キの損害賠償 を労働組合 に負 わせ るこ とを示 した､ タフ ･ヴェイル

判決が出 された｡ この労働組合の危機 は､議会 とい う国政 の場 を通 して労働環境

を改善 しよ うとす る労働代表委員会(LabourRepresentationCommittee)の急成長

となってあ らわれ る1｡ また翌 1902年 のパル フォア教育法(Balfour'sEducation

Act)は､地方税 による国教会系学校 -の資金援助 を規定す る ものであった｡ この

よ うな変化 の中で､個人はい くつかの団体的社会 を通 して国家 と間接 的 に関係 を

持つ とい う団体理論 の構 図は変化 を余儀 な くされつつ あった｡｢任意団体 の本質的

な性格 であった､国家や他 の公的権力機 関か らの独 立性 は､20世紀 に入 る頃か ら

失われてい く｣ のである2｡

この よ うな事情 の変化 はCSU内に も影響 を及 ぼ していた｡ 上述 の よ うにオク

ス フォー ド運動 の後継者 で あった ゴアの社会 主義 には､反エ ラス トス主義的な色

彩が強 く残 っていた｡彼 は､キ リス ト教社会主義が国家社会主義(stateSocialism)

とは違 った､｢も うひ とつの種類 の社会主義 ｣ である ことを強調 してい る3｡cs
Uの社会主義の特徴 は､オ クスフォー ド支部 が 1905年 に発行 したパ ンフ レッ ト､

『社会主義(socl'all'sm)』にあ らわれてい る｡そ こには､｢多 くの国では､社会主義

は下層階級 による上層階級 に対す る攻撃であるが､イ ングラン ドにおいては､そ

れは上層階級 に よる慈善的行為である｣と記 されていた4｡csUが実際 に行 って

いた主な活動 は､優 良企業 の リス トア ップや ､搾取企業の製 品不買運動 ､またオ

クス ･ブ リッジの学生に対す る労働者 階級 の状態 に関す る レクチ ャーな ど､ ロー

カルで ヴォランタ リー な ものに とどまっていたOイース ト･エ ン ドにお ける彼 ら

の活動 も､キ リス ト教的価値観 の産業問題 -の適用が第一で あった｡｢オ クス フォ

ー ド･ハ ウスの伝統 は､は じめか らベ イ リオル以上 にキーブル の伝統 で あった｣

とも評 され ､パ ターナ リステ ィックで ヴォ ランタ リーかつ宗教的色彩 の濃 い活動

の実効性 に対す る疑 問はCSU内部 に も高ま っていた5｡そ して 1906年 ､ ウイ ド

1 杉本稔 『イ ギ リス労働党史研究』(1999),p.49.

2 小関隆 (編)『世紀転換期イギ リスの人び と- ア ソシエイ シ ョン とシテ ィズ ンシ

ップ』(2001),p.14.

3 Gore,TAB/DCamatl'oDOFtheSonOfGod,p.229,
4 Wilkinson,Cム1･1'stl'aDSocl'all'sm,P.54.
5 Carpenter,Wl'DDl'DgtOD-/DgTam,P.:32.
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リン トン(PercyWiddrington)や トーニー らは､CSUを ｢ここに社会悪があるか

ら､まずそれに関す る論文 を読 もう｣ とい う団体に過 ぎない と批判 し､教会社会

主義者連盟(ChurchSocialistLeague)を設立す る｡彼 らは､｢キ リス ト教は､社会

主義を実践す る宗教である｣ とい う旗印を掲げ､国政の場で労働者の要求を確保

しようとす る労働党に接近 してゆく｡ この時期､csU的なキ リス ト教社会主義

の限界が露呈 しつつあったのであるO

(二)テンプルの社会観

19世紀末か ら世紀転換期における社会の変化は､当時の社会思想､とくにオク

スフォー ド学派の哲学にも大きな影響 を与えることになったo同派の中心をな し

ていたグ リーン(ThomasHillGreen)の哲学は､行動的 ･外面的 自由か ら､精神的 ･

内面的 自由-の転換 を説き､ 自由とは､何 よ り ｢人格の完成(perfectionofhuman

personality)｣であると主張 していた｡グ リー ンにおいて､この ｢人格の完成｣は､

｢社会な くして個人はない｣ とい う言葉が端的に示す ように､個人が社会 との関

係 において達成す るべきものであった｡そ してその社会のあ り方において最高の

価値理念 として措定 されたのが､｢公共善(commonGood)｣の概念であった｡｢1880

年か ら 1910年 くらいにかけて､国民生活のいたるところに浸透 していた｣ と評

され るこのグ リー ンの哲学は､CSUのキ リス ト教社会主義者 にも大きな影響を

与えていた1｡ ゴアやイ リングワース といったル クサイ トは､グ リーンか ら直接教

えを受けていた し､スコッ ト･ホラン ドは､グ リー ンの哲学サー クルに属 してい

たoLか し､20世紀初頭 には､グ リー ン哲学の--ゲル的な方向-の傾斜が 目立

ちは じめる｡そ こでは､｢公共善｣の概念は､国家の ｢絶対精神(AbsoluteGeist)｣

の概念に近接 してゆく｡ そ してこの方向性 を推 し進 めたのが､後期オクスフォー

ド学派の哲学である｡その中心にいたのは､ベイ リオル ･コレッジでグ リーンの

教 えを受けていたボーザンケ ッ ト(BernardBosanquet)であった｡彼は､国家の定

義において､｢国家はすべてのものの上位 に位置す るものであ り､それは幾人かの

人間の集合ではな く､それ 自体生きた生命概念なのである｣ と述べているZ｡｢ボ

ーザンケ ッ トにおいて国家は一般意思を持ち､この意思は正 しくかつ最高､最終

の意思であった｣のである30また､国家 と個人 との関係でも､｢グ リー ンにおい

ては､個人は社会を内面化す ることにおいて道徳的存在た りえたが､国家 とは内

1 氏.G.Collingwood,ADAutobllogz･apLy(1944),p.17.
2 B.Bosanquet,TAePh1'losopAl'calTheol･yOftAeState(1925),p.140.
3 p.p.Nicholson,ThePoll'tl'calPAl'lob10PAyoftheBz･1'tl'SAZdeall'sts(1990),p
222.
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的直接 的関係 を持たなかったO しか るに､ボーザ ンケ ッ トにあっては､個人は国

家 と内的結合 を遂 げぬ限 り道徳 的存在 た りえない｣のであった 1｡ボーザ ンケ ッ ト

は､グ リー ンの哲学か ら国家 を重視す る哲学- のシフ トの理 由について､｢国家 に

対す る要求が､全階級 を通 じて同一で あるこ とを示す経験 の増大｣ が ある と説明

してい るZ｡

テ ンプル- のオ クス フォー ド学派の影響 を見 る場合 ､従来 の研究 においてはグ

リー ンの理想 主義 の影響が重視 されて きた ｡ --ゲ リズムに言及 され る場合 も､

その社会的調和-の信頼 といった理想 主義的側面の影響 が重視 され てお り､ボー

ザ ンケ ッ ト的な国家の捉 え方 との関係 についてはほ とん ど触れ られ ていないo無

論､テ ンプル にお けるグ リー ン哲学の影響 は非常に大 きい ものであった｡テ ンプ

ルがベイ リオル ･コ レッジに入学 した 当時の学長 は､ グ リー ンの最大の後継者 ケ

ア ド(EdwardCaird)であった｡ ケア ドに影響 を受 けた者 の中には､ トー ニーや福

祉 国家の基礎 となる レポー トを提 出す る ビヴァ リッジ(william HenryBeveridge)

らもいた3｡親 しい友人 同士であった三人 は､ケア ドの勧 めに従 ってイース ト･エ

ン ド等 の貧困地 区でのセ ツル メン ト活動 に協力 していた｡ この よ うなケア ドの理

想主義の下での経験 は､テ ンプルの思想形成 に重大な影響 を残 してい る｡テ ンプ

ルは 1944年 に､アイ アマ ンガ--の手紙 の 中で､｢わた しはケア ドに育て られた

のであ り､その習慣 か ら離れ ることはで きないのです｣と記 してい る4｡その一方

で､セ ツル メン ト活動 のかたわ ら､｢ボーザ ンケ ッ トを読 んでいた｣彼 が､後期オ

クス フォー ド学派 の影響 を受 けていた ことは明 らかである5｡実際その後の彼 の著

書を見 る と､そ こに後期オ クスフォー ド学派 の影響 ､ とくに-- ゲル ニボーザ ン

ケ ッ ト的な国家観 の影響が色濃 く出てい るこ とがわか る｡ その影響 は､テ ンプル

にお けるキ リス ト教社会主義 の意味､そ して教会観 が､ ゴアや ス コッ ト･ホラン

ドの もの と異な ってゆ く大 きな要因 となってい る｡

テ ンプル の社会観 ･国家観 を､1910年 の著書 『信仰 と近代思想(TheFa)'thaDd

ModeI･DThought)』に見てみ る と､彼 は社会 に関 してまず ､｢本 当の社会 とい うも

のは､それ を構成す る個人 の集合以上 の ものである｣ と主張す るO そ して､その

直後 に社会 をイ ングラン ドに言 い換 え､｢イ ングラン ドはわれ われが偶然､特定の

島に住 んでい る とい う事実 をあ らわす名称 ではな く､それ 自身 の生命 を持 った精

神的存在 で あ り､それ はわれ われ が協力 の内に貢献す る生命 である D それ は､わ

1多 田真鋤 『イ ギ リス と ドイ ツの政治思想』(1979),p.112.

2 Bosanquet,TLePhl'losoph'calTheol･y,PP.269-270.
3彼 ら三人は､当時か ら個人的交友 関係 があ り､ トーニー とビヴァ リッジの妹 は

後 に結婚 し､テ ンプルがその式 を執 り行 ってい る｡

4 William TempletoF.A.Iremonger(February1944),inlremonger,Wl'111'am
Temple,p.37.
5 Iremonger,Wl'111'am 7Temple,p.43.
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れわれすべての生命の総量 よ りも偉大なものである｣と述べている1｡このような

社会観は､グ リーン的な社会観 とははっき りと一線 を画 している｡ グ リーンに と

って､社会はあ くまで個人の集ま り以上の価値 を持つ ものではなかった｡彼は､

｢いかにその使命が高められ よ うとも､国家 あるいは社会の うちには､国家や社

会 を構成す る個人の うちに存在 しない ものはあ り得ない｣と述べている2｡しか し､

テンプルに とって､社会 (=イングラン ド)は個人の集合以上のものであ り､それ

自身の生命 を持 った精神的存在なのであったO翌 1911年 出版の『人格の本性(The

Natuz･eofPersoDall'ty)』 においては､テンプルは ｢イングラン ド人｣について以

下のように述べている｡｢イングラン ド人の性格 とはいかなるものであるか｡それ

は､人々に浸透 した多 くの伝統 と感情の産物である｡われわれは聖書 とシェイク

ス ピア とミル トン､パ ンヤンを読む人々の下に生まれて来たのである｣｡ここにお

いて､神の御言葉である聖書は､シェイクス ピア と並んでイ ングラン ド人の性格

を構成す る伝統 のひ とつ と数 え られてい るOそ して彼 は､｢共通 目的(Common

Purpose)｣の所在の問題に話 を進 める｡社会意識は､個人の意識か ら構成 され る｡

社会は､諸個人が ｢共通 目的｣のための協働 によって結ばれたものである｡ した

がって､｢共通 目的｣は､多数の個人によって構成 され るひ とつのもの となる｡そ

れは､｢ひ とつの 目的､多数の意思｣とい うことである｡彼 は社会について､以下

のように強調 している｡｢社会は市民よ りも少 しも リアルでない とい うことはな く､

また市民が第一で社会が第二 とい うことでもない ｡ つま り､われわれが社会 と呼

ぶ 『生 きて い る事 実 (livingfact)』 の 中で ､ 市 民 は 『意 識 の所 在 地 (seatof

consciousness)』なのである｣Oそ して ｢共通 目的｣は､社会の構成員たる市民に

も意識的には顕在化 しないが､彼 らが社会の構成員である間存続 している｡ した

がって道徳は､個人の 目的が社会の 目的に服従 していることに存 しているのであ

る3｡

このように､テ ンプルの抱いていた社会観は､--ゲルニボーザンケッ ト的な

捉 え方に非常に近いものであった ｡ グ リーンはあくまで､個人の人格の完成に重

点を置いて ｢公共善｣ を捉 えていたO-方､ボーザンケッ トやテンプルにおいて

は､｢絶対精神｣あるいは ｢共通 目的｣に個人が従 うことを強調す る傾向が強 くな

っている｡そ して彼 らに とって､その社会は限 りなく国家に近づいていたo しか

しなが ら､テンプルがここで強調 しているのが決 して抽象的な国家ではな く､一

貫 して経験的な ｢イングラン ド｣であるとい うことは重要である.その意味で､

テンプルが--ゲ リズムの国家主義をそのまま受 け入れていたわけではないこと

は明 らかであるOテンプルは､｢共通 目的｣は顕在化 しない以上､人々は善悪 を知

1 W.Temple,TAPFal'tAaDdModel･DThought(1910),p.161
2 T.H.Green,Pl･01egomeDatOEtAl'cs(1906),p.210.
3 W.Temple,TheNatureofPeL･SO17811'ty(1911),pp.52･60.
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るこ とす ら不可能ではないのか とい う自問に対 して､｢経験 に基づ く道徳感覚｣に

従 うべ きで ある と答 えてい る｡そ して彼 は､｢過去は非常に重要 な意味 を持 ってい

るO-･･.･それ は国民をその偉大な歴 史 に結びつ けるのだ｣と述べた上で､｢信仰 と

実践の伝統 の継承者｣であ る教会 をその過去 を担 う重要な存在 として位 置づ ける

のであるlo

言 うまで もな くこの よ うな教会観 は､反エ ラス トス主義の下､国家の支配 に対

抗 し､国民 とのつなが りよ りも教会 の聖性 を強調す るオ クス フォー ド運動 の後継

者達の教会観 とは明確 に異なった ものであったOテ ンプルが この よ うな種類の教

会観 を持つ こ と､あるいは受 け入れ ることができた背景には､広教会主義(Broad

Church)の影響がある｡テ ンプルが､1894年 に入学 した ラグ ビー校 は､アー ノル

ド(ThomasArnold)が 1828年 か ら 1832年 までの校長在任 時 にパブ リック ･スク

ール改革 を行 った名 門校 であった｡ また､広教会主義者 として有名 であった父 フ

レデ リク ･テ ンプル も､1857年か ら 1868年 まで同校 の校長 を務 めていた ｡ アー

ノル ド自身 も､広教会派 の国教会聖職者 であ り､広教会派 の思想 に多大な影響 を

及ぼ していたo彼以降の ｢広教会派 の 自由主義は トマス ･アー ノル ドの流儀 の古

典的人文主義 を共通の基盤 とした合理主義 で あった｣とも評 されてい る20ァ- ノ

ル ドは､国家 と教会 との関係 について明確 な理想 を持 っていた｡彼 は 1833年 に

出版 した 『教会改革 の諸原理(Pn'DClblesorC力uz･ChReroTm)』において､すべての

キ リス ト教徒 に よる ｢国民教会(NationalChurch)｣の建設 を提案 してい る｡ 同書

が出版 され たのは､オ クス フォー ド運動 が開始 された年 で もあったが､国民教会

を理想 としていたアー ノル ドは､オ クス フォー ド運動 には終始批判的な立場 を と

っていた｡テ ンプルが入学 したのは､ アー ノル ド時代か ら既 に半世紀以上後の こ

とであるが､ ラグビー校 は長 くアー ノル ドのエー トスを残 してお り､テ ンプル も

強い影響 を受 けてい る｡彼 の下で教会改革 に従事 していたアイ アマ ンガ- は､｢ア

ー ノル ドの教 えか ら､テ ンプル は国家 -教会 関係 の理想 を受 け継 ぎ､それは長年

彼 の思想 を支配 していた｣ と記 してい る30

教会 と国家 との関係 において､テ ンプル とア ングロ ･カ ソ リックの見解 の相違

が如実にあ らわれたのは､ ビレル教育法案(Birrell'sEducationBill)をめ ぐる論争

においてであったo この法案 は､1906年 にキャンベル=パナマ ン自由党 内閣の教

育院総裁 ビレル(AugustineBirrell)が提 出 した もので､国家 による ヴォ ランタ リー

学校 (多 くは国教会系)の指揮監督 ､地方教 育 当局-の教員任命権付与､公 立学

校 にお ける非教派的宗教教育の実施 な どを規定 していた ｡ 明確 にエ ラス トス主義

1 Temple,TABNatul･eOfPel･SODall'ty,P.60.
2 新井 明 ｢アング リカニズム とダー ウィニズム｣鎌井敏和他 (編)『イ ギ リス思想

の流れ- 宗教 ･哲学 ･科学 を中心 として』(1998),p.142.

3 Iremonger,Wl'111'am Temple,p.93.
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的色彩を持つこの法案 に対 し､国教会の聖職者は猛烈に反発 した｡マンチェスタ

ー主教 ノックス(EdmundArbuthnott,Knox)な どは､列車三十二両分のランカシャ

ー住民をロン ドンに動員 し､法案反対のデモ を行 ったほどであった1｡しか し､テ

ンプルはこの法案 に賛意を表明 していた ｡ 彼 は､1906年 10月 4日､チャーチ ･

コング レス(Church Congress)での演説で､｢イ ングラン ドにおいて宗教的生活

(religiouslife)が無い理 由は､国民的生活(nationallife)が無いか らである｣と断言

す るZ｡これに対 し､アングロ ･カ ソリックのモバー リー(WalterMoberly)は､｢テ

ンプルの立場は､その高い見識の割には､明 らかにエラス トス主義であった｣ と

評 している3｡アイアマンガ-は､テンプルの教育観 について次のように述べてい

る｡｢イングラン ドの教育制度の中に､自由と正義 とい う二つの原理をほ とん ど見

出せない と感 じるたびに､テンプルは､国民教育(trainingofthenation'scitizen)

お よび国家の道徳的義務(moraldutyoftheState)とそれ らの原理 との関連 を､全

力を尽 くして促す とい う義務を神聖視す るよ うになった｣､ と4｡

1 Moorman,AHl'stol･yOFtheCAurcAofEDglaDd,p.412
2 Iremonger,Wl'111'am Temple,p.94.
3 Iremonger,Wl'111'am Temple,p.91.
4 Iremonger,Wl'111'am ITemple,p.78.
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第三節 1919年授権法の成立

(-)セルボーン委員会の設置

テンプルが国教会聖職者 として公的活動を開始す るよ うになった 1910年代は､

国教会に とってきわめて重大な意味を持つ時期であった｡1919年の授権法の制定

にひ とまず結実す るこの時期において､テンプルは非常に重要な役割を果たす こ

とになる｡

この時期における一連の出来事の直接的発端は､ ウェールズにおける非国教化

の決定であった｡1912年にアスキス 自由党内閣によって提出 されていた ウェール

ズ非国教化法案(welshChurch Bill)が､1914年に可決 された (発効は 1920年)｡

この事件 は ､ ダー ラム の首席 司祭 (Dean)で あった- ン ソン(HerbertHensley

Henson)が 『ェディンバ ラ ･レヴュー(TheEd)'DburghRevJ'ew)』誌上で ｢ウェール

ズにおける非国教化 と教会財産没収が政治的に確実 となってお り､この議論が国

家 と教会の関係 に注意を向けさせ ることになった｣と述べ1､また教会史家のパ タ

ー ソン(MelvilleWatsonPatterson)が､｢この法案は明 らかに､それに続 くイング

ラン ドの国教制に対する攻撃を予示 している｣と記 しているよ うに2､国教会関係

者が危機意識 を強め､イングラン ド社会における自らの立場 を再考す る契機 とな

るものであった｡

ウェールズ非国教化法案提 出の翌年､国教会の協議機 関である代議制教会会議

(RepresentativeChurchCouncil)は､｢当会議 は､カンタベ リー､ ヨークの両大主

教に対 して､国家-教会関係 においてキ リス ト教の国民的承認 と同時に､教会の

精神的独立の さらなる表現を保障す るために､有効な改革 を検討す る委員会を任

命す ることを要望す る｣とい う決議 を採択 した3｡カンタベ リー大主教デ ヴィ ドソ

ンお よび ヨー ク大主教 ラングは､ これ を受 けてただちに第二代セルボー ン伯爵

(2ndEarlofSelborne:WilliamWaldegravePalmer)を委員長 として､教会 と国家に

関す る大主教委員会(Archbishops'CommitteeonChurchandState)〔以下､セル

ボーン委員会〕を任命 した｡二十六名の委員の中には､元首相パル フォア(Arthur

JamesBalfour)､オクスフォー ド･- クス館長エア(DouglasEyre)､労働者教育協

会の設立者マンスブ リッジ､そ してゴア とテ ンプル らが含 まれていた｡

1H.H.Henson,̀ChurchandStateinEngland',TheEdl'Dbul･gARevlew,Vol.
224,No.458,1916,p.210.

2 M.W.Patterson,AHl'stol･yOFtAeCAuz･chofEDglaDd(1914),Preface.
3 TAeAz･cAbl'shops'Comm)'tteeoDCカul･ChandState:Repol･twl'thAppeDdl'ces

(1916) 〔以下､Selbom eRepol･t],Introduction.
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委員会 は 1916年 に報告 〔以下､セル ボー ン報告〕 を提 出す る｡ このセルボー

ン報告 にお け る最 大 の提案 は､主教 院(HouseofBishops)､聖職者 院(Houseof

Clergy)､信徒院(HouseofLaity)か ら構成 され る教会議会(ChurchAssembly)の設

立であった 1｡そ して､教会 関連法案 に関す る立法権 の一部 ､す なわち法案 策定 ･

提出権が､議会 か らこの教会議会 に委譲 され るべ きである と勧告 していたZ｡その

背景には､世紀転換期以降にお ける議会 の管轄事項 の飛躍的増大があった ｡ 議会

はもはや教会関連事項 に審議時間を割 くことはできな くなっていた｡実際､1880

年か ら 1913年 までに､217本 の教会 関連法案 が議会 に提 出 されたが､その うち

183本が否決 され てい る｡その 183本 の うち､裁決 を経 て否決 され た法案 はわず

か 1本 のみ であ り､その他 はす べて審議未 了であった｡ しか もその うち 162本 は

一度 も審議 され ることがなかったので ある3｡この よ うな事情 か ら､セル ボー ン報

告の提案 の大枠 には､国教会聖職者 のほ とん どが同意 していた｡

聖職者 だけでな く､セ シル家の よ うに国教会 に利害 を持つ政治家 もこの改革 に

は賛成 していた｡セル ボー ン委員会 に も､委員長セル ボー ン伯爵 をは じめ五人の

セシル家 に連 な る政治家が委員 に選 ばれ ていた4｡その中のひ とり､ヒュ一 ･セ シ

ル(HughCecil)は､1912年 に出版 した 『保守主義(coDSeZVatl'sm)』の中で､｢恐 ら

1教会議会以下の組織 の構成 は､次の通 りで あった｡すべての教 区は､それぞれ

の教 区教会会議(parochialChurchCouncil)を持つ ｡ 教 区教会会議 の代表 は､教会

員の男女 に よって選 ばれ る｡教 区教会 司祭 とその他 の教 区内の聖職者 は職権上(ex

officio)その議員 となるが､信徒 が常 に多数 となるよ うに調整 され る｡ 教 区教会会

議 は地 区大執事 協議会(RuridecanalConference)の信徒代表 を選 出す る｡地 区大執

事 区(ruraldeanery)の聖職者 が､そ こに加 わ る｡地区大執事協議会 か ら､主教 区

協議会(DiocesanConference)の信徒代表 が選 ばれ る｡ そ こでは主教 区の聖職者 の

数 と信徒代表 の数 は同数 とされ る｡主教 区協議会 か ら､主教 区の人 口比 に従 って､

教会議会の信徒院の代表が選ばれ る｡聖職者 院のメンバーは､一部は職 権上､他

は大執事 区(archdeaconry)ごとに聖職者 の互選 で選 ばれ る｡主教院は､全 主教 区

主教 と､その他 の主教 に よって構成 され る｡

2 議会 に提 出す る法案 の採択 には､教会議 会 の三院すべての賛成が必要 とされ る｡

三院の賛成 で採 択 された法案 は､議会両院お よび枢密院教会委員会(Ecclesiastical

CommitteeofthePrivyCouncil)に送付 され る｡これ をまず ､教会委員会が審議 し､

その報告書 を両院 に､委員会の判断 を付 して送付す るO委員会 の判断が賛成であ

れば､提 出法案 は四十 日以 内に否決 され なけれ ば 自動的に通過 し､判 断が反対で

あれば､議会で審議 され採決 にかけ られ る｡ 法案 が議会 を通過す る と､教会委員

会が国王 に裁可 を求 める｡ そ して事実上､ 自動的に裁可 を受 け､議会法 として成

立す る｡

3 Selboz･De Repoz,i,p.29.
4 19世紀末 か ら 20世紀初頭 にかけて三期首相 を務 めた ソール ズベ リー侯 爵(3rd

MarquessofSalisbury:RobertArthurTalbotGascoyne-Cecil)の娘 を妻 に持つ委員

長セル ボー ン伯爵､その息子 ウオーマ-子爵(viscountWolmer:RoundellCecil

Palmer)､ ソール ズベ リーの五男 ヒュ一 ･セ シル､ ソールズベ リーの甥パル フォ

アお よびその一族 に連 なるデ ヴォンシヤー公 爵(9thDukeofDevonshire:Victor

ChristianWilliam Cavendish)である0
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く､教会改革の今後の過程 において､国教会 の法的機構は大いに修正 され るだろ

うO -I.･･実際上 どのよ うな重要法案 も議会の同意な しには通過 できない ことにな

っている｡ これは､疑い もな くある種の必要な改革 に とって大きな障害である｣

と述べている1｡

(二)教会議会の設立

問題 となったのは､教会議会の議員 を選ぶ際の選挙権付与の要件 に関 してであ

ったOイー リー大聖堂の参事会員 グ レイズブルー ク(MichaelGeorgeGlazebrook)

が､『クウオー ター リー ･レヴュー(TLe6)uaz･tez,1yRevl'ew)』誌上において述べて

いるよ うに､｢これ は､『国教会』が選挙権 を持 っている人々のみか ら構成 され る

とい うこと｣を意味 してお り､したがって国教会の将来に とって､｢選挙権の問題

は決定的に重要｣であった2,

具体的に論点 となったのは､選挙権の要件 として､堅信(confirmation)を受 け

ていることとす るか､あるいは洗礼(Baptism)を受 けているこ ととす るか とい う問

題であった O セル ボー ン報告は選挙権 に関 し､｢二十一歳以上の､受聖餐者 か､洗

礼 と堅信 を受 け国教会 と相互聖餐関係 にない教会に属 していない男女｣ と規定 し

ていた30 したがって､事実上の要件 は堅信 の有無 となっていたo

ゴアやセシル家の政治家は､堅信 を選挙権の要件 にす ることを支持 していた｡

ゴアの姿勢は､セルボー ン報告提 出直後に出版 した著書の中にあ らわれている｡

彼 は､｢今 日､イングラン ド国教会 を復興す るために最 も根本的で不可欠な改革は､

メンバー シップの概念 を回復す ることである｡ われわれが第一に求めるのは､ よ

り多 くのキ リス ト教徒ではな く､ よ り良いキ リス ト教徒であ り､ よ り多 くの聖職

者ではな く､よ り良い聖職者である｣と述べてい る4｡ウェールズの非国教化 も支

持 していた ゴアは､ この委員会の審議 において も､イ ングラン ドにお ける非国教

化 を主張 していた｡彼 は 1912年､ラングに向かって､｢どうした ら､国教制が存

続 し得 るとい うことを信 じることがで きるのか｣と詰問 している5｡ゴアに とって

国教会(AnglicanChurch)の再生 とは､国教制 を犠牲 に してで も､教会-のメンバ

1 H.Cecil,CoDSeZ･vatl'sm(1912)[栄 田卓弘訳 『保守主義 とは何か』,1979】,pp.
66-100.

2 M.G.Glazebrook,̀ChurchReform',TheQuaz･tez･JyRevl'ew,No.455,1918,p
452.

3 Selbol･DeRepoI･t,p.82.
4 C.Gore,Th Rell'gl'oDOFtAeCムul･CAasPz･eseDtedlDtheCAul･CAofEDghDd
AManualofMembel･Shlb(1916),p.7.
5 J.G.Lockhart,CosmoGol･doDLaDg(1949),p.241.

26



第一章

-シ ップ意識 を強 く持つ ｢良いキ リス ト教徒｣ と ｢良い聖職者｣によって構成 さ

れ る共同体の再生を意味 していた｡

セルボー ン報告 は､非国教化 を主張す る委員が存在す ることを認 めた上で､あ

くまで国教制の枠 内で改革案 を策定す るとい う原則 を確認 している1｡その枠内に

おいても､上述 の よ うな教会観 を持つ ゴアが､幼児期 に通過儀礼的に受 ける洗礼

ではな く､洗礼 を受 けた者 が 自らの意思で信仰 を確認す る堅信 を選挙権の要件 と

して主張 したのは当然の ことであった｡『ル クス ･ムンデ ィ』に ｢教会｣に関す る

論文 を寄せていた ロックも､その中で既 に､｢教会員であるこ とを公言 しているか

どうかに関わ らず､すべての受洗礼者 を 『教会』 に含 める人々もいるが､現実性

を確保す るために､われわれ は受洗礼者 の中にも境界線 を引 く｣ と述べていた2｡

しか しなが ら､堅信 を要件 とす ることにあた っては早 くか ら批判が浴びせ られ

ていたO グレイズブルー クは､｢報告の提案 していることは一種の貴族制である｣

と批判 している｡ さらに彼 は､セルボー ン報告の堅信要件 は ｢階級的｣であ り､

そ こか らは ｢きま りの悪い推測 が引き出され得 る｣とも批判 している3｡洗礼は通

常､教 区教会の司祭 による幼児洗礼 とい う形 で行われ るが､堅信は司祭 ではな く

主教が執行す るものである｡-イステ ィングズは､｢裕福な階級 の子弟 が堅信 を受

けるのはほ とん ど当然の ことであったが､労働者階級 の子弟 の間では堅信 は例外

的であった｣ことを指摘 してい る4｡当時イングラン ドの幼児洗礼の割合は年 々上

昇 してお り､1917年ではイ ングラン ド国民の七割 を越 えていた5｡一方で堅信者

数 は､二十数万人を数 える程度であった6｡

テ ンプルは､洗礼 を選挙権の要件 とす ることを強 く主張 していたO彼は､｢なぜ

堅信 を受 けてい るだけで教会 に行かない人が､堅信 を受 け られなかった人 よ り優

遇 され る必要があるのかO ･･-･･パブ リック ･スクールにおいては堅信 を拒否す る

のは勇気がいることであるが､労働者階級 においては､それ を受けることが大変

なのである｡I-I-選挙権 を認 め られなかった人は､教会か らの疎外感 を強めるで

あろ う｣と述べてい る了｡国民教会の理想は､国民の大多数 を占める労働者階級 を

国教会 に包摂 しなければ､到底成 り立っ ものではなかった ｡

テ ンプルは 1917年 の著書において､国教会-のメンバー シップを強調 してい

たゴア とは対照的に､メンバー シップ意識 の帰属先 としてイ ングラン ドを強調 し

1 Selbom e Repoz･t,p.39.
2 Lock,̀TheChurch',inGore,LuxMuDdl',P.382.
3 Glazebrook,̀ChurchReform',TAPQuaz･tel･JyRevl'ew,p.450.
4 Hastings,AHl'stoz･yorEDgll'sACAl･1'stl'alu'ty,P.67.
5 イ ングラン ドにおける幼児洗礼者 の割合は､62.3%(1885),64.1%(1895),

67.8%(1907),70.5%(1917).Hastings,AHl'stol･yOfEDgll'sAC丘Z･1'stl'alu'tJIP.35
6 堅信者数 は､176,783(1881),214,513(1891),244,030(1914).0.Chadwick,

Vl'ctoz･1'aDCBul･CA:H (1970),pp.221･222.

7 Iremonger,Wl'111'am 7古mple,p.260.
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ているo彼 は､｢人間はその本質の深み において社会的であ り､他者 を求めているO

実際､個人は常に属 してい る社会のひ とつのあ らわれであるOわた しはまず 自分

であって､それか らイ ングラン ド人なのではない｡わた しは､ 自分の親 の子であ

るの と同様 にイ ングラン ド人である｡イ ングラン ドとい う社会 に対す るメンバー

シ ップは､わた しに とって最 も根本的なものである｣と記 している,さらに彼は､

｢わた しは他 の どこで もな く自分の属 してい るイ ングラン ドに奉仕す ることによ

って､ 自分の意志の実現を見るであろ う｣ とも述べている1｡

テ ンプルは第一次大戦の さ中､1917年 12月 に 『タイムズ(TheTl'mes)』紙上に

おいて､｢今 こそが､教会がその正統性 と国民的性格(nationalcharacter)を立証す

る最大の､そ しておそ らく最後の機会である｣ と述べ､選挙権の要件 を洗礼に変

更す ることを 目的のひ とつ とす るライ フ ･アン ド･リバテ ィ運動(LifeandLiberty

Movement)と呼ばれ る教会改革運動 を展開す るZ｡彼 はそのため聖 ジェームズ教会

の司祭 を辞任 し､全国遊説 に駆 け回ってい る｡一方､反社会主義者であ り､ゴア

やテ ンプルのキ リス ト教社会主義 を批判 していた- ンソンも､教会観 に関 しては

テ ンプル と歩調 を合わせていた｡- ンソンはセルボー ン報告 に対 して､｢フイギス

氏の 『近代国家 における教会』が この報告 に理論的基礎 を提供 している｡--フ

イギス氏は､大胆 にも教会 を他 の団体 と同 じよ うに分類 しているo教会が､大学

や ギル ド､労働組合や会社や クラブ といった もの と同列 に扱 われてい るのである｣

と批判 していた3｡テ ンプル 同様､国教会が歴史的存在であるこ とを強調 していた

彼 は､｢歴史 に基づいて､イ ングラン ドの主教 は教会人以上の ものであるO彼 らは

国民的存在 なのである｡主教 を単なる-教派 の指導者 にお としめることはできな

いO彼 らはイ ングラン ド人の最 も偉大な歴史的象徴のひ とつなのである｣ とも述

べている4｡

選挙権の要件 は､教会外の人々をも巻 き込んで展開 されたライフ ･アン ド･リ

バテ ィ運動の成果 もあ り､1919年 の代議制教会会議 において 159対 109の差で

洗礼- と変更 され る5｡さらに､も うひ とつの象徴的な修正は､新たに設立 され る

教会議会の正式名称が､｢教会議会(ChurchAssembly)｣か ら ｢イングラン ド国教

会の国民議会(NationalAssemblyoftheChurchofEngland)｣に変更 された ことで

ある60その後､議会に提 出 された授権法案 は､304対 16の圧倒的多数で可決 さ

れ､1919年 12月 23日に国王の裁可を受 け成立 した｡

1 W.Temple,MeDSCl･eatTl'x(1917),p.210.
2 TLeTl'mes,December7,1917.
3 Henson,̀ChurchandStateinEngland',TLeEdl'DbupghRevl'ew,pp.218･219.
4 0.Chadwick,HeDSleyH eDSOD:AstudyLIDtheFl･1lctl'oDbetweenCAul･CAand
State(1983),pp.1461147.
5 Bell,RaDdaJJDavl'dsoD,P.969.
6 ただ し､ これ以降も通称 としては､"ChurchAssembly"が用い られている｡
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代議制教会会議 におけるこの決定のひ とつの結果は､ゴアのオクスフォー ド主

教辞任であったo彼はカンタベ リー大主教に宛てた公式の辞表の中で､辞任の理

由として､著作活動に専念 したい とい うことを第一に挙げているo その一方で､

｢主教を辞任す る主な動機 は既に述べた通 りですが､数 日前になされた将来の選

挙権に関す る代議制教会会議の決定 も､その一因であることをつけ加 えなければ

な りません｣と述べている｡そ して彼は､｢わた しは､堅信 を選挙権の要件 とす る

ことを放棄す ることによって､教会の国民的地位(nationalposition)を維持す る代

わ りに､われわれの役割の大きな部分 を犠牲 に して しまった と確信 しています｣

と記 している10

授権法の成立による教会議会の設立は､国教会 にとって非常に大きな意味を持

つものであった｡それまで も国教会は､教区教会会議､主教区協議会､聖職議会

(convocation)､代議制教会会議 な どい くつかの重層的 ･縦割的な協議機関を備 え

てはいたが､実際に国教会 を全体 として統治 していたのはウェス トミンスターの

国政議会であった｡教会議会の設立によって､国教会は史上初めて､独 自の一元

的な統括機関を持つようになったのである｡

* * * * * *

19世紀末か ら世紀転換期 にかけての国教会 にお けるキ リス ト教社会主義 を主

に推進 していたのは､ゴアを中心 とす るCSUであった｡オクスフォー ド運動の

影響の下､彼 らは ｢神の意思を受けた聖なる機 関｣である教会 を担っているとい

う強い使命感 に基づき､熱心な慈善活動を展開 していた｡また､反エラス トス主

義を趣 旨としていた彼 らは､国家 とは異なった次元に教会の正統性 を求め､世俗

的な国民か らのデタッチメン トを強調 していた｡

世紀転換期か ら20世紀初頭にかけての時期は､行政的国家(state)の拡大や社会

における世俗化 の進行を受 けて､国教会が 自らのあ り方の再設定を強 く迫 られた

時期であった｡ この時期､国教会の聖職者や国教会に利害を持つ政治家か らは､

新 しい時代における国教会のあ り方に関 して さま ざまなヴィジ ョンが提示 されて

いる｡彼 らの思想は多様で交錯 していた｡カンタベ リー大主教デ ヴィ ドソンや主

教を歴任 した- ンソンは､必ず しもキ リス ト教社会主義者が主張す る国教会の社

1 CharlesGoretoRandallDavidson,inBell,RaDdallDavl'dsoD,P.971
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会介入には賛同 していなかった｡その側面か ら見れば､ ウイルキンソンやケン ト

が重視す る､キ リス ト教社会主義を推進 しよ うとす るゴア､テンプル と､それに

賛同 しない ｢保守派｣ のデ ヴィ ドソン､- ンソンとい う構図も確かに存在 してい

た ｡

しか しなが ら､本章で述べてきたよ うに､それぞれが理想 とす る教会観の相違

に着 目した場合､｢国民教会であることをや めて､真の教会であるべきだ｣と述べ

たキーブルの影響を強 く受 けていたゴア らアングロ ･カ ソリックの教会観 と1､テ

ンプル､デ ヴィ ドソンらアー ノル ド流の ｢国民教会｣ を理想 とす る広教会派の教

会観 との対立､ とい う構図 も明確に存在 していた｡また､- ンソンも教会観 に関

して言 えば､｢すべてのプロテスタン ト教会は国教会(churchofEngland)である｡

なぜな ら､それは国民教会(churchoftheNation)だか らである｣ と述べているよ

うに､反 ローマ ･カ トリック的立場は堅持 しなが らも国民教会の理想 を持ってい

た20 これ らを考慮す るな らば､20世紀 とい う新たな時代にそれぞれが理想 と考

える教会観の相違が､キ リス ト教社会主義運動の展開を通 じて顕在化､先鋭化 し

た とも言える｡

無論､ここに示 した二つの思想上の対立軸は背反的なものではな く､状況に応

じて変化す るものであった｡前者の構 図に注 目す るな ら､ ウイルキンソンやアサ

- トンの言 うよ うに､テンプルが､ゴア､ス コッ ト･ホラン ドか ら今 日のプ レス

トン､ブ レアに連なるキ リス ト教社会主義の伝統 における重要な鎖の環であるこ

とが強調 され る｡ しか しなが ら､キ リス ト教社会主義 を推進す る主体 となる教会

観 に注 目す るな ら､ゴア とテンプルの間には明確な相違があった｡この意味では､

テンプルは鎖の一環であるとともに､キ リス ト教社会主義の大きな転換 を担 う存

在で もあった と言 える｡

制度 と慣習に守 られた国教(EstablishedChurch)の地位 の喪失を前にして､この

時期の国教会は､新たに依 って立っ基盤 を模索 していた｡授権法の策定過程にお

ける選挙権の要件 をめぐる問題は､テンプルの主張す る ｢教会の国民的地位｣と､

ゴアの言 う ｢われわれの大 きな役割｣ とのジ レンマの表出であった｡そ して国教

会は最終的に､聖性の希薄化 を犠牲に､｢国民的地位｣を維持す ることを選んだの

であったOデ ヴィ ドソンが､上述のゴアの辞表において､当初 ｢教会の国教的地

位(establishedposition)を維持す る代わ りに｣ とあった文言 を､｢教会の国民的地

位(nationalposition)を維持す る代わ りに｣と修正 させたことは､その関心を端的

に示 している3｡それは､世俗的な国民か ら分離す ることな く､彼 らとの折 り合い

を模索 し続 けよ うとす る選択であ り､その模索は国教会の大きな課題 として戦間

1 R.Brown,Cムul･ChaDdStatel'DModem Bz･1'tal'D1700-1850(1991),p.434
2 Chadwick,HeDS leyHeDSOD,P.182.
3 Bell,RaDdallDav)'dsoD,P.970.
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期に持ち越 され るのである｡
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第二章 エキュメニカル運動の展開 :1919-1939年

戦 間期､テ ンプル はエ キュメニカル (教会再一致)運動 の推進 に力 を注 ぐ｡1910

年 ､ エ デ ィ ン バ ラ に お い て 開 催 され た 世 界 宣 教 協 議 会 (worldMissionary

Conference)を噸矢 とす るこの運動は､究極的 には教会分断の長 い歴史 に終止符 を

打つ こ とを 目的 としていた｡ テ ンプル の死後 1948年 の世界教会 協議 会(world

CouncilofChurches)の設立はその成果 のひ とつであ り､その後 も教会一致 を 目指

す運動は今 日に至 るまで展 開 され続 けてい る｡

本章では､戦間期 においてテ ンプルが指導 したェ キュメニカル運動 が､彼 のキ

リス ト教社会主義運動 と双方 向的に関わ りなが ら彼 の教会観 を具現化 してゆ く過

程 を追い､その結果 として現れて くる新たな教会 の姿が持つ意味 を歴史的に位置

づけるこ とを試 み るO

以下では､まず 第一節 で 1924年 に開催 され たキ リス ト教政 治 ･経済 ･市民会

読(ConferenceonChristianPolitics,EconomicsandCitizenship)〔以下､ C0P

EC〕のキ リス ト教社会主義運動 にお ける意義 を確認す る とともに､エ キュメニ

カル運動 の中での位置づ けを試み る｡ 第二節 において､戦 間期､copECを起

点 とす るテ ンプル のエ キュメニカル運動がキ リス ト教社会主義 との関連 で どの よ

うな展開を示す のかを見 る｡ その後第三節 で､ ドイ ツにおいてナチズムの隆盛 と

ともに引き起 こされ た教会 と政治の問題 が､テ ンプ ル の教会観 とどの よ うな関係

にあったのかを分析 し､その関係 が持つ意味 を考察す るO
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第-節 copECの開催

(-) copECとキ リス ト教社会主義

1919年の教会議会の設立は､国教会が政府 とは一定の距離 を保 ったひ とつの組

織 としてのスタンスを取 ることが可能 になった とい うことと同時に､そのよ うな

スタンスを取 ることを求め られ るよ うになった とい うことも意味 していた｡ 当面

要求 されたのは､第一次大戦直後の経済的困窮 に対 して､国教会が どの よ うな対

応 を取 るのか とい うことであった ｡ イ ギ リスでは第一次大戦の結果､石炭業 ･鉄

鋼業 ･造船業 といった輸 出に依存す る産業が世界市場の縮小 な どによ り深刻な不

況に陥 り､その結果 として大量の失業者が生 まれ るな どして社会不安が高まって

いた｡ 国教会のキ リス ト教社会主義者 は､1919年 にCSUを工夫宣教団(Navvy

Mission)との合併によって産業キ リス ト教協会(IndustrialChristianFellowship)

に発展 させ､この問題 に積極的に取 り組んでゆくことになるO

この時期の国教会の経済 ･社会 問題- の対応 として最 も重要な ものは､1924

年 4月の C0PECの開催である｡議長 を務 めたのは､1921年以来マ ンチ ェスタ

ー主教 に就任 していたテ ンプルであった ｡ 千四百名以上の参加者 を得て開催 され

た COPECは､国教会内にお けるキ リス ト教社会主義の気運 をさらに高め､社

会問題 に積極的 に関与す る新たな教会像 を打 ち立てる契機 となるものであったO

もともとこのC0PEC開催 のきっかけ となったのは､1918年 にカンタベ リー､

ヨー ク両大主教 に提 出された『キ リス ト教 と産業問題(Chrl'stl'aDl'tyaDdIDdustz･1'al

problems)』と題す る報告書である｡第一次大戦 中､従軍牧師の経験 な どか ら一般

兵士の間でキ リス ト教の影響力が壊滅 的な状況 に陥っていることを 自覚 した国教

会は､1916年 に ｢国内伝道(NationalMissionofRepentanceandHope)｣を展開

した｡その成果 として五つの報告書が提 出されたが､その うちのひ とつが､ トー

ニー らが中心 となって作成 した この報告書である｡ CSUの指導者 のひ とりであ

った ウインチェスター主教 タルポ ッ トが委員長 を務 めた この委員会は､オクスフ

ォー ド主教 ゴア､ トーニー､そ して労働党議 員 ランズベ リー(GeorgeLansbury)

らによって構成 されていた｡ 同報告書は､現代の産業主義の問題 はその競争原理

にあるとして､キ リス ト教倫理の産業領域-の適用 を主張 している｡その上で､

教会がそれ を積極的に推進す るべ きであるとい う観点か ら､失業保険や最低賃金

の提案 な ど具体的政策に触れている｡教会内外の注 目を集 めた この報告書は､国

教会が一般社会 との関係 において新たなスタンスを取 ろ うとす るきっかけ となる

ものであった｡
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この報告書を踏まえて 1920年､テ ンプルを委員長 として約三百五十名か らな

るCOPEC委員会が設立 され るO委員会は､｢神の本性 と現世 におけるその 日的

(TheNatureofGodandHisPurposefortheWorld)｣､｢教育(Education)｣､｢家庭

(TheHome)｣､｢性関係(TheRelationoftheSex)｣､｢余暇(Leisure)｣､｢犯罪の取 り

扱い(TheTreatmentofCrime)｣､｢国際関係(InternationalRelations)｣､｢キ リス

ト教 と戦争(christianityandWar)｣､｢産業 と財産(ⅠndustryandProperty)｣､｢政

治 と市民(PoliticsandCitizenship)｣､｢教会の社会的役割(TheSocialFunctionof

Church)｣､｢キ リス ト教の社会的影響の歴史的説明(Historicallllustrationsofthe

SocialEffectsofChristianity)｣ といった十二の小委員会に分かれ､それぞれの領

域が抱 える問題 について調査を行い対策を提示 した｡そ して 1924年 4月､バー

ミンガムにおいて本会議が開催 されたのである｡開会式では国王ジョー ジ五世や

首相マ ク ドナル ド(RamseyMacDonald)､前首相ボール ドウイン(StanleyBaldwin)､

元首相アスキス(HerbertAsquith)らのメッセージが読まれた0本会議では報告書

に関 して本格的に討議 され ることはほ とん どなく､各委員会が提出した報告を承

認 し､これを公 に した｡

このC0PECにおいて国教会は､社会の幅広い領域に存す る諸問題 に対 して､

積極的な関心 とその問題 を解決 しようとす る意志を持っていることを示 した｡そ

の意味で特に注 目され るのは､ トーニーが中心 となって作成 した ｢産業 と財産｣

報告書である｡報告書は､｢19世紀の産業の飛躍的発展は､間違いな く社会全体

を豊かに した｡ しか しその一方で､国民の良心だけでは どうにもな らないような

社会的悲劇 をも生み出 した｣と述べている1｡諸個人の内面的回心 と慈善活動に頼

っていたキ リス ト教会が､社会のシステムそのものを問題 とす るようになったの

である｡その上で報告書は､あらためて最低賃金の設定や失業者救済策､住宅問

題の改善策な どを提案 している｡ このようにC0PECは聖書の倫理規範 と現実

の社会問題を結ぶ ｢中間原理(MiddleAxiom)｣を導き出す ことを目的 としていた｡

しか しなが ら､同年の第一次マク ドナル ド労働党政権の崩壊 もあ り､C0PEC

は社会状況に大 きな変化をもた らす ことはなかった｡そのため研究者の うちで も､

C0PECに対す る評価は概 して低い もの となっている2｡

1 /Ddustz･yandPz･opez･ty:COPECComml'ssl'oDRepoz･tVol.9(1924),p.191.
2 ケン トやスペ ンサーは､C0PECが社会的影響力 を持つに至 らなかった要因

として､政治が保守化 した こと､あるいは報告書の内容が具体性 を欠いていたこ

とな どを挙げている｡Kent,Wl'111'am TTemple,pp.133･134;Spencer,Wl'111'am
Temple,pp.72-73.一方で-イスティングズは､長期的に見れば福祉国家-つな

がるものであった として積極的な評価 も付 しているOHastings,AHl'stol･yOf
EDgll'sACAz･1'stl'aDl'ty,p.179.ともに共通 して言 えることは､政治 ･経済領域-
の影響 とい う観点か らCOPECを評価 していることである｡ただ しケン トが指

摘 しているよ うに､C0PECをは じめとす るテンプルの功績がこれまで過大に

評価 されてきた (た とえば､Iremonger,Wl'111'am TTempleなど)とい う事情 もあ り､
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とはいえ､その後の教会の新たな領域における活動に筋道をつけた とい う意味

で は､ C0 PECの持 つ意 味 は大 きい｡ ア メ リカ の宗教 学者 ベ ネ ッ ト(John

Bennett)は､C0PECに関 して､その後の ｢世界におけるこの傾向の最 も偉大

な代表者は､テンプルであった｣と評 している1｡さらにメソデ ィス ト教会のウェ

ズ レ-神学校校長 ロフ トハ ウス(William FrederickLofthouse)は､｢キ リス ト教 と

神 に対す るテンプルの最大の奉仕は､ C0PECであった｣ とさえ評 している2｡

また､1956年 に教会議会の社会産業審議会(socialandIndustrialCouncilofthe

ChurchAssembly)は､｢国家お よび世俗秩序に対す る国教会の対応 の原理に関す

る調査報告書｣として､『国民教会 と社会秩序(TheNatL'oDalCゐuz･chaDdtheSocl'al

Ordez･)』と題す る報告書を作成 しているOその中で､｢COPECは社会問題に対

す るキ リス ト教意識 を高め､もし深刻な産業問題が存在す るな ら､教会が何 らか

の行動に出ることを可能 とした｣と評 している3｡このよ うに国教会の姿に与 えた

影響 を見るな らば､『キ リス ト教 と産業問題』報告書の提出か らcopEC開催ま

での一連の活動は､きわめて大きな意味を持つ ものであった｡すべての聖職者が

支持 していたわけではなかったが､多 くの主教が世俗社会の問題 に関心を持ち､

COPECの趣 旨に賛同 した｡さらにそれは､｢祈 る保守党(ConservativePartyat

prayer)｣とも呼ばれてきた国教会が､新たに台頭 してきた労働党 との関係 を深め

てゆく過程でもあった40

(二) COPECとェキュメニカル運動

1924年 のCOPECについていまひ とつ注 目したいのは､社会介入の主体 とし

て想定 されたのが国教会ではな く､｢キ リス ト教会｣であったことである｡C0P

ECには国教会のみな らず さまざまな教派か ら聖職者が参加 してお り､副議長を

ケン トらの評価はそれに対す る反動 ･修正 とい う側面がある とい うことにも留意

す る必要があるo

l八代斌助 『八代斌助著作集』(1965),p.187.

2 八代 『八代斌助著作集』,p.189.

3 TheSocialandIndustrialCounciloftheChurchAssembly,TABNatl'oDal
CAuz･cAandtheSocl'alOl･der(1956),p.117,
4 『キ リス ト教 と産業問題』報告書お よび､C0PECの ｢産業 と財産｣報告書

の作成 に中心的役割を果た した トーニーは､後に労働党の理論的指導者 となる｡

また ｢キ リス ト教 と産業問題｣委員会には､後の労働党党首 ランズベ リー も参加

していた｡ さらに 1918年 には､テンプル 自身が労働党に入党 している｡彼はマ

ンチェスター主教就任時に公平性 を保つ ことな どを理 由に離党す るが､知人であ

ったアイアマンガ-は､テ ンプルはその後 も一貫 して労働党の政策に好意的であ

った と述べているolremonger,W )'111'am Temple,pp.509-510.
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務 めたガ- ヴィ-(AlfredErnestGarvie)も会衆派に属 していた｡テ ンプルは開会

式典で ｢われわれは今 日ここで､誠実 さと希望に促 されたキ リス ト教会の中の精

神運動の成果を代表 しているのである｣ と述べ､国教会の会議ではなくキ リス ト

教会を代表す る会議であることを強調 してい る1｡テンプルの伝記作者 フレッチャ

ー(JosephFletcher)は､｢会議の社会調査 とそれに対す る見解 は､第-に重要であ

る｡ しか し､ よ り長期的に重要なのは､萌芽期のエキュメニカル運動に与えた影

響である｣ と指摘 しているZ｡ この意義を把握す るために､20世紀前半にお ける

エキュメニカル運動の概要を確認 してお く必要がある｡

キ リス ト教会の分断を修復 しようとす る試みは､過去幾世紀 にもわたって続け

られてきた｡ しか しなが ら､今 日的な意味におけるエキュメニカル運動は､1910

年 にエデ ィンバ ラで開催 された世界宣教協議会に起源 を持つ とす るのが通説であ

る3｡ 同協議会 の決議 では､教派の違いに関わ らず ｢宣教の拠点(HomeBaseof

Missions)｣としての ｢神｣がひ とつであることが確認 されている4｡このよ うに､

20世紀初頭 とい う時期にこの運動が進展 した背景には､植民地での宣教活動を有

効に進 めるために教派間での協力が必要であるとい う要請があった｡ この世界宣

教協議会はその後 も､エルサ レム会議(1928年)､タンパ ラム会議(1938年)と回を

重ねてゆく｡

一方で第一次大戦後､従軍牧師の経験や国際連盟設立の影響 を受けて ヨー ロッ

パにおける教会 自体の一致 を求める声が高まるo この要望を受けて､大戦後新た

に二つの対話ルー トが設け られた｡ひ とつは､主に諸教派の教義について話 し合

う場 としての ｢信仰 と職制(FaithandOrder)｣会議であるoアメ リカ聖公会のブ

レン ト(CharlesBrent)によって提案 されたこの会議は､1927年 ローザ ンヌで第-

回会議 を開催 し､1937年 にはエディンバ ラで第二回会議 を開催 している｡もうひ

とつは､ス ウェーデ ン ･ルーテル教会の ウプサラ大主教ゼ-デルプ ロム(Nathan

SOderblom)の招碑によって 1925年 にス トックホルムで第-回会議が開催 された

｢生活 と実践(LifeandWork)｣会議である｡第二回会議は ｢信仰 と職制｣ と同じ

く 1937年 にオクスフォー ドで開催 され､この両会議の連絡の下､世界教会協議

会の設立が提案 され る｡そ して､1938年のユ トレヒ ト会議で同協議会の設立が決

定 し､暫定世界協議会 中央委員会(provisionalWorldCouncil'sCentralCommittee)

1 TLePz･oceedl'DgSOfCOPEC/Bel'DgaRepoz･tortAeMeetl'DgSOFthe

CoDfel･eDCeODtheCArl'stl'aDPoll'tl'cs,EcoDOml'csandCl'tl'zeDSAlj),heldl'D
Bl'1･ml'Dgham,Apl･1'15-12,1924(1924),pp.20-21.
2 FletlCher,W l'111'am Tbmple,p.262.
3 Fitzgerald,TAeEcumeDl'calMovemeDt;D.Carter,̀TheEcumenical
MovementinitsEarlyYears',JoumaloFEcclesl'astl'calHl'stol･y,Vol.49,No.3,
1998.

4 W.H.T.Gairdner,"Edl'Dbuz･gh1910ノノADAccountand/Dtel･PZ･etatl'oDOftLe

Wol･JdMJ'ssl'oDaryCoDfeL･eDCe(1910),pp.259-268.
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が設置 され る｡ その後､第二次大戦 を経た 1948年 にアムステル ダムにおいて世

界教会協議会が正式に設 立 され ､三つの会議 は最終的に これ に吸収 され るこ とに

なるO

この時期 にお けるテ ンプル の役割 をあ らか じめ見てお くと､彼 は､1910年 の世

界宣教協議会 に学生 キ リス ト教運動(StudentChristianMovement)〔以下､ SC

M〕の代表 として参加 してい る｡その後､1927年 ｢信仰 と職制｣ローザ ンヌ会議

で ｢教会 の性質(NatureoftheChurch)｣部会 の副議長､1928年 の世界 宣教協議

会エルサ レム会議 では､｢他 宗教 との関係 にお けるキ リス ト教 か らの メ ッセー ジ

(ChristianMessageinRelationtoOtherReligions)｣部会 の議長 を務 めてい る｡

さらに 1929年 8月以降は､｢信仰 と職制｣継続委員会 の委員長 をブ レン トか ら引

き継 ぎ､ヨー ロッパ諸国で準備 会合 を幾度 も主催 してい る01937年 には ｢信仰 と

職制｣エデ ィンバ ラ会議 を議長 として主催 し､同年 の ｢生活 と実践｣オ クス フォ

ー ド会議で も ｢最終 メ ッセー ジ｣の草稿 を作成す るな ど重要 な役割 を果 た してい

る｡ また世界教会協議会 の設 立を決 めたユ トレヒ ト会議 では議長 を務 め､暫定委

員会 の委員長 に も選 出 され るが ､彼 は世界教会 協議 会 の設 立を見 るこ とな く､

1944年 に世 を去ってい るO以上が､戦 間期 のエ キュメニカル運動 とその 中にお け

るテ ンプルの役割の概 略で ある1｡

この よ うなエ キュメニカル運動の流れの中で､ C0PECの開催 は どの よ うに

位置づ け られ るであろ うか ｡ この点で､C0PECにお ける SCMの役割 が注 目

され る｡SCMは､1890年代 か ら形成 され始 めた学生 に よる超教派的な キ リス ト

教団体であった｡テ ンプル はオ クス フォー ド在学 中に これ に参加 し､それ以来積

極 的な貢献 を してい るo その SCMは 20世紀初頭 ､数 多 くの学生 を集 める一方

で 自らの福音主義的起源 と宗教性 を希薄化 させ てゆき､活動 の重点 を社会改 良-

と移 し始 める20 その一方 で SCMは､｢プ ロテス タン ト教会 のエキュメニカル ･

シンクタンク｣としての性格 も併せ持 っていた3｡ケン トや ウイル キン ソンな どC

0PECの社会 ･経済的影響 (キ リス ト教社会主義的側面) を重視す る研 究では､

1 Fitzgerald,TheEcumeDl'calMovement;RouseandNeill,AHl'stol･yOftAe

EcumeDl'calMovement;M.Barot,LeMouvemeDtCPCume'Dl'que(1967)【倉 田

清 ･波木居純一訳『教会一致運動』,1970];B.Till,TAPCAuz･CA esSeaz･chrorUDl'ty
(1972).
2 第一次大戦以前､高等教育機 関の学生約五万人の うち約 一万人が SCMのメン

バーであった020世紀初頭 にお けるSCMの方針転換 は､社会改良 よ りも福音 宣

教 に重点 を置 く CambridgeIntercollegiateChristianUnion(CICCU)の分離 な

どを招 くことになるoCICCUについては､D.Goodhew,̀TheRiseofthe
Cambridgelnter･CollegiateChristianUnion,191011971',Joul･Dalof
Ecclesl'astl'calHl'stoz･y,Vol.54,No.1,2003を参照 ｡

3 Kent,Wl'111'am TTemple,p.15.
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その起源 を 『キ リス ト教 と産業問題』報告書に求めているが1､より広い観点か ら

copECを位置づけるな ら､この SCMの影響 も無視できない01909年､SC

Mの方針転換が見 られ る時期に､テンプルはマ ッ トロックにおいて SCMの会議

を議長 として開催 してい る｡主題 は ｢キ リス ト教 と社会問題(Christianityand

socialProblems)｣であった｡同会議は､キ リス ト教会の社会問題-の介入を主張

するとともに､テンプルを議長 として社会問題 に関心を持つ聖職者 による超教派

的団体 コ リジウム(Collegium)を設立 したOそ してコ リジウムは､1919年 にCO

pECの開催 を提案 し､1920年以降copECの準備作業をその中心 となって行

っている20このことは､テンプル 自身 ｢copECはマ ッ トロックの直接 の結果

である｣ と述べていることか らも見て取れ る3｡

scMに起源 を持つ コリジウムの介在は､テ ンプルが開会演説において C0P

ECを翌年の ｢生活 と実践｣ス トックホルム会議にイギ リス側の見解 を提出する

ための準備であると位置づけていることとも合わせて､COPECのエキュメニ

カル運動的な性格 を裏づけている4｡さらに､副議長ガ- ヴィ- も､著名なエキュ

メニカル運動の指導者であ り､ス トックホルム会議で主要な役割 を果た した後､

ローザ ンヌ会議では副議長 を務 めている｡1937年の ｢信仰 と職制｣エディンバ ラ

会議の議長にテ ンプルを推薦 したのも彼であった5｡このよ うにCOPECはキ リ

ス ト教社会主義のみな らず､エキュメニカル運動 とも密接 に連関す るものであ り､

この連関が戦間期におけるテンプルの活動を特徴づけるもの となってゆくのであ

るo

1 KentJ,Wl'111'am Tbmple,p.118;Wilkinson,CA1･1'stl'aDSocl'all'sm,p.114
2 Fletcher,Wl'111lam 7Temple,p.261.
3 Iremonger,Wl'111'am 7Temple,p.333.
4 TLePz･oceedl'DgSOfCOPEC,pp.20-21.
5 Iremonger,WJl111'am TTemple,p.402.
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第二節 エキュメニカル運動 とキ リス ト教社会主義

(-)テンプルのエキュメニカル運動観

copECにおいてテ ンプルは､｢キ リス ト教会｣とい う基盤 の上にキ リス ト敬

社会主義運動の推進 を図ったが､世俗化が進行す る一方で教派間の対立が依然 と

して存在 していた当時のイ ギ リスにおいて､ この基盤 は必ず しも実体のあるもの

ではなかった｡戦間期 にお けるテ ンプルの一連の活動は､ この失われた基盤 を確

保す ることを 目指す ものであった と言 えるO そ して､その活動の中心 となってい

たのがェキュメニカル運動であった｡ したがって､既述の国際 レベルでのエキュ

メニカル運動 と同時に､イ ギ リス国内でのエ キュメニカル運動の展開について も

注 目す る必要が ある｡本節 では､その活動の背景 となっていたテ ンプル の思想 を

整理 し､それが実際の運動 の展開の中で どの よ うに具現化 されていったのかを考

察す るO

テ ンプル によるエキュメニカル運動の特徴のひ とつは､｢キ リス ト教会｣として

彼 が想定す る枠組みの性質 にある｡教会 の一致(unity)に関 して彼は､｢一致は､

達成 され る として も､合併 としてではない｣とい う点を強調 している1｡彼 はまた

後 に､｢一致 を再確立 しよ うとす る際の困難 は､ひ とつには多様性 に対 して一致を

強調 し過 ぎてい ることにあると思われ る｣とい う認識 を示 している2｡多様性 を保

持 しつつ一致 を図るな ら､その結節点 を どこで確保す るのか とい う問題 が生 じる

が､ これに関 してテ ンプルが一貫 して主張 していたのは最小 限の ｢信仰｣であっ

た3｡彼は ｢信仰 と職制｣会議 に深 く関与 していたが､その一方で ｢再一致の こと

1 W.Temple,GeDl'usortAeCAuz･chofEDglaDd(1928),p.3.
2 W.Temple,TheCムuz･cALooksForwal･d(1944),p.26.
3 前章で触れた よ うにテ ンプル は 1912年､神学論文集 『ファウンデーシ ョン』

に寄せた論文の 中で､キ リス ト教信仰 の条件 として ｢キ リス トの神性｣ を認 める

ことを特に挙げてい るoTemple,'TheDivinityofChrist',FouDdatl'oDS.また

1933年 にキ リス トの神性 を認 めないユニテ リアンが国教会の礼拝堂で説教 した

事 に対 して強い批判の声が上が りキ リス ト教 の正統性 の｢限界｣が問われた際 も､

テンプルは ヨー ク大主教 として､｢キ リス トの神性｣を認 めることがキ リス ト教 の

条件であると宣言 し事態 を収拾 している｡ これは同時に､ この条件 を満たすな ら

非国教会の聖職者 も国教会の礼拝堂で説教す る可能性 を認 めるものであ り､当時

ウインチェス ター主教であったガ-ベ ッ トが指摘 しているよ うに教会一致-の大

きな前進であった.Iremonger,Wl'111lam Temple,p.470;C.F.Garbett,The

C/al'msoftheCAuz･cAoFEDglaDd(1947),p.249.さらに､国教会教義委員会

(1922年設置､1925年以降テンプルが委員長)が 1938年 に提 出 した 『イ ングラ

ン ド国教会 にお ける教義』においても､｢明確 なアング リカン神学の体系 とい うも
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を考える際､教会の基礎 として信仰 と職制 を同 じレベルで考慮す るとい う前提に､

私は全 く同意す ることが出来ないo信仰 は完全に不可欠であ り､一致が可能 とな

るためには重要な論点での同意が必要である｡ しか し､教会の維持に必要な職制

に関 して同意に至ることはそれほど重要ではない し､少 しも本質的でない と思わ

れ る｣ と､一致の要件 として信仰面を重視 し､組織 としての諸教会を隔てている

職制の違いを相対化 している1｡非国教会 との主要な対立点であった主教制の問題

に関 して も､｢わた しは､国教会が歴史的主教制を維持す る権利があることを確信

している｡しか し同時に､彼 らはそのことを重要視 し過 ぎているとも思っている｡

それは､深 くとい うよりは､あま りに頻繁にそ して長 くとい う意味においてであ

る｣と述べている2｡テンプルのエキュメニカル運動観 を整理す るな らば､教派間

の教義あるいは職制の違いを相対化す る一方で､最小限の ｢信仰｣を核 とした ｢キ

リス ト教会｣ とい う枠組み を作ることを 目指す ものであった と言 えよう｡

次にテンプルが 目指す ｢キ リス ト教会｣の枠組みを世俗社会 との接点か ら見る

な らば､聖職者 と信徒の役割に関す る認識が注 目され るO既 に第一次大戦中のラ

イフ ･アン ド･リバティ運動において､テンプルは全国を遊説 し､地方の有力者

や新聞記者 といった一般信徒に訴 えかけることによって教会改革を図るとい う手

法を採 っているO同じ頃国教会の聖職者 グレイズブルー クは､｢もはや信徒は教え

られ る存在ではない｡-･-現在､第二の宗教改革が進行 中である｡信徒は 自分た

ちの方が聖職者 よりも知的に優れていると感 じているか らだ｣と述べている3｡聖

職者が知識 を独 占した時代は遥か遠 くに去 り､神学が世俗的学問によって攻撃 さ

れ る状況において､聖職者 の居場所 をあらためて設定 し直す必要があった｡ この

点に関 してテ ンプルは､｢最 も実践的な問題に関す るキ リス ト教の証言の責任 を聖

職者 に負わせ ることは､完全に不可能である｡彼 らは要求 され る知識 を持ち合わ

せていない0--にもかかわ らず､彼 らも意味を持っている｡すなわち､政策を

形成す るのではなく､信徒の責任感 を刺激 し､生活のあ らゆる局面においてキ リ

ス ト教信仰 を思い起 こさせ るのである｡ しか し､実際の改革は信徒によってなさ

れねばな らない｣と述べている4｡聖職者が原則 を提示 し､信徒がそれに基づいて

のは存在 しない し､われわれの多 くもそのようなものを望んでいない｣ と述べ ら

れているOテンプル も委員長序文において､奇蹟な どを寓話 と捉 えてもキ リス ト

の受肉を信仰す ることと矛盾す ることにはな らない と主張 し神学的寛容性 を認 め

ているoDoctrlDelDtheCAuz･chofEDglaDd:the Repol･tOftLeComml'ssl'oDOn
CムZ･1'stl'aDDoctl･1'DeAppol'DtedbytheAl･chbl'sAopsofCanteZ･bul･yandiTorkl'D
1.922(1938),pp.1-18,p.25.
1 W.Temple,EssaysJ'DCムZ･1'stl'aDPoll'tl'csandCl'tl'zeDShlbandKl'Ddl･ed
Subjects(1927),pp.202-203.
2 W.Temple,TAougAtsoDSomePyobJemsoftAeDay(1931),p.80.
3 Glazebrook,̀ChurchReform',TAPQuaz･tel･JyRevl'ew,P.456.
4 W.Temple,C1'tl'zeDandCムuz･cAmaD(1941),pp.56･57.
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行動す るとい う構図である｡ このように､一方でエキュメニカルな ｢キ リス ト教

会｣ とい う枠組みを構築 し､他方でその枠組みの ｢基礎｣ として世俗社会で活動

す る信徒を取 り込む こと､ これがテンプルの理想 とす る教会像であった｡

したがって､もはや聖書的な言説が説得力を持たない時代において1､人々に｢キ

リス ト教信仰 を思い起 こさせ る｣ため､ さらには彼 らを ｢キ リス ト教会｣に取 り

込むため､教会はエキュメニカル運動 による枠組みの形成 と並行 してキ リス ト教

社会主義運動を展開す る必要があった｡それは具体的には､聖職者が信徒に対 し

提示す る原則が現実の社会問題 を踏まえた ｢中間原理(MiddleAxiom)｣であるこ

とを意味 した｡テンプル と親交のあったアメ リカの聖職者 フ レッチャーは､テン

プルの宣教の特徴が､｢回心を導 くのは､教義ではな く活動である｣とい う考え方

にあった と述べている2｡ この方針 はテ ンプル 自身の､｢カ トリック教会のすべて

の教義上の誤謬は､歴史の過程の中でその役割 を果たす組織化 された機 関 として

教会を神の国 と直接的に同一視 していることにあると思われ るO これは､教会 を

神の国の準備のためだけの機 関 と捉 える見解 と同 じく神学的に誤っている｡唯一

の健全な見解は､教会は神 の国の力によって打ち立て られ る一方で､常にこの世

の市民である人々によって も構成 されているとい うことである｡-･-歴史的教会

は､混同体なのである｣とい う教会理解 と深 く結びついている3｡国教会が伝統 と

慣習に拠った既存の体制では存続できない とい う危機感の下で､よ り包摂的な｢キ

リス ト教｣を提示 した上で､｢この世の市民｣との接点を保つ必要がある とい う彼

の主張は終始一貫 している｡ テンプルのエキュメニカル運動は教会一致 とい う大

目的 とともに､ このよ うな教会観の具現化を念頭 に置いたものであった｡

しか し､エキュメニカル運動の指導者の中には､キ リス ト教社会主義に結び付

けてこの運動を進 めようとす るテンプルの方針 に異議 を唱える者 もいた｡中で も､

｢信仰 と職制｣会議の指導者かつ国教会渉外委員会(ChurchofEnglandCouncilon

ForeignRelations)の委員長でもあ り､｢国教会においてテンプルに次 ぐエ キュメ

ニカル運動の指導者｣であった グロスター主教- ドラム(ArthurCayleyHeadlam)

は､この方針 に不快感 を示 していた4｡ロビンス(KeithRobbins)が- ドラムを ｢和

協的(eirenic)｣神学者 と評 しているように､- ドラムがエキュメニカル運動に求

めていたのは､何 よ り教派間の神学 ･教義における相互理解 と協調であった5｡彼

1 テンプルは､｢われわれは､罪 とい う言葉にほ とん ど意味を見出さず､救済 とい

う言葉が全 く意味を持たない人々に語 り掛けなければな らない｡彼 らは､われわ

れの語 ることを理解 した上で､拒否 しているのではないoわれわれの言葉 に意味

を見出さないのである｣と述べているoW.Temple,HopeofaNew WoI･Jd(1940),
p.107.
2 Fletcher,Wl'111'am Temple,p.129.
3 Iremonger,Wl'Jllam TE,mple,p.420.
4 Till,TheCムuL･ChesSeal･C身,p.51.
5 K.Robbins,Hl'stoz･JERell'gl'oDandIdeDtl'tyl'DModem Bz･1'tal'D(1993),p.167.
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は､テ ンプルの信仰のみを重視す るエキュメニズムに危機感 を抱いてお り､職制

の問題 を含む神学的諸問題 を幅広 く十分に時間をかけて解決す ることが教会一致

に不可欠であると主張 している1｡ さらに彼はテンプル宛ての書簡で､｢あなたは

事実上 『信仰 と職制』運動 を台無 しに している｡その上､エキュメニカル運動の

多 くをも破壊 しているのではないか｣ と強 く批判 している20

-万で､戦間期 に三期にわた り政権 に就いた首相ボール ドウインの教会観 も重

要であろ う,彼は､｢イギ リス的生活の基盤 としてのキ リス ト教を再確認 し､公共

宗教を提唱 していたO-･-･また､第一次大戦後の教派間の協調 を歓迎 していたが､

それは 『共通の敵』に対す る教会一致の必要性 を認識 していたか らであった｣ と

評 されているよ うに､キ リス ト教会の意義お よびそのエキュメニカル運動を積極

的に評価 していた3｡その意味でボール ドウインは､｢全 キ リス ト教徒 に超教派的

な訴 えをした最初の首相｣であった4｡ しか しなが ら､彼のキ リス ト教はあくまで

保守党の伝統の中のキ リス ト教であった｡ この点でボール ドウインが ｢宗教では

なく政治が価値基盤の源泉 となるべきである｣ と認識 していた とい うケン トの指

摘は重要である50ボール ドウインの政治､すなわちイギ リス保守主義には､不可

欠の要素 としてキ リス ト教が含 まれていた ｡ しか しなが ら､そのキ リス ト教はあ

くまで ｢イギ リス的生活のキ リス ト教的基盤 ｣ をひ とっの軸 として第一次大戦後

の社会の安定を図るボール ドウインの政策に資す る限 りのものであった6｡それは､

キ リス ト教の論理を用いて社会改良を 目論むテンプル らキ リス ト教社会主義者が

主張す るキ リス ト教 とは､到底相容れないものであった｡

(二)1926年炭鉱ス トライキ

新たな ｢キ リス ト教会｣ とい う理念 を抱 くテ ンプルのエキュメニカル運動は､

既に見た ようにキ リス ト教社会主義 と密接 に関連す ることが特徴であった｡それ

は､神学的対話 を志向す る- ドラムのエキュメニカル運動や､イギ リス保守主義

の伝統の内のキ リス ト教を望むボール ドウインが支持す るエキュメニカル運動 と

は明確 に異なるものであった｡ここでは､1926年の炭鉱ス トライキに対す る反応

を取 り上げることによって､テンプルの運動の特徴 をさらに明確にす る｡

1 A.C.Headlam,WltatItMeaDStOBeaCカrl'stl'aD(1933),pp.1711179.
2 Iremonger,Wl'111'am ITemple,p.412.
3 P.Williamson,StaDleyBaldwl'D:CoDSel･Vatl'veLeadel･SAlbandNatl'oDal
Values(1999),pp.286-287.
4 Grimley,C1'tl'zeDSAlb,p.117.
5 KentJ,Wll111'am 乃mple,p.146.
6 Williamson,StaDleyBaldwl'D,P.282.
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このス トライ キの背景には､第一次大戦後 のイギ リス石炭業 にお ける深刻 な不

況があった01925年 の戦前 レー トでの金本位 制-の復帰は輸 出業 に打撃 を与 え､

不況 を さらに悪化 させ るこ とにな る｡資本家側 は この危機 に際 し､賃金切 り下げ

を含む合理化策 で生 き残 りを図った｡1926年 3月 に提 出 されたサ ミュエル委員会

報告は､労働者 が求 めていた炭鉱 の国有化 を拒否す る とともに､補助金 の打 ち切

りと一定の賃金切 り下げを認 めるものであったO しか しなが ら労働 時間の延長や

地区別賃金制 を求 める資本家側 は これ を受 け入れず､また労働者側 も ｢1ペニー

の減給 も無 し､ 1分 の労働 時間延長 も無 し｣ を旗印に提案 を認 めなか ったため同

年 5月 1日か らロックア ウ トが開始 され る｡ さらに賃金切 り下げが他 の産業 に及

ぶ ことを恐れ た労働組合会議(TradesUnionCongress)が炭鉱 労働者 を支持 し､同

月 4日か らゼネス トが開始 され た｡

これ に対 して､カ ンタベ リー大主教デ ヴィ ドノンは 5月 5日の上院演説 におい

て､ゼネス トを ｢軽率で有害である｣ と批判 してい る1｡また､9日に ローマ ･カ

トリック教会 の枢機卿 ボー ン(FrancisBourne)が ウェス トミンス ター大聖堂での

説教 において､｢ゼネス トは合法的に立て られ た権威 に対す る真 っ向か らの反逆で

あ り､---われ われ が神 に負 ってい る服従 の義務-の反抗 ､慈善 と兄弟愛 の否定

である｣ とさらに強い調子 で批判 した際 も､国教会 の聖ポール大聖堂の参事会員

イ ング(william Ralphlnge)はいち早 くこの見解 を支持 してい る2｡ また､ ダー ラ

ム主教- ン ソン もボー ンの説教 を ｢明確 かつ適切で､有益である｣と評価 した上､

『ノーザ ン ･エ コー(Noz･them Echo)』誌 にゼネス トを批判す る記事 を掲載 してい

る3｡5月 4日か らのゼネス ト自体 は結局 12日に終結す るが､炭鉱 労働者 のス ト

ライ キはその後 も半年以上続 くことになる｡

この ス トライ キ に 際 して テ ン プ ル らは ､ 石 炭 争 議 に 関 す る教 会 常 置 会 議

(StandingConferenceoftheChristianChurchesontheCoalDispute)〔以下､常

置会議〕 を組織 し､仲介 に乗 り出 した｡常置会議 には国教会 か ら十名 の主教が参

加 し､かつて 『キ リス ト教 と産業問題』報告 書の作成 にも加 わった リッチ フィー

ル ド主教 ケ ンプ ソー ン(JohnKempthorne)が議長 を務 めた｡彼 らは､サ ミュエル

報告 に基づいた労使 間の調停 を試み る とともに､政府 に対 しては同報告 をよ り受

け入れ易 くす る よ うな修正 を求 めたO結果か ら述べ る と､ この常置会議 に よる介

入は完全 な失敗 に終わった｡労使 間の調停 は難航 し､5月 19日に行 われ た首相 ボ

ール ドウイン との会談において も､教会 の政治介入 を嫌 うボール ドウインによ り

会談 に先立って提案 を拒否 され ていた｡テ ンプルは後 に､ボール ドウインが ｢教

1 Paz･JjameDtaZ･yDebate,Loz･db-,Ser.5,Vol.64,Col.49.ただ し､デ ヴィ ドソン

はその後､政府 や資本家側 にも譲歩 を求 めてい る｡

2 Hastings,AHl'stol･yOFEDgll'shCBl･1'stl'aDl'ty,P.188;W.氏.Inge,Dl'az･yOfa
Dean(1949),p.111.
3 Chadwick,HeDSleyHeDSOD,P.170.
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会が炭鉱紛争 に介入す るのは､イ ギ リス産業連盟(FederationofBritishlndustry)

がアタナシウス信経の改訂 を検討す るの と同 じことだ｣ と述べていた と記 してい

る1｡このよ うな中で､保守系政治家や- ドラム､- ンソン､イ ングといった聖職

者か ら常置会議 の介入が労働者 を勇気づけス トライキをむやみに長引かせている

とい う批判が強まる｡そ して 8月 9日､デ ヴィ ドソンに常置会議の介入 は有害以

外の何 もので もない と批判 されたのを受けて､翌 日テ ンプル らは撤退 を決意 した ｡

11 日付の 『タイムズ』では､｢主教達は共産主義者の民にはまったのだ｣ とまで

批判 されている2｡結局 11月 まで続いた炭鉱労働者 のス トライキは､労働者側 の

完全敗北に終わることにな る｡

このス トライキ-のテ ンプル らの対応 に関す る先行研究の評価は､社会 問題-

の介入､すなわちキ リス ト教社会主義的側面 を重視 し､その上で常置会議 の介入

の是非お よび有効性 を問 うものが中心である｡ ケン トは､常置会議の最大の誤算

は首相 を動かせ ると信 じていた ことだ とした上で､結局テ ンプル らが有効 な政治

組織 を持 っていなかった こ とが問題であった としている30またノーマ ン(Edward

RobertNorman)は､主教宮殿や神学校 な どで生まれた教会の急進主義 と現実社会

の帝離が暴露 された と4､サゲイ ト(AlanM.Suggate)は､ス トライキはCOPEC

のナイーブ さ､その理想 を現実社会 に反映 させ ることの難 しさを教 えた と評 し5､

ともにその実効性 の無 さを指摘 している｡一方でスペ ンサーは､テ ンプル らの政

治的影響力の欠如 を指摘 しつつ も､長期的に見れば 20世紀 における国教会の介

入主義の先駆 け となった とい う肯定的評価 も付 している6｡

これ に加 えて､キ リス ト教社会主義的側面 を重視す るこれ らの研究においては､

ス トライキに参加 した労働者 に対す る支援 とい う側面が強調 されている｡ ケン ト

は､テ ンプルが社会のパ ワー ･バ ランスの変革 を 目指 していた として､ この点で

のボール ドウイン との対立 を重視 している7｡また-イステ ィングズは､明確 に労

働者側 に立たないのであれ ば､は じめか ら介入す るべ きではなかった と批判 して

いる80 こ うした評価 の背景 には､ケン トがテ ンプルのキ リス ト教社会主義 の本質

1 Temple,CAI･1'stlaDl'tyandSocl'alOl･del･,P.29.
2 TAeTl'mes,Augustll,1926.
3 Kent,Wl'111'am Temple,pp.145･146.
4 E.R.Norman,Cムul･CAaDdSocl'etyl'DEDglaDd1770-1970(1976),p.340.
5 Suggate,Wl'111'am Temple,pp.146･147.
6 Spencer, Wl'111'am Tbmple,pp.73-75.
7 Kent,Wl'111'am Temple,p.144.ケン トは国民統合 に焦点を当てた論文 におい

ては､戦間期テ ンプル とボール ドウインが ともにある種 ｢宗教的｣な要素 を用い

て国民統合 を図った とい う点で共通点 を持 っていた ことを指摘 している｡J.Kent,

Ẁilliam Temple,theChurchorEnglandandBritishNationalldentity',inR.
WeightandA.Beach(eds),TheRlgAttoBelong:C1'tl'zeDShlbandNatl'oDal
IdeDtl'tyl'DBz･1'tal'D,1930･1960(1998).

8 Hastings,AHl'storyofEDgll'shCAyl'stl'aDl'ty,PP.190-191.
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を ｢中道左派の政治プ ログラム｣であると見ているように､教会の活動の政治的 ･

経済的領域に対す る影響が重視 されていることがあろ う1｡しか し､テンプルのキ

リス ト教社会主義を彼の教会観の具現化-の方策 と捉 える本論文の視角か らすれ

ば､このよ うな評価 に加 えてス トライ キ-の介入が教会の姿そのものに与えた影

響についても考察す る必要があるだろ う｡以下では､テンプル らのス トライキ-

の介入がキ リス ト教社会主義のみな らずエキュメニカル運動の展開においても重

要な意味を持 っていたことを見てゆきたい｡

この介入におけるエキュメニカル運動の意義 を見るに当たって､当時の国教会

と非国教会の関係 を整理 してお く必要がある｡ サザ-ク主教 として常置会議に参

加 していたガ-ベ ッ トは､20世紀初頭 の国教会 と非国教会の関係 は最悪(most

unhappy)であった と述懐 している｡状況 を大きく変えたのは第一次大戦であった｡

彼は､従軍牧師の前線での協力､国民の一体感､ さらに世俗主義 とい うキ リス ト

教会共通の敵の出現が諸教会間の関係改善を促 した と述べている2｡一方で､第一

次大戦を契機 とす る非国教会の性格の変化 も重要である｡すなわち､19世紀的な

非国教会 と自由党のつなが りの希薄化 である3｡この変化の理 由としてロビンスは､

非国教会の不利 な地位 の改善 とともに､彼 らが階級意識だけでなく経済利益や政

治的選択な ども考慮に入れ るよ うになったこと､つま り ｢非国教会における政治

の世俗化｣を挙げている｡その上で彼は､政治 ･社会 ･教会の ｢合成体(amalgam)｣

として存在 した 1914年以前の ｢非国教会｣ が急速に分解 したことを指摘す る4｡

20世紀初頭は､既に述べた国教会の保守党離れ と合わせて､各教派の政治 ･文化

的枠組みが次第に崩れつつあった時期であ り､このよ うな状況を背景 として､戦

間期､教派間の一致-の機運が醸成 されてゆく,1924年のC0PECがその流れ

を受 け継 ぐと同時に､エキュメニカル運動 とキ リス ト教社会主義運動が結びつ く

基点 となったことは既に述べた通 りである｡

ス トライキのさ中に-ンソンは､｢すべてのキ リス ト教徒が賛同 し､すべてのキ

1 Kentl,Wll111'am Temple,pp.143-148,pp.1891190.
2 Garbett,T力EClal'mb10ftAeCAurchofEDglaDd,pp.245-246.
3 1906年には 185名の非国教徒の下院議員の うち 157名が 自由党､20名が労働

党あるいは 自由=労働派､6名が保守党の所属であったが､1935年 には 65名の議

員の うち､9名が 自由党､16牽.が 自由国民党､29名が労働党､10名が保守党の

所属 となってお り､明 らかに非国教徒議員の所属政党が分裂 しているのが見て取

れるoS.Koss,NoDCOnfopml'tyl'DModel･DBz･1'tl'sAPoll'tl'cb-(1975),pp.227-236.
また､イェルデ ンは､19世紀後半か ら 20世紀前半にかけて､非国教会の性格が

コミュナルなものか らアソシエーシ ョナルなもの-次第に変化 したこと､そ して

この変化が非国教会の世俗的性格 を強 めることになった ことを指摘 している｡P.

Yelden,̀Association,CommunityandtheOriginsorSecularisation:English
andWelshNonconformity,C.185011930',Jouz･DalorEcclesl'astl'calHl'stol･y,Vo1
55,No.2,2004.
4 Robbins,Hl'stol･J;Eel)'gl'oDandIdeDtl'ty,P.152.
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リス ト教 会 が 協力 す る とい うテ ンプル 主 教 の 『キ リス ト教 社 会 学 (christian

sociology)』の夢｣を批判 してい るが､ス トライキ-の介入に際 してのテ ンプルの

思惑はこの言葉 に要約 されているであろ う1,テ ンプルはス トライキの前年 ､エキ

ュメニカル運動 において主導的役割 を果たす ことがイングラン ド国教会 の任務で

あると語 ってい る2｡この言葉 の通 り､テ ンプル ら国教会の聖職者が中心 となって

設立 した常置会議 に多 くの非国教会の聖職者 が参加 していた ことは注 目に値す る｡

常置会議 にはC0PECで副議長を務 めた会衆派のガ- ヴィ-をは じめ として､

バプテス ト連盟議長オーブ リ-(MelbournEvansAubrey)､会衆派連盟議長ベ リー

(sidneyBerry)､ウェズ レ-神学校校長 ロフ ト- ウス､メソデ ィス トの社会活動家

カー ター(HenryCarter)､クェ-カーのニ コル ソン(W.S.Nicholson)ら非国教会か

ら多 くの要人が参加 していた o この うちオーブ リーは､非国教会相互の一致のみ

な らず､国教会 との一致を も主張 し注 目を浴びたバプテス ト連盟議長 シェイ クス

ピア(JohnHowardShakespeare)の後継者であ り､彼 自身 も後 に非国教会 の連合組

織である自由教会連盟会議(FreeChurchFederalCouncil)の議長を兼任 し国教会

との関係改善に努 めている3｡またベ リー も､第二次大戦時には同会議議長代理 と

してカン夕べ リー大主教 ラングらとともに ｢イギ リスにおけるキ リス ト教秩序(A

ChristianOrderinBritain)｣について講演 しているよ うに､国教会 との協力 を含

めたェキュメニカル運動に積極的に関わっている4｡ 彼 らの常置会議-の参加 は､

テンプルの ｢キ リス ト教社会学の夢｣ をエ キュメニズムの面で補強す るものであ

り5､このス トライキ-の介入をキ リス ト教社会主義運動のみな らずエキュメニカ

ル運動において もその進展 の一段階である と捉 えるべ きであることを示 している｡

加 えて､ この介入がキ リス ト教会 と労働者階級 との関係 に与 えた影響 について

も､エキュメニカル運動の側面お よびテ ンプルの教会観 を考慮に入れて検討す る

必要があるOテ ンプルは ｢イギ リスの歴史において権力は王か ら貴族-､貴族か

らミ ドル クラス-､ ミ ドル クラスか ら労働者 階級- と移 ってきた｡ この最後 の段

階はいまだ達成 されていない｣ と述べてい るよ うに､労働者階級の影響力が拡大

1 H.Henson,̀ReliglOnandEconomics',TAeEdjDbuygARevl'ew,Vol.244,No.
498,1926,p.217.
2 Temple,̀TheVocationandDestinyoftheChurchofEngland'deliveredto
theManchesterDiocesanConferenceof1925,inTemple,Essaysl'D(二浪1･1'stl'aD
Poll'tl'cs,PP.191-207.
3 R.Hayden,̀StillattheCross-Roads?Rev.J.H.Shakespeareand
Ecumenism',inK.W.Clements(ed.),Baptl'stsl'DtheTweDtl'etACeDtuZ･y
(1983).

4 Hastings,AHl'stoz･yOfEDgll'sACム1･1'stl'aDl'ty,P.394.
5 この点では､ ロフ トハ ウス もC0PECに参加 してお り､またカー ター も後 に

テンプルが議長 を務 めていた暫定世界協議会準備委員会において､エ キュメニカ

ル運動に貢献 してい る｡
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しつつあることを強 く認識 していた1｡彼 は 1905年 か ら労働者教育協会で教鞭 を

とってお り､1908年 か ら 1924年 まではその議長 を務 めてい る｡彼 が聖職 に就 く

のは 1909年であるか ら､それ以前か らこの よ うな活動に従事 していた ことは彼

の労働者階級 に対す る関心の強 さを物語 っている｡1921年 に彼 は産業都市マ ンチ

ェスターの主教 に就任す るが､ これは彼の労働者階級 に対す る求心力が評価 され

ての ことであった｡ヨー ク大主教 ラングは彼 の就任 に際 して､｢私は長 らく､労働

者階級 の新たな力に対 して､これ まで以上に有効なア ピールができる人物が必要

である と考えていた｣と述べてい る2｡このよ うに労働者階級 との関係 を特 に重視

していたテ ンプルに とって､｢キ リス ト教会｣に労働者階級 を取 り込む ことは最優

先の課題であった｡

テ ンプルは､｢ス トライキ参加者 も政府 と同 じよ うに国家の福祉 に関 して意見を

提示す ることができるし､それ に基づいて行動す る権利 も持 っている｣ と述べて

お り､社会正義の一環 として炭鉱労働者 の行動 を支持 していた30 また､ス トライ

キの指導者 は常置会議 の介入 を ｢諸教派の代表による和解 のための偉大な意思表

示｣であると歓迎 し4､新聞も ｢教会は政府が失敗 した炭鉱労働者の信頼 を得 るこ

とに成功 した｣ と評 してい るよ うに､常置会議 はス トライキ参加者か らの支持を

得ていた5｡しか しその一方でテ ンプルは､ス トライ キが共同体 に与 える悪影響 を

批判 してお り6､労働組合 による階級利益の重視 を攻撃 している7｡ 実際テ ンプル

は､常置会議 の中で炭鉱労働者側 に立って戦 うべ きであるとい う提案が出 された

際 も､教会の本分はあくまで両者 の仲介である として これ に反対 している8｡この

点 で ､ス トライ キに際 して ボー ル ドウイン とテ ンプル が ともに ｢包摂 的言語

(inclusivelanguage)｣ を用いて国民統合 を 目指 した とい うグ リム リー(Matthew

Grimley)の指摘は重要である90テ ンプル に とって､｢キ リス ト教会｣ とい う枠組

みの ｢基礎｣を構成す る信徒 となるべ きなのは､｢労働者階級｣ではな く ｢国民｣

であった｡

1 Temple,Essayb11lDCArl'stl'aDPoll'tl'cs,Pp.44-45.
2 CosmoCordonLangtoWilliam Temple(November29,1920),inlremonger,
Wl'111'am Tbmple,p.286.
3 W.Temple,Chl･1'stl'aDl'tyandtheState(1928),p.131.
4 TAeTl'mesWeehlyEdl'tl'oD,July29,1926.
5 TheTl'mes WeehlyEdl'tl'oD,August5,1926.
6 W.Temple,̀IndustryandCommunity',ThePl'JgTl'm,6(1926),repr.in
Temple,Essaysl'DCAz･1'stl'aDPoll'tl'cs,p.57.
7 W.Temple,̀Loyalty',Tb Pl'1gTl'm,7(1927),repr.inTemple,Essaysl'D
CムZ･1'stl'aDPoll'tl'cs,pp.61-63.
8 William TempletoFrancesTemple(July19,1926),inIremonger,Wl'111'am
Temple,pp.3391340.
9 テ ンプルは労働党 に関 して も､国民意識 よ りも階級意識 を強調す る傾 向には批

判的であったoGrimley,C1'tl'zenshlj),pp.103-139.
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合わせて､諸教会の教派性 の融解 を背景に､労働者の側で もエキュメニカルな

｢キ リス ト教会｣ とい う認識が生 じてきた ことも重要である｡テンプルの盟友で

あった リッチフィール ド首席司祭アイアマ ンガ-は､｢組織的宗教はこれまで特権

階級の反動精神 の権化であ り､労働者階級の福祉 と進歩に一貫 して反対す るもの

と見ていた｣組合員が､ス トライキ-の介入に際 して､｢著名な教会指導者の教派

に左右 されない公平な態度｣を評価 し始 めた ことに注 目している10 事実､ス トラ

イキに際 して 『ェ コノミス ト(EcoDOm)'st)』誌 の編集長 レイ トン(WalterThomas

Layton)らとともに私的に仲介 に当たっていた ロー ン トリー(BenjaminSeebohm

Rowntree)は､テンプルに宛てた書簡の中で ｢炭鉱労働者は､全 キ リス ト教会(the

wholeoftheChristianChurches)の支持を受 けていると認識 していた｣ と記 して

い る20

このような観点か らテンプル らによるス トライキ-の介入を見直すな ら､社会

介入を通 じて ｢キ リス ト教会｣の姿を国民に提示 しようとい う姿勢が見 えて くる

だろ う｡- ンソンや- ドラムはこのよ うな姿勢に強 く反対 してきたが､ この対立

の背景には個人 と社会の どち らに教会が働 きかけるべきか とい う問題が潜んでい

る｡- ンソンは､｢社会を変革す ることによって､個人を回心 させることはできな

い｡個人を回心 させ ることによって社会を改良できるのである｣ と信 じていた3｡

彼 にとって C0PECや炭鉱ス トライキ-の介入は教会の領分を逸脱す るもので

あ り､厳 しく批判 され るべきものであった｡また､- ドラムも- ンソン同様､｢教

会の働 きは政治や経済､社会機構に関す ることにあま り煩わ され るべきではない

と思 うo･･･-･む しろ諸個人にキ リス ト教的な生活を送れ るよ うにす ることが教会

の義務である｣と考 えてお り4､- ンソンと同 じくス トライキ-の介入を強 く批判

している5｡ 一方でテ ンプルは､｢われわれは､人々がまず完全になって､その後

彼 らの社会秩序が完全になると考えるべきではないO とい うのは､われ われは政

治や社会秩序の (諸個人に対する)教育的効果 を認識す るべきだか らである｣と､

二人 と反対の認識 を示 している6｡特に- ドラム との認識の違いが､エキュメニカ

ル運動の方向性 の違い として現れた ことは既 に述べた通 りである｡テンプルは従

来の宣教による個人の回心には悲観的であ り7､日に見える社会での活動を通 じて

1 Iremonger,Wl'111'am Temple,pp.343-344.
2 B.S.RowntreetoWilliam Temple,inlremonger,Wljll'am TTemple,pp.
340･341.

3 Chadwick,HeDSleyHeDSOD,PP.1631164.
4 Headlam,What/tMeaDS,p.152.

5 A･C･Headlam,EcoDOml'CデaDdCArl'stl'aDl'ty(1927)･
6 Temple,Essaysl'DCAz･1'stlaDPoll'tl'cs,p.31.
7 テンプルはすでに 1916年の ｢国民伝道｣の さ中､｢明 らかなことは､イギ リス

人の四分の三が､われわれがこれまで提供 してきた類の福音 を望んでいない とい

うことである｡無論 これはある程度まで彼 らに非があるが､ しか しわれわれの物
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キ リス ト教の影響力の回復 を図る選択 を した｡諸個人の回心のためには多様 なキ

リス ト教会の存在 も有効であったが､広 く社会 にキ リス ト教 の価値観 を提示す る

ためには､諸教会が一致 したエキュメニカルな ｢キ リス ト教会｣である必要があ

った｡その意味では､テ ンプルのキ リス ト教社会主義その ものにエキュメニカル

運動が内在 していた と言 えるだろ う｡

(≡)1937年オクスフォー ド会議

1930年､ロン ドンにおいて第七回ランベス会議が開催 された｡世界各国か ら国

教会系譜教会 (アング リカン ･コミュニオン)の代表が集 うこの会議 に､非 国教会

か らガ- ヴィ-やオーブ リー､ベ リー らが招かれている1｡この会議で ｢一致 に関

す る委員会(committeeonUnion)｣の委員長 を務 めたテ ンプルは､非国教会の代

表 を招請 した ことは ｢新たな進歩 の希望｣に基づいての ことであると述べている2｡

この教会一致-向けての ｢新たな進歩の希望｣は､キ リス ト教社会主義 とい う方

向性 を持つ ものであった｡テ ンプルは 1930年代以降 も､エ キュメニカル運動の

指導者 とともに社会介入 を続 けている01933年 にテ ンプルが失業問題 に関す る調

査委員会 を設置 した際 も､そ こで指導的役割 を果た したのは､｢生活 と実践｣普遍

教会会議(UniversalChristianCouncilforLifeandWork)議長のチチェスター主

教ベル(GeorgeBell)､テ ンプル とともに SCMの代表 として 1910年 のエデ ィン

バ ラ会議 に参加 していたモバー リー､世界宣教協議会議長でその後 ｢生活 と実践｣

会議議 長 も務 めたス コ ッ トラン ド自由教会 のオー ル ダム(JosephHouldsworth

Oldham)らであった｡

この よ うな社会介入の方 向性 は､1937年 7月の ｢生活 と実践｣オクスフォー ド

会議で も確認 され る｡前回のス トックホルム会議 では､対立が予想 され る教義面

での議論 を避 け よ うと努 めた ものの､結局諸教会の代表が合意に至 るこ とができ

ず ｢公式報告｣は作成 され なか った3｡それか ら十二年後､社会の動向を反映 して

事 の提示の仕方 にも問題がある｣､と述べている｡Iremonger,Wl'111'am Temple,p.
208.
1R.Coleman(ed.),Resolutl'oDSOftheTwelveLambethCoDfel･eDCeS1867-1988
(1992),p.82.
2 TAeLambetACoDfel･eDCe1930･'EDCyCll'calLettez･hom theBl'sAopswl'tA
Resolutl'oDSandRepoz･ts(1930),p.28.
3 ス トックホルム会議 では､｢教義は分裂 させ るが奉仕 は一致 させ る｣とい うス ロ

ーガンが語 られている｡テ ンプルはエ キュメニカル運動 において､｢信仰 と職制｣

会議 の継続委員長 を務 め､1937年には ｢信仰 と職制｣エデ ィンバ ラ会議 を議長 と

して開催 してい るためこち らとの関わ りが重視 されているが､その活動 は ｢生活

と実践｣の方 向性 に沿 うものであった と言 える0
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オクス フォー ドにおいて ｢教会 ･国家 ･共同体｣を主題 として第二回会議が開催

されたのである1｡テ ンプルは議長 を務 める ｢信仰 と職制｣エデ ィンバ ラ会議 が翌

月に控 えていたためオクス フォー ド会議 に深 く関与 していないが､会議 の主導権

を握 っていたのは議長のベル をは じめ､オールダム､モバー リー らテ ンプル とと

もに社 会 問題 に関わ って きた 人物 で あ った｡会議 の第一部 会 ｢教会 と共 同体

(churchandCommunity)｣報告書は ｢今 日､教会は人々の 日常生活 との密接な関

係の再確 立を求 められてい る｡--神 の御言葉は説教 され るだけでな く行動 によ

って示 され なければな らないO -･･･教会が これまで指導的な立場 にあった領域は

国家や共同体 に取って代わ られた ｡ しか しこれは教会が新たな活動の領域 と方法

を求めることを促す ものである｣ と述べ､教会が社会 との接 点 を積極的に確保す

るべ きこ とを主張 している2｡ さらにオール ダムは予稿集 において､｢福音書の倫

理的要求に見 られ る純粋 な一般論 と具体的状況に対 して要求 され る決定の問には､

『中間原理(MiddleAxiom)』 とい うべ きものが必要である｣ と述べている3｡ この

文言は既述の よ うにC0PECで象徴的に用い られた言葉 で あ り､オクスフォー

ド会議 において もテンプル のキ リス ト教社会主義が色濃 く影響 していることが分

かる｡

この ｢生活 と実践｣オ クスフォー ド会議 において､｢信仰 と職制｣会議 と合同 し

て世界教会協議会 を設立す ることが決定 され る｡ この決定は､当初福音宣教の場

における協力か ら始まったエ キュメニカル運動が､政治 ･社会 との関係 を深めて

ゆ く分岐点 となるものであった4｡ - ドラムはこの提案 に対 して､｢それはわれわ

れ 『信仰 と職制』のメンバーを､常に政治 に介入 しキ リス ト教 と社会主義 を同一

視す るよ うな熱情に動か されてい る 『生活 と実践』 に近づ けて しま う｣ とい う危

倶 を述べている50 しか しなが らこの時点で- ドラムの よ うな立場は少数派であ り､

翌年 にはテ ンプルを議長 にユ トレヒ トで準備会議 が開催 され ､第二次大戦後 に世

界教会協議会が設立 され ることになる｡

一方､イギ リス国内に 目を向ける と､1940年 の教会議会でテ ンプルは､世界教

1会議 の準備 に指導的役割 を果た したオール ダムは､｢キ リス ト教徒に とって､教

会 ･国家 ･共同体の関係 ほ ど緊急 に議論 を要す る問題 はない｡ われわれ の時代 に

おける世俗 の傾 向 とキ リス ト教の信仰 との間の議論は､ これ らの実践的問題が焦

点 となっているか らである｣ と述べているoW.A.Visser'tHooft,TAeGeDeSl's

andFoz･matl'onortAeWoz･JdCouDCl'loFCAuz･cheb,(1987),p.22.
2 KinnamonandCope,TABEcumeDl'calMovemeDt,pP.271-272.
3 KinnamonandCope,TABEcumeDl'calMovemeDt,p.277.
4 フイツセル ト=ホー プ トは 1937年 ､｢この時期のエキュメニカル運動の社会思

想 を理解す る上で､『中間原理』に関す る議論は鍵 となるものである｣と述べてい

るoW.A.Visser'tHooftlandJ.01dham,TABCAul･ChaDdItsFuDCtl'oDl'D

Socl'ety(1937),pp.209･210.
5 氏.C.D.Jasper,A.C.Headlam:Ll'reaDdLettersoFaBl'sAop(1960),p.277.
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会協議会の設立を国教会が歓迎す る決議案 とともに､イギ リスにその対応組織 を

作 ることを提案 し､ ともに了承 されている｡ そ して 1942年 9月､テ ンプルを議

長 として英国教会協議会(BritishCouncilorChurches)が設立 され る｡聖ポール大

聖堂で行われた設立記念式典で彼は､｢キ リス ト教の基本原理が疑いなかった時代 ､

教派間の区別 に強調点が置かれたのは 自然な ことであろ う｡ しか し今 日の ように

キ リス ト教の原理が広 く挑戦 され､多 くの点で明確 に拒絶 されている時､最 も大

切な ことはキ リス ト教それ 自体の明確 で一致 した証言である ｡ カ トリックとプ ロ

テスタン トの相違は､キ リス ト教徒 とそ うでない人の相違 よ りはず っ と小 さい｣

と述べ､教会一致の必要性 を訴 えているlD同協議会の設立は､国内にお けるエキ

ュメニカル運動 の重要な成果であったが､ ここにおいて もキ リス ト教社会主義的

な方 向性が明確 に見 られ る｡ 同 じ演説 でテ ンプルは､｢新たな機会が開けてい る｡

キ リス トの名 における試み､彼 を個人的生活 と同様社会 において も救い主 として

高める機会である｣ と述べている｡ また､｢新 しく設立 され る英国教会協議会は､

われ われの一般 生活 に対 して新たなチ ャンネル となるであろ う｣ と述べているよ

うに､キ リス ト教 と一般 国民 との間の関係 の再構築を強調 している20この よ うな

点で､同協議会 はイギ リス国内にお ける諸教会の連絡組織以上の意味を持つ こと

を期待 された ものであった ｡

以上述べてきた よ うに､戦 間期 においてテ ンプルが指導 したエ キュメニカル運

動はキ リス ト教社会主義運動 と同時並行的に進展 したO重要な ことは､テ ンプル

の運動の結果 として現れて くる ｢キ リス ト教会｣の理念が､具体的には国教会 を

核 とす る ｢国民教会｣ とい う形 を とった ことであるO これは彼 自身が以前か ら理

想 としていた教会の姿である以上､自然 な結果であった｡その意味では､彼 の ｢国

民教会｣の内容 ･要素がキ リス ト教社会主義 とェキュメニズムであった と言 うこ

とができるOつま り､テ ンプルの志向す る ｢国民教会｣の性質は､制度的なもの

ではな く､む しろ世俗社会 との接点を確保 しつつ教派間対立を和 らげることによ

って､国民文化的なキ リス ト教 を再提示 しよ うとす るものであった｡それは､元

来明確 な教義 を持たない国教会 を核 とす ることによって可能 となるものであった｡

1942年 にテ ンプルは､ボール ドウイン同様その社会介入 を嫌 っていたチ ャーチル

(WinstonChurchill)によってカンタベ リー大主教に指名 されているが､このこと

は当時 ｢民衆の大主教(people'sArchbishop)｣とも呼ばれていたテンプルの国民-

の影響力の大き さを物語 っている｡ そ して､ この よ うな非公式な称号 こそテ ンプ

ルの ｢国民教会｣の特徴 を表す ものであったO

1 Temple,̀ASermonPreachedinst.Paul'sonSeptember23rd 1942,atthe
InaugurationoftheBritishCouncilofChurches',inTemple,TBeCムuz･ch
LooksFoz･waz･d,p.33.
2Temple,TABC占ul･cALooksFol･waz･d,pp.32･34.
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テンプルが大主教 として名実 ともに国教会の指導者 となった 1930年代､大陸

においては ヒ トラー(AdolfHitler)の政権掌握が教会 と社会の問題 を引き起 こす こ

とになるO次節では､このナチズム とテンプルが志向 した ｢国民教会｣ との関係

を扱 う｡
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第三節 ナチズムの台頭 と ｢国民教会｣

(-)政教関係 をめ ぐる問題

1930 年 9 月 の 選 挙 で 第 二 党 に 躍 進 した 国 家 社 会 主 義 ドイ ツ労 働 者 党

(NationalsozialistischeDeutscheArbeiterpartei)〔以下､ナチス〕は､その党綱

領第二十四条で宗教について次のよ うに規定 していた｡｢我 々は､国家の存立を危

くせず､またはゲルマ ン人種の美俗 ･道徳感 に反 しない限 り､国内にお けるすべ

ての宗教的信仰 の 自由を要求す る｡わが党は､か くの ごときもの として一定の宗

教的信仰 に拘束 され ることな く､積極的なキ リス ト教の立場 を代表す る｣ 1｡1933

年 1月 に政権 に就いた ヒ トラー は､｢キ リス ト教はわれわれの倫理的基盤 である｣

とい う声明を発表 し､福音主義教会の監督(Bischof)らは これ を概ね好意的 に受 け

止 めた2｡同年 9月にはナチスに同調す る｢ドイツ的キ リス ト教徒｣の力を背景 に､

帝国教会監督 に ミュラー(LudwigMtiller)が選 出 され､その後ナチスによる教会統

制はこの親ナチ派の ミュラー を中心に効率的に行われてゆ くことになる｡

その一方で､ナチスの教会政策 に対す る抵抗 も早 くか ら見 られた01933年 3

月 には､ ヴユルテ ンプル ク領 邦教会監督 ヴル ム(TheophilWurm)や古プ ロイセ ン

合 同教会のデ ィベ リウス(OttoDibelius)らが､｢教会の 自由 と独立｣を守 るために

ナチスの干渉に対す る批判 を展開 している｡ また同年 9月 には､教会 に対す るナ

チスの指導要求や ｢アー リア条項｣の強制 を信仰告 白の障害であると認識 した聖

職者 らによって牧師緊急同盟(Pfarrernotbund)が設立 され るO翌 1934年 にはここ

か ら告 白教会(BekennendeKirche)が形成 され､終戦まで ｢教会闘争｣が続 け られ

ることになる3｡彼 らの抵抗 は､教会活動-の不 当な干渉 に対す る ｢純粋 に教会的

な動機｣か ら行われた ものであ り､ナチス政権 に対す る政治的な批判 を意図 して

いたわけではなかった40その背後 にはル ター的な政治 と宗教 の二分法､いわゆる

1 W.Hofer(ed.),Dez･Natl'oDalsozl'all'smub-:DohumeDte1933-1946(1983)[#仁

郷繁訳 『ナチス ･ドキュメン ト』 ,1972】,p.44.
2 福音主義教会は､1922年 に ドイ ツ福音主義教会同盟 を結成 したル ター派､会衆

派お よび古プ ロイセ ン合同教会 を指す0

3 河島幸男 ｢独裁国家 と教会-ナチス政権初期 の福音主義教会｣『近代 ヨー ロッパ

の探求③教会』(2000);P.SteinbachandJ.Tuchel(eds),Wl'del･StaDdl'D
DeutschJaDd1933-1945(1994)【田村光彰他訳 『ドイ ツにお けるナチス-の抵抗

1933- 1945』,1998];R.Steigmann･Gall,TAPHolyRelch:Nazl'ConCePtl'oDSOf
CAL･1'stl'aDl'tJI1919-1945(2003),
4 H.E.Tddt,Kompll'zeD,OpfeI･UDdGegDeZ･desHl'tlez･Z･egl'mes(1997)【宮 田光

雄 ･佐藤 司郎 ･山崎和明訳 『ヒ トラー政権の共犯者､犠牲者､反対者- 《第 3帝
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｢二王国論(DoctrineoftheTwoRegiments)｣があった｡この理論の影響力は､牧

師緊急同盟お よび告 白教会の中心的人物であったニー メラー(MartinNiem611er)

が､1934年 に国家に対す る反逆の疑いをかけ られた際に明確 に見 られ る1｡ ニー

メラーは ｢神によって委託 された 自分の民族 にたいす る責任 を何び ともキ リス ト

者か ら取 り去ることはできない｣と述べ､ヒ トラーの怒 りを買ったのである20 ヴ

ルム ら福音主義教会の監督は､ニー メラーの政治介入を非難す るとともに､これ

を機 に帝国教会に対す る協力- と方針 を転換す る3｡他の聖職者 も､ニーメラーは

｢教会的要件か ら政治的な事柄に不当にも干渉 した｡こ うして二王国論を侵害 し､

国家に対す る不忠誠 とい う嫌疑を教会 に招｣ くとい う ｢最悪のもの と思われ るこ

と｣を した と厳 しく批判 している4｡

その後 もヒ トラーに警戒 され続けたニー メラーは､1937年 7月に逮捕 されるが､

イギ リスにおけるエキュメニカル運動 の指導者- ドラムはこの件 に関 して､『タイ

ムズ』にコメン トを寄せている｡そこで彼 は､｢ニーメラーは現在ナチス政権によ

って収監 されているが､それは彼が頑 なに説教壇で政治を論 じるとい う罪を犯 し

たか らである｣と批判 し､｢政治 目的のために説教壇を用いないことに同意するな

ら､彼はただちに解放 され るであろ うと聞いている｡イギ リスにおいて さえ､わ

れわれは政治的な説教を好まないのである｣と述べている5｡- ドラムは､政治 と

宗教の領域 を峻別す る理論 を ドイツの福音主義教会 と共有 していた｡彼がテンプ

ルのキ リス ト教社会主義を痛烈に批判 していたのもこの理由か らであった｡一方

で- ドラムは､エキュメニカル運動の指導者 として､1933年 9月の帝国教会の設

立を｢国家の規制か ら自由な､一致 した ドイツ教会の成立｣として歓迎 している6｡

- ドラムのこの ような反応 にはさま ざまな要素が絡んでいる｡まず彼 は､｢必要 と

されていることは ドイツの教会の統一であ り､それは ヒ トラーが望んでいる唯一

のことである｣と述べているように､状況 を過度に楽観視 していた7｡また､バル

ト(KarlBarth)を中心 とす る保守的な神学 を擁す る告 白教会-の嫌悪感や反共産

国》におけるプ ロテスタン ト神学 と教会の《内面史》のために』,2004],pp.124-125.

また河島は､告 白教会において ｢消極的 (教会的)抵抗｣か ら ｢積極的 (政治的)

抵抗｣- とい う変化が見 られた とい う見解 に対 し､外形的変化 に関わ らず一貫 し

て ｢教会的 ･信仰告 白的抵抗｣であった ことを強調 している｡河島 ｢独裁国家 と

教会｣｡

1ただ しニーメラー 自身に､必ず しも政治介入の積極的意図があった とは言 えな

い｡D.Schmidt,Pastol･Nl'em∂11ez･(1959).ここで重要なのは､ニーメラーの ｢政

治介入｣に対す る抗議に際 して用い られた論理である｡

2 テ- ト 『ヒ トラー政権の共犯者､犠牲者､反対者』,p.138.

3 Steigmann･Gall,TムeHolyRel'ch,pp.168･169.
4 テ- ト 『ヒ トラー政権の共犯者､犠牲者､反対者』,p.139.

5 TheTl'mes,July4,1938.
6 Jasper,A.C.H eadlam,p.292.

7 TLeTl'mes,July20,1938.
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主義的姿勢 も､｢ドイツ的キ リス ト教｣-の接近の要因であろ うoそ してエ キュメ

ニカル運動の観点か ら見れ ば､彼は ｢国家の規制か ら自由な一致 した教会 ｣ を理

想 としていた｡

ドイツの福音主義教会や- ドラム らの二分法 と対比す るとき､テ ンプル の政教

関係 に対す る立場は明確 に異なってい る｡テ ンプルはニー メラーに関 しては発言

を控 えているが1､戦間期 における言動か らも分か るよ うにル ター的な政教 二分法

を否定 していた｡彼 は 1941年 にははっき りと､｢ル ター的な二分法が､ヒ トラー

-の道 を準備 した こ とは容易 に見て取れ る｣ と述べてい る2｡テ ンプル は､1929

年 に ヨー ク大主教 に就任 した後 も､既述 の失 業調査 の実施 をは じめ積極 的 に政

治･社会問題 に介入 している｡1934年 には､失業保険の給付金切 り下げに対 して､

全国のキ リス ト教徒は地元選出議員 に手紙 を送 り次回の予算審議 においては減税

よ りも最近な された失業保 険給付金の切 り下げの撤回の方が重要である と訴 える

よ う､キ リス ト教の理念 に基づいて勧 めている｡実際 ヨー ク大主教の呼びかけは､

蔵相チェンバ レン(NevilleChamberlain)か ら抗議 を受 けるほ どの影響力 を持 って

いた O この よ うなテ ンプル の活動の背景にあったのは､一般 国民に ｢生活 のあ ら

ゆる局面においてキ リス ト教信仰 を思い起 こさせ る｣ とい うキ リス ト教社会主義

であ り､彼 に とってそれ は国民に対す る教会 の ｢神 によって委託 された｣責任で

あった ｡

(二)テンプルの ｢国民教会｣

戦間期におけるテ ンプルの活動 を､既述の よ うな ｢一定の宗教的信仰 に拘束 さ

れ ることな く､積極的なキ リス ト教の立場 を代表す る｣ とい うナチスの立場 と単

純なアナ ロジー関係 に置 くことは安易に過 ぎるであろ うO しか し､そ こに一定の

類似が見 られ るの も事実である｡重要なことは､テ ンプル 自身彼の 目指す教会像

をナチズム とある種 ｢等価 的｣な存在 とみな していた ことである｡彼 は､現代の

ア トム化 した人 々の間に ｢統合(unity)-の渇望が広 く見 られ る｡ そ して これ を満

たすべ く新たな政治的宗教(politicalreligions)が人々の間に影響力 を持つ に至 っ

た｡---共産主義､ファシズム､国家社会主義 は非常に似通 ったもので あ り､ こ

の相似は相違 よ りも重要である｣と述べ､その特徴 として ｢フェロー シップ｣､｢指

導者の存在｣､｢力 による支配｣を挙げてい る｡そ して､｢われわれは福音の うちに

1 当時国教会聖職者 の間で､ ドイツの ｢教会闘争｣ に容壕す る事はナチス政権 を

刺激 しさらに悪い結果 を招 く可能性がある とい う危恒があった｡Robbins,

Hl'stoz･JIRell'gl'oDandIdeDtlty,pp.183-194.
2 Malvem,1941:TABLl'(eoftAeCムul･CAandtheOz･depofSocl'ety(1941),p.13
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この渇望を満たせ るであろ うか｣と述べた後､｢われわれ もまた､福音を告げる際

フェローシップを提供 しなければな らないOそれは誰 も排除 しないような､これ

まで以上に包摂的なものである必要がある｡そ して､われわれ も指導者 を持たな

ければな らないのである｣と述べている1｡この種の ｢等価性｣は､国教会に深 く

関与 していた詩人のエ リオ ッ ト(ThomasStearnsEliot)も指摘 している｡彼は､

1939年 に 『キ リス ト教社会の理念(TheIdeaofaCゐZ,)'stl'aDSocJ'ety)』の中で､｢政

治哲学は倫理か ら､倫理は宗教か ら承認 を受 ける｣のであるか ら､｢われわれが神

を持 とうとしないのな らば､ヒ トラーかスター リンを崇拝す るしかないのである｣

と記 している2｡テンプルは､このよ うな神を指導者 としたフェローシップを ドイ

ツの福音主義教会が提供できなかった ことが､ドイツにおいて ｢ヒ トラー-の道｣

を開いた と認識 していた3｡1941年 に作家セイヤーズ(DorothySayers)は､｢教会

の-少なくともイングラン ド国教会の-最大の失敗の原因は､一般の人々に教会

が-法人団体であるとい う印象 を与えてきた ことである｣と述べているが､1919

年の授権法の制定以来テンプルの活動はこの ような印象に対 して､より包摂的な

フェローシップを構築す ることを 目的 としていた4｡彼の理想は､階級や文化 に依

拠す る諸教会の並存ではな く､国民を基盤 としたェキュメニカルな ｢キ リス ト教

会｣すなわち ｢国民教会｣の形成であった｡ したがって､ このテンプルの観点か

ら見れば､政治の領域 と教会の領域が分離 した関係 にあるとい う ｢二王国論｣的

な捉 え方ではな く､政治 と教会がひ とつの領域に重な り合 う形で存在す るとい う

認識が強調 され る｡彼は､｢ナチズムは個人の魂 を抹殺す ることによって､ル ター

主義は教会 と国家 とを峻別す ることによって｣政教関係 の緊張を解決 したが､ ど

ち らもキ リス ト教的ではない と批判 し､｢教会 と国家､宗教 とシティズンシップは､

人間の生 とい う同じ領域に存す るものである｡ただ､機能が違 うのである｣ と述

べている5｡ この認識がボール ドウインやチャーチル との確執を生んだ点であ り､

また ｢政治的宗教｣ としてのナチズム とテンプルの ｢国民教会｣ との ｢等価性｣

をもた らす点であった｡

無論､ナチズム とテンプルの ｢国民教会｣には決定的な相違がある｡ 中でも重

要なのは､国家の位置づけであろ う01936年 にテンプルは､国家は常に個人を国

家以上の価値のあるもの として扱わなければな らないが､｢このような原理は､ロ

1 W.Temple,HopeoFaNewWoz･1d(1940),pp.1051118.
2 T.S.Eliot,TAeIdeaofaCムZ･1'stl'aDSocl'ety(1939)[安 田幸一郎訳 ｢キ リス ト教

社会の理念｣『現代キ リス ト教思想叢書』第三巻,1973】,pp.423-424.
3 野 田宣雄は ドイツにおいてはプ ロテスタン ト文化のエ リー ト層-の偏 りが､労

働者階級 に精神的空 白を生み､｢代替宗教｣としての共産主義 ･ナチズムが入 りこ

む余地を作った と指摘 している｡野 田宣雄 『教養市民層か らナチズム-一比較宗

教社会史のこころみ』(1988),pp.430-435.
4 Malvel･D,P,71.
5Temple,C1'tl'zeDandCムuz･chmaD,pP.65-66.
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シア型の共産主義においては明確に否定 され､今 日イタ リア､ ドイツで流行 して

いるシステムに暗示的に拒否 されている｣ と指摘す るOそ して､国家に対す る関

係か ら個人の価値がはか られ るとい う近代の圧力に対 し､諸個人の ｢神 の子 とし

ての平等｣を主張す る1｡ただ､彼は国家を 目的 とす るシステムを否定す る一方で､

ナシ ョナ リズムそのものは否定 していない｡1937年のオクスフォー ド会議でも､

｢諸個人は特定の国民共同体の中に生まれ､強い紐帯でそれ に統合 されている｡

人間の罪深 さに由来す るその悪影響にもかかわ らず､教会はナショナ リティの事

実を､本質的に神か ら人-の賜物 として認 める｣とい う理解が示 されている2｡テ

ンプルは､神 の下に国家(state)を相対化 しつつ も､ナシ ョナルな意識 を肯定 しナ

ショナルな レベルで教会を介在 させてきた｡それは､ナ シ ョナルな意請 (あるい

は愛国心)が世俗的な国家に対す る忠誠- と直接転化す ることを防 ぐものであっ

た3｡そ してよ り重要なことは､このナ シ ョナルな意識 を通 じて､｢国民教会｣ と

しての ｢キ リス ト教会｣(あるいは国民文化 としてのキ リス ト教)が ｢国民｣ とい

う支持基盤 を得 ることであ り､テンプルはここに 20世紀における教会の存続の

可能性 を見ていたのであるO

* * * * * *

テンプルは 1942年 4月のカンタベ リー大主教就任演説において､エキュメニ

カル運動 を ｢われわれの時代の偉大な新事実である｣ と評 している4｡1910年の

エデ ィンバ ラ会議の議長であったモ ッ ト(JohnRaleignMott)や ｢生活 と実践｣会

議の提唱者ゼ-デルプ ロムが ともに教会一致-の貢献を理 由のひ とつにノーベル

平和賞を受賞 していることか らも分かるように､この運動は西洋史全体 において

も大きな意味を持つものであった｡本章では､イギ リス国内におけるエキュメニ

カル運動に注 目したが､それは一方で ｢国民教会｣の形成- と向か う過程でもあ

1 W.Temple,ThePreacAeL･'sThemeTo-day(1936),p.83.
2 KinnamonandCope,TABEcumeDl'calMovemeDt,PP.270･271.
3 この点で､吉 田正広 ｢社会改革 における教会の役割に関す るウイ リアム ･テン

プルの見解｣愛媛大学人文学科編 『愛媛大学法文学部論集』第十七号(2004)は､

中間団体 としての教会の役割に注 目している｡

4 Temple,̀TheSermonPreachedattheEnthronementinCanterbury
CathedralonSt.George'sDay,1942',inTemple,TheCAul･CLLooksFoL･waz･d,p
2.
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った｡前章で見たように､既にテンプルは第一次大戦の頃か ら､国民全体を包摂

す るような教会 を志向 していたが､戦間期において このプロセスがキ リス ト教社

会主義運動 とェキュメニカル運動の双方向的な連関の うちに進展 した とい うのが

本章の趣 旨であったOその点で､エキュメニカル運動が神学的対話 とは別の局面

で も大きな意味を有 してお り､またキ リス ト教社会主義の意義 も経済政策-の影

響に とどまるものではなかったことが指摘できる｡

テ ンプルが志 向した ｢国民教会｣は､同時代的に見ればナチズムとある種 ｢等

価的｣な性質を持つ ものであった｡一方で時間軸に沿って見 るな ら､それは宗教

性 を希薄化 させてゆく傾 向を有 していた｡テ ンプルのエキュメニカルな ｢国民教

会｣の志向に関 して- ドラムは､教義の軽視は ｢国民教会｣の誇張を招 くと批判

し1､｢教会の一致に近道はない とい うことを認識す ることが第-に重要であるO

それは真実(truth)を犠牲に達成 され るべきではない｣と述べていた20- ドラムの

目には真実を犠牲に した としか見えなかったテ ンプルの ｢国民教会｣は､包摂的

(国民的)なフェローシップを提供す ることによ り国民 とい う基盤 を得 よ うとす

るものであると同時に､宗教団体 としての教会の性格 を変 えるものでもあったの

である｡

1 Headlam,I柏atl'tMeaDbl,pp.159-161.
2 Headlam,I柏atl'tMeaDS,p.172.
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第三章 バ トラー教育法 と福祉国家 :1939-1944年

1945年 7月の総選挙で成立 したア トリー労働党政権は､第二次大戦後､国有化

政策 と社会保障政策を柱 とす る福祉国家政策 を展開 した｡1942年以来イ ングラン

ド国教会の最高指導者カンタベ リー大主教の地位 にあったテ ンプルは､この福祉

国家の形成に寄与 したひ とりとみなされている｡ この寄与について具体的に注 目

されているのは､主に社会主義的経済政策-の支持に関 してであるOテ ンプルは

第一次大戦以降国教会の指導者 として､企業経営の民主化や福祉政策の拡充につ

いて積極的に提言 してきた ｡ 一方で､テンプルは 1944年 8月に成立す るバ トラ

ー教育法の策定にも深 く関わっているo同法は､チャーチル戦時内閣期､教育院

総裁の保守党議員バ トラー(RichardAustenButler)と副総裁の労働党議員イー ド

(JamesChuterE°e)の下に成立 した｡バ トラーが ｢戦後に行われ るべき社会改良

の橋頭堕｣であると位置づけ､ア トリー政権 も基本的にはこの教育法を支持 し継

承 しているように､同法は戦後の福祉国家建設の一角 を担 うものであった1｡

以下では､第-節 において､テンプル と福祉国家の関係 について 1941年のモ

ール ヴァン会議 を中心に考察す る｡また同時に第二次大戦がイギ リスの教育思想

に与 えた影響についても触れ るOその後第二節でバ トラー教育法の策定過程 と｢二

重システム｣の問題 を整理 し､第三節 においてバ トラー教育法策定お よび福祉国

家建設に際 しての教会の対応 とテンプルの教会観の意義 を考察す る｡

1 TABTl'mes,October3,1942.労働党は必ず しもバ トラー教育法を無批判に受

け継いだわけではない｡特 に中等教育の編成に関 しては論争が続いたが､この点

については､M.Francis,̀ASocialistPolicyforEducation?:Labourandthe

SecondarySchool,1945-51',Hl'stol･yOFEducatl'oD,Vol.24,No.4,1995等を参
照 ｡
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第一節 第二次大戦下の教育思想 とキ リス ト教

(-)1941年モール ヴァン会議 における教育思想

教育は福祉 国家 にお ける重要な要素 である とともに､教会 の将来 に とって も大

きな意 味 を持 って いた｡ 従来 民衆 の初等 教育 は主 に教会 が担 って きた が､1833

年 に初 めて公金 が投入 され て以来 国家 に よる管轄 が拡大 して きた｡1870年 のフォ

ス ター教育法(Forster'sEducationAct)では､新た に設置す る学校委員会(School

Board)に初等学校 を建設 ･管理す る権 限が与 え られ ､公 立学校(BoardSchool)と､

教会学校 を主体 とす る ヴォラン タ リー学校 (voluntarySchool)の ｢二重 システ ム

(DualSystem)｣が採用 され る｡また 1880年 には初等教育が義務化 ､1891年 には

公 立初等学校 が無償化 され ､国家 に よる教育 の体系化 が推 し進 め られ る｡1902

年 のパル フォア教育法は､ この体系化 を中等教育にまで拡大す るこ とを企図 した

ものであった｡ 同法 に よ り学校委員会 が廃 され､代 わ りに州 お よび特別 市の議会

(Council)が地方教育 当局(LocalEducationAuthority)〔以下､ LEA〕とされたO

そ して これ に初等お よび 中等教育機 関 を統轄す る権 限が与 え られたので ある｡そ

の後 1918年 の フィ ッシャー教育法において義務教育年齢 を十四歳 まで とす るこ

とが規定 され たが､戦間期以降は教育機会 の更 なる拡大 を訴 え ｢二重 システム｣

の改変 を含む教育体系の再編成 を求 める声が年 々高まる｡国家 による管轄拡大の

流れ と民衆 に よる教育改革 の要求の中で､教 育の領域 は国家 と教会が学校 の運営

主体 として直接 に対峠す る場 となっていたのである｡

1939年 9月 に勃発 した第二次大戦 はイ ギ リスを再び荒廃 の危機 に追いや った

が､その一方で､戦争 は社会改革 の契機 とも認識 されていたO第一次大戦後の大

量失業の記憶 か ら､国民や兵士の間では戦後 の社会 に不安 を感 じる声が少 な くな

かった｡ そのた めイ ギ リスでは戦時 中か ら ｢再建 ｣ をキー ワー ドとした会合が さ

ま ざまな領域 で開かれてい る｡1941年 に国教会 に よって開催 されたモール ヴァン

会議 も､ この よ うな一連 の会議 のひ とつであったo議長 を務 めたのは､ 当時 ヨー

ク大主教 に就 いていたテ ンプルであるo彼 が参加者 に送 った招請状 には会議 の 目

的 として､｢国教会 の視 点か ら､現れつつ ある新 しい社会の秩序 に関す る根本的な

事実を認識 し､教会が戦後 の再建 に主要 な役割 を果たすための方策 を検討す る｣

と述べ られてい る1｡会議 は 1941年 1月 7日か ら 10日にかけて､名 門パ ブ リッ

ク ･ス クール ､モール ヴァン校 において開催 され た｡テ ンプルが開会演説 におい

1 Iremonger,Wl'111'am Temple,p.429
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て ｢実際の ところ､既にかな りの部分において共通の確信が存在 している｡会議

はそれ を確認す るものである｣ と述べているように､この会議は討論の場 とい う

よりは国教会の見解 を内外 に公表す る場 とい う意味合いが強かった10

会議 では､｢共同体 の基幹産業資源が私有 され得 るよ うな社会構造の維持は､

人々がキ リス ト教的生活 を歩む ことを困難にす る点で､蹟きの石､神の正義-の

反逆 とな り得 る｣ とい う決議がなされている｡ この一文はそのまま 1月 11日付

の 『タイムズ』に掲載 され大きな反響を呼んだ20しか し会議全体のプ ログラムは

経済政策に特化 していたわけではなく､教会活動の幅広い領域に及んでいる｡ こ

こでは特に国教会の活動に深 く関与 していた詩人エ リオ ッ トが提出した論文 ｢教

育のキ リス ト教的概念(TheChristianConceptionofEducation)｣に注 目したい｡

この論文の要 旨は次のようなものである｡19世紀には教育に二つの傾 向が存在

した｡ひ とつは､専門分野が乱立 しそれぞれが対等の価値 を持っ ような ｢遠心的｣

な教育システム｡ もうひ とつは､その反動 として総合的 ･人格的な教育 を志向す

るヒューマニズム教育である｡ しか しこれ らは ともに不十分である｡ 教育は ｢ド

グマ｣に基づ く必要があるO今 日の状況を考 えた場合､教育において世俗的全体

主義に対抗 し得 るのはキ リス ト教のみであるo その点で ドイツにおける主要教派

であるル ター派が､宗教教育 と世俗教育を峻別 しているのは明 らかな誤 りである｡

教育の全体的基礎にキ リス ト教が置かれ るべきである｡ よ り広 く言 うな ら､教会

の任務は､国家 と社会 をキ リス ト教化す ることであるO今 日教育 と教会の新たな

関係 の構築が求められてい るのである3｡このエ リオ ッ トの論文は､そのまま国教

会の認識 として公 にされている｡

モール ヴァン会議 と並んでテ ンプルの福祉国家-の貢献 と見なされてい るのが､

会議 の翌年 に出版 され た彼 の著書 『キ リス ト教 と社 会秩 序(chz･)'stjaDjty and

SocJ'alorder)』である｡従来その福祉政策に関す る提言が注 目されてきた同書で

あるが､その一方でかな りの分量が教育論に割かれている｡テンプルは､｢あらゆ

る家庭の子供が､精神的 ･肉体的また人格的才能において資格がある限 り､ どの

ような種類の学校 にも入学できるような教育制度の進歩がな され るべき時代が来

ている｣と教育改革の必要性 を認 める｡そ して､｢現在な されているカ リキュラム

に対す る批判のごときは､問題の要点に対 して見当違い｣であ り､｢神 に与えられ

た能力 を最 もよく発達 させ るよ うな社会的関係 の中に子供 を置 くことが国家の緊

急の義務である｣｡教育は､｢一方において個性 の発達を促 し､他方において世界

との交わ りを酒養す るもの｣あるいは ｢国民の間に､そ して他の国民 との間に連

1 Malvem,p.ll.
2 TAeTl'mes,Januaryll,1941.
3 T.S.Eliot,'TheChristianConceptionofEducation',inMalvem,pp
201-213.
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携 を提供す るよ うなもの｣で ある必要がある｡｢この よ うな機能 に対 してはただひ

とつの候補 しかない｡すなわちキ リス ト教である｣ と述べ､エ リオ ッ ト同様､宗

教の授業のみな らず学校生活全体がキ リス ト教 を基礎 とす るべきことが必要であ

ると主張 してい る1｡

ケン トが ｢1941､1942年 のモール ヴァン-ペ ンギン ･プ ログラムに具体化 さ

れた宗教的に中立な社会計画｣に注 目してい るよ うに2､従来 このモール ヴァン会

議お よび 『キ リス ト教 と社会秩序』 に関 しては､専 らその世俗的 ･経済政策的な

側面が注 目されてきた3｡ た しかに基幹資源 の私有化 を批判す る国教会の決議 は､

世論 を導 く点で戦後労働党政権 の国有化政策 に有利 に影響 した｡また､1942年 9

月にテ ンプルが主催 したアルバー ト･ホール会議では金融問題がテーマのひ とつ

として取 り上げ られたが､ ここにはア トリー政権で商務相､蔵相 を歴任す るク リ

ップス(RichardStaffordCripps)が講演者 として招かれてい るD労働党の方針 に沿

う経済政策の提言が､テ ンプルの主眼のひ とつであった ことは明 らかである｡ し

か しなが ら､モール ヴァン会議 の 目的があ くまで戦後社会 における教会 のあ り方

全体 を打ち出す場であった ことも忘れてはな らない｡ その意味では 『キ リス ト教

と社会秩序』 も同様である｡ そ して この側面は､以下に見 るように教育改革 との

関連で強 く現れて くるのである｡

(二)全体主義の経験 とキ リス ト教教育

エ リオ ッ トは既 に触れた論文 において､全体主義 に対抗す るもの として キ リス

ト教 を主張 した｡彼は､1939年 の著書 『キ リス ト教社会 の理念』において も､｢全

体主義国家の存在理 由のひ とつは､教会が行 うのをや めて しまった機能 を提供す

ることである｣と述べている4｡このよ うに全体主義 とキ リス ト教が ともに国民の

精神的基盤 としての役割 を果た してい ると認識 し､そ こに危機 を見出 した とい う

点においてはテ ンプル も同様 である｡前章で見た よ うに､彼 は 1940年の著書 に

おいて国民統合 の軸 としてナチズムな どの ｢政治的宗教 ｣ とキ'リス ト教が同 じ役

割 を果たす とい う認識 を示 してい る5｡ また､モール ヴァン会議 において も､｢ル

ター的な政教二分法が､ ヒ トラー-の道 を準備 した ことは容易に見て取れ る｣ と

1 Temple,Cムrl'stJaDl'tyandSocl'alOrder,pp.91-92.
2 Kent,Wl'111'am Temple,p.150.ここで ｢ペ ンギン｣ とは､ペ ンギン ･スペ シャ

ル ･シ リーズで刊行 された 『キ リス ト教 と社会秩序』 を指す｡

3 Kent,Wl'111-am TTemple,pp.148-167;Spencer,Wl'111'am Temple,pp.981105;
Hastings,AHl'storyofEDgll'shChl･IstfaDl'ty,PP.397-398な ど0

4 エ リオ ッ ト ｢キ リス ト教社会 の理念｣『現代 キ リス ト教思想叢書』,p.362.

5 Temple,HopeofaNewWol･1d,pp.105-118.
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述べていた1｡当時 このような認識 は､教会人に限 らず一般の知識人の間にも広 く

見 られ る｡

ここではムー ト(Moot)とい う団体を取 り上げたい ｡ ムー トはスコッ トラン ド人

オールダムが 1938年 に結成 した討論サー クルである｡ メンバーにはエ リオッ ト

をは じめ､社会学者マ ンハイム(KarlMannheim)､オクスフォー ド大学副総長 リ

ンゼイ(AlexanderDunlopLindsay)､かつてテ ンプル とともに SCMで活躍 して

いた大学補助金委員会委員長モバー リー､聖ポール校校長オー クシ ョッ ト(Walter

Oakeshott)らが名 を連ねているoまた宗教者ニーバー(ReinholdNiebuhr)や経済学

者 トーニー らも関与 していた ｡

｢ムー トにとってマンハイムは不可欠であった｣ と指摘 され るように､ムー ト

を実質的に率いていたのはマンハイムであった2｡1939年 4月の会合で ｢自由-

の計画(PlanningforFreedom)｣を発表 したマ ンハイムは､｢社会学者 として､ど

の社会 も価値 の基盤が無 くては機能 しない と認識 してお り､この基盤 を宗教に見

出 していた｣ 3｡官僚主義的全体主義に対抗す るには､何 らかの基本価値 に基づい

た民主主義が必要であると主張 してい るように､マ ンハイムの念頭 には全体主義

-の対抗意識があった｡この思想 は､ムー トの他のメンバーにも共有 されている｡

ムー トのメンバーの中で教育に大きな関心を持 っていたのは､ロン ドン大学教

育学研究所所長 クラー ク(FredClarke)である｡彼は保守党の教育再建委員会の委

員､また教育院が設置 した教員養成 に関す るマクネア委員会の委員 として実際に

教育政策の中枢 に関与 していた｡1939年 11月の会合で､クラー クは ｢イギ リス

の教育制度に関す る覚書一来 るべき集産化社会における 『自由-の計画』の必要

性の関連で(SomeNotesonEnglishEducationallnstitutions:inthelightofthe

necessitiesof"PlanningforFreedom"inthecomingCollectivizedRegime)｣ と題

す る論文を発表 しているが､この題名 か らも分かるように彼 もマ ン-イムの影響

を強 く受 けている4｡1941年 3月に発表 した ｢宗教教育に関す る考察(SomeNotes

onReligiousEducation)｣の中でクラー クは､イギ リスにおいて宗教教育の充実

が喫緊の課題であると説 く｡また彼 は､有効な宗教教育は教派的なものであって

1Malvel･D,P.13.
2 Y.Kudomi,'KarlMannheim inBritain:AnInterim ResearchReport',
Hl'totsubashl'JoumalofSocl'alStudl'es,Vol.28,No.2,1996,p.51.このことは､

1947年のマンハイムの死 を契機 としてムー トが解散す ることか らも見て取れ る｡

3 H.E.S.Woldring,KarlMaDnLel'm:TheDevelopmentOfm sTBought(1986),
p.60.
4 後にクラー クは同 じくムー トのメンバーであった リー ヴズ(MarjorieReeves)に
対 して､マンハイムの計画を教育の領域で実行す ることが 自分の仕事であった と

述懐 しているoM.Reeves(ed.),CAz･1'stl'aDTh'Dhl'DgandSocl'alOl･der:
CoDVl'ctl'oDPoll'tl'csfTOm the1930stothePresentDay(1999),p.29.
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はな らない と主張 してい る1｡

一方 リンゼイは､全体主義 国家 との戦争 の 中でデモ クラシー とキ リス ト教 の リ

ンクを強調 した｡1940年 5月か ら 6月 にかけてな された有名 なBBC講演は､『私

はデモ クラシー を信 じる(IBell'eveL'DDemocracy)』と題 され て同年 出版 されたが2､

ここで彼 が強調 したのは ｢イ ギ リス ･デモ クラシー を して生 けるデモ クラシーた

らしめてい るダイナ ミックなキ リス ト教理念 の働 き｣に対す る信頼であった3｡全

体主義 国家 との戦争 の 中で､キ リス ト教 はデモ クラシー を支 える理念 として強調

され るよ うになった ので ある4｡｢全体主義 国家 と戦 うキ リス ト教国｣ とい う言説

は､この時期一般社会 に も多 く見 られ るよ うになる｡『タイ ムズ』紙上に も､イギ

リスの ｢無宗教化 の危機｣を危倶 し､公 立学校 での宗教教育 の拡充 を求 めるもの

や5､｢われ われ はキ リス ト教 の理念 のために戦 ってい る｡ しか しこの戦い に勝利

を得た時､わが国は この理念 に相応 しい国で あるだ ろ うか｡ われ われは次世代 に

キ リス ト教教育 を施す こ とを忘れ てはいないだ ろ うか｣ とい った､キ リス ト教教

育の必要性 を訴 える記事が 目立っ よ うになる6｡バ トラー教育法が策定 され るのは､

この よ うな時期 で あった｡

1 MootPaper,inReeves,CムpJ'stJaDThIDkl'Dg,P.33.
2 A.D.Lindsay,IBell'evel'DDemocl･aCJ;AddressesBL･Oadcastl'DtheBBC
EmpJ'Z･ePTOgTammeODMoDdaysho_aMay20thtoJune24th1940(1940).
3 永岡薫 ｢イ ギ リス ･デモ クラシーの政治哲学 的背景一 一九四〇年 の BBC放送

講演にそ って｣永岡薫 (編著)『イ ギ リス ･デモ クラシーの擁護者 A ･D ･リンゼ

イー その人 と思想』(1998),p.296.

4 R.Niblett,̀TheReligiousEducationClauseofthe1944Act',inA.G.
Wedderspoon(ed.),RelJ'gllousEducatl'oLZIL944-1984(1966).
5 TlteTl'mes,February17,1940.
6 TIzeTl'mes,January15,1941.
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第二節 バ トラー教育法 と ｢二重 システム｣ の問題

(-)教育改革の進展

バ トラー教育法が具体化 されてゆくのは第二次大戦勃発後であったが､教育改

革の必要性その ものはそれ以前か ら認識 されていた｡既に 1922年 には トーニー

が労働党のマニフェス トとして ｢すべてのための中等教育(SecondaryEducatl'oD

loz･AID｣ を発表 し1､ここか ら中等教育の拡大を 目指す ｢フォア ･オール運動｣

が展開 されている｡1926年 には トーニーを含むハ ド-委員会が義務教育年齢の十

四歳か ら十六歳-の引き上げ と同時に､教育体系の整備 を勧告 した2｡これは従来

縦割 ･並列型であった初等 ･中等教育体系の再編成を要求す るものであった｡ハ

ド-報告は､初等教育を終 えた生徒が初等後教育(post-ElementaryEducation)を

受けるべきであるとしてい る｡そ して初等教育 と初等後教育が十一歳で区分 され､

後者はこれまでのような相互に独立 した縦割型の学校体系でなく､｢ひ とつの全体

(asinglewhole)｣ として法律 によ り一律 に規定 され るべ きであるとした｡1938

年 にはスペ ンス委員会が､十一才以上の教育 を ｢中等教育｣ とし､このための機

関 としてグラマー ･スクール､テ クニカル ･スクール､モダン ･スクールの三課

程制(TripartiteSystem)を軸 とす ること､お よび公立中等学校 における授業料の

無償化 を勧告 している3｡ しか しなが らサイモ ン(BrianSimon)が ｢停滞の時代｣

と呼ぶ ように､戦間期において教育問題は結局手付かずであった4｡その理 由とし

ては経済問題や外交問題が山積 していたことに加 えて､過去の教育法が引き起 こ

した激 しい教派間対立 と社会混乱の記憶があった｡1902年 のパルフォア教育法は

ほとん どが国教会系学校であるヴオランタ リー学校-の地方税 による援助を規定

していたが､これに対 し非国教徒は激 しく反発 し税金不払い運動を展開 した｡同

法の制定は結果的に､保守党長期政権が崩壊す る第-の要因 となった と見なされ

ている50この結果 として 1906年 に成立 した 自由党政府 は､教会学校の廃止 を規

定す るビレル教育法案 を提 出 した｡ しか し今度は､第-章で触れたように､これ

1 R.H.Tawney,SecoDdaz･yEducatl'oDforAll:APoll'cyforLabourPal･ty(1922)
[成 田克矢訳 『すべての者 に中等教育を』 ,1971】.

2 BoardofEducation,TheEducationoftheAdolescent:Reportoftb,e
ConsultativeCommittee(TheHadowReport),1926.
3 BoardofEdllCation,SecondaryEducation:ReportoftheConsultative
Committee(TheSpensReport),1938.
4 Simon,Educatl'oDandtheSocl'alOTdel･,P.25.
5 村岡健次･木畑洋一 (編)『世界歴史体系 イギ リス史 3-近現代』(1996),p.229.
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に反対す る国教会側が阻止運動 を展開 し法案 は上院で廃 され る｡ このよ うなこと

か ら 1918年のフィッシャー教育法は､｢1902年の解決｣ に抵触 しない よう､特

に教会関係事項 に触れない ように注意 して策定 されたのである1｡

バ トラーが教育院総裁 に就任す るのは 1941年 7月である｡イギ リスの最大の

問題は ｢イン ド｣ と ｢教育｣であると認識 していた彼は､教育改革に強い意欲 を

持っていた2｡国民の分裂を危慎す る首相チャーチルは､｢1902年の論争を戦時中

に引き起 こすのは最悪の愚行である｡私には新たな教育法な ど到底考えられない｣

とい う手紙 をバ トラーに書き送っているが3､バ トラーは戦時中の教育法制定を決

意 していた4｡彼は､チェンバ レンの対独宥和政策の支持者 として首相チャーチル､

外相イーデン(AnthonyEden)らと対立 した経緯があ り､教育院-の異動 も前職の

外務政務次官か らの左遷 とい う側面があった｡ グ リーンはこのようなことか ら､

バ トラーが戦後の 自らの立場を固めるため､戦時中に教育法の制定 とい う業績を

残 してお く必要があったことを指摘 している5｡

教 育 法 策 定 - の 動 き は ､ 既 にバ トラー の 前 任 者 ラ ム ズ ボ サ ム (Herwald

Ramsbotham)の時代 に始まっていた｡ 民衆 の改革要求 を察知 した教育官僚は､

1940年 11月の時点で事務次官ホームズ(MauriceHolmes)を中心に対策 グループ

を作っている｡ホームズは､｢教育院は教育改革の流れに従 うのではなく､リー ド

して行 くべきだ｣と考えていた6｡彼 らによって改革指針 としての 『グ リー ンブ ッ

ク(GreenBook)』が作成 されたのは､バ トラーが総裁 に着任す る一 カ月前のこと

であった｡三課程制 をは じめ とす る戦間期の要望を一応取 り込んだこの 『グ リー

ンブ ック』は､計二十九の教育関連団体に送付 されている｡ この中には全国教師

連合(NationalUnionofTeachers)､労働者教育協会､労働組合会議 をは じめ､国

教会系学校 を管理 ･運営 していた国教会の原理 によ り労働貧困層の教育 を推進す

る国民協会(NationalSocietyforPromotingtheEducationoftheLabouringPoor

inthePrinciplesoftheEstablishedChurch)〔以下､国民協会〕､あるいはローマ ･

カ トリック教会や非国教会の教育関連団体 も含 まれている｡バ トラーは着任後､

まず これ ら関連諸団体の要望の調整 に追われ るのである｡

政府 (教育院)の方針 として 『白書一教育の再建』〔以下､『白書』〕が議会下院

に提出されたのは､1943年 7月 16日である｡『グ リー ンブ ック』が 『白書』 と

1 J.Murphy,Cムurch,StateaDdScboolsl'BBl･1'taL'D,1800-1970(1971),p.101.
2 TrinityCollege,Cambridge,ButlerPapers,G15/4:氏.A.Butler了Note',May
8,1941.
3 NA,PREM 4/ll/6,ChurchilltoButler,September13,1941.
4 R.A.Butler,TLeAz･toftLePossl'ble(1971),pp.90-124.
5 Green,̀The1944EducationAct',inParryandTaylor,Parll'ameDtaDdthe
CBurch,p.154.
6 この時期における教育官僚の対応の詳細については､P.H.J.H.Gosden,

Educatl'oDl'DtheSecondWorldWar(1976)等 を参照｡
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して提 出され るまでの過程 に関 しては､諸団体の幅広い意見が影響 を与 えた こと

を強調す る研究 と1､『グ リー ンブ ック』 は回覧 された ものの教育官僚の下で大枠

は決定 していた点を重視す る研究がある2｡実際､『白書』は教育体系の再編成 に

関 して 『グ リー ンブ ック』 の路線 を踏襲 してお り､内容的にはほ とん ど変化 はな

い｡宗教関連では､『グ リー ンブ ック』は､｢教育 において宗教が本質的な要素で

あると認識 され る時が来た とい う見解 が今 日増 えている｡ また､すべての公立小

中学校 において法的に宗教教育が受 け られ る よ うにす るべ きである とい う要求 も

強い｣ としている3｡『白書』 もこれ を受 けて､第三十六項において ｢学校生活の

中で宗教教育が よ り明確 な位置 を与え られ るべ きだ とい う要請は､諸教会の代表

に限 らず､きわめて一般的な ものであるO これ は､われわれ の社会､われ われの

国民的伝統の中で精神的 ･人格的価値 の復興 を求 める要求に根 ざしてい る｣ と､

第三十七項で ｢したがって､すべての初等 ･中等教育において学校生活 が集 団礼

拝で開始 され､宗教教育が与 え られ るべ きである とい う規定が作 られ るであろ う｣

としている4｡また 『白書』は学校 に関 して､公 立学校 とヴオランタ リー学校 の ｢二

重 システム｣が ｢適正な経済お よび効率 と両立 しない｣とす る一方で､｢ヴオラン

タ リー学校 は廃止 され るのではな く､ よ り多 くの財政援助 と同時に公的 コン トロ

ール を受 けるべ きである｣ としている5｡

一方､『白書』提 出の十 日後 ､教育改革 の上で非常に重要な報告書が提 出 され る｡

中等教育に関す るノア ウッ ド委員会報告である｡報告書は､戦間期 に出 されたハ

ド-報告お よびスペ ンス報告 を継承 し､中等教育機 関 として､グラマー ･ス クー

ル､テ クニカル ･スクール ､モダン ･スクールの三課程制 を勧告 してい る｡ この

報告書で注 目され るのは､キ リス ト教教育の必要性 を強 く訴 えていることである｡

報告書は､ 目的を失 った相互に関連性 の無い技術的な教育風潮 を批判 し､超越的

価値すなわちキ リス ト教 を基盤 とす る教育が求め られている と述べ る｡ さらに､

｢家庭｣での宗教教育が行われな くな り､｢教会｣の出席者が減少 している今 日で

1 兵頭泰三 ｢教育政策 の形成-バ トラー法の場合｣『京都 大学教育学部紀要』Ⅸ
(1963);G.A.N.Lowndes,TLeSl'JeDtSocl'alRevolutl'oD/ABAccountOftLe
ExpaDs1'ODOlPubll'cEducatl'oDl'DEBglBDdandWales1895-1965(1969);M.
Barber,TLeMakl'DgOftbe1944EducatloDAct(1994)な どO一方でサイモ ンは､
これ らの諸団体 による議論 は認 めつつ も､ これ らの団体 自体が教育院の ｢パー ト

ナー｣である と見て､その議論の閉鎖性 を強調 してい るo Simon,EducatJ'oBaDd
theSocl'alOrdez･,p.58.
2 Batteson,̀The1944EducationAct';Wallace,̀OriginandAuthorship';
GewirtzandOzga,'Partnership,Pluralism andEducationPolicy'な ど｡

3 NA,CAB117/109,CommitteeonReconstruct,ionProblems-Policywith
RegardtoEducation(1941-43):EducationAftertheWar(theGreenBook)
(June1941).

4 Educatl'oDalRecoDStTuCtl'oD(1943),pp.10111.
5 Educatl'oDalRecoDStrUCtl'oD,P.14.
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は､｢学校｣にお いて キ リス ト教的価値観 を次世代 に伝 えて ゆ く必要がある と主張

してい る1｡

(二)｢二重システム｣ をめ ぐる問題

以上見て きた よ うに､戦争初期 の教育改革 の動 きは基本的にキ リス ト教教育 の

拡充 を強調す る ものであった O ここで重要な こ とは､ このキ リス ト教教 育の要請

が教会人 による働 きかけのみの結果ではなか った こ とで ある｡それ は一方でムー

トに代表 され るよ うな知識 人の反全体 主義的な要請 に基づ くものであった し､戦

時 中広 く認識 されていた キ リス ト教国 としてのアイデ ンテ ィテ ィの再確認 を求 め

る国民的要求 に促 され た もので もあった｡教育官僚 も積極 的 に しろ消極 的 に しろ､

『グ リー ンブ ック』 においてキ リス ト教教育 の必要性 を認 めてい る｡ また保守党

政治家バ トラー は 『白書』提 出の前月 に､｢宗教教育 が学校 の 中で明確 に位置づ け

られ ､子供たちが信仰 に従 って育成 され るべ きであ る とい うのは､政府 の意図で

ある｣と明言 してい る2｡ノア ウッ ド報告 に関 しては､バーネ ッ トは技術教育 の軽

視 を批判す る立場か ら ｢委員長 の選択 が絶望的であった｣ と述べてい るが､委員

長 ノア ウッ ド(CyrilNorwood)は､ハ ロー校校長 を経 てオ クス フォー ド大学聖 ジ ョ

ン ･コ レッジ学長 に就 いていた人物で あった｡彼 は 1929年 に 『教育 にお けるイ

ギ リス的伝統(EDgll'sh7ナadl't)'oDL'DEducatL'oD)』 を著 してい るが､そ こで騎士道

的 ･キ リス ト教的教育 を賞賛 してい る3｡他 の委員 も､教育 関連団体の代表や グラ

マー ･ス クール の校長 とい った､バーネ ッ トが ｢啓蒙主義的教育支配層 ｣ と呼ぶ

面々であった4｡キ リス ト教教育 を重視す る報告書 の内容 は､彼 らの保守的な思想

が色濃 く反映 していたので ある｡

この よ うな世俗社会 の さま ざまな方面か らの キ リス ト教教育 の要請 は､教会側

が これ に どの よ うに対応す るのか とい う問題 を生 じさせた ｡ なぜ な ら､ これ らの

要請 は必ず しも教会 (教会学校)の介入 を必要 とす るものではな く､国家 (具体

的には LEA)によるキ リス ト教教育の実施 で満たせ るもので あったか らである｡

この問題 に入 る前 に､当時の教会学校 の状況 について見てお く必要があるだ ろ う｡

1940年前後 の小 中学校 の内訳 を見てみ る と､公 立学校 が約 10,100校で生徒数

が約 350万人､ ヴォ ランタ リー学校 が約 12,000校 あ り､そ の うち国教会系が約

1 CuI･rl'culum andExaml12atl'oDSl'DsecoDdaz･ySchools/Repol･tofthe

Committeeofthe SecoDdal･ySchoolExaml'Datl'oDSCouDCllJAppol'Dtedbythe

PresJdeDtOFtAeBoardoFEducatl'oDl'D1941(1943),.pp.84-91.
2 TAeTl'mes,June5,1943.
3 C.Norwood,EDgll'sLTrad)'tl'oDl'DEducatl'oD(1929).
4 Barnett,TheAudl'tofWap,pp.2981301.
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9,100校 125万人､ ローマ ･カ トリック系が約 1,300校 30万人､非国教会系が

約 300校 4万人であった1｡教会学校 は､もともと貧困層の教育のために教会が

提供 した学校である｡それ らの多 くは小規模 で老朽化が進み､立地 も農村が中心

であ り時代の要請 とかけ離れた もの となっていた｡また教育の レベルの低 さも問

題 となっている｡テンプルが認 めているように､教師達か らも ｢教会学校 は一段

低 く(lessdignity)見 られていた｣のである2｡国教会の聖職者 夕 トロー(Tissington

Tatlow)は､教会学校-行 くことは､｢人生において教育的ハ ンデ ィキャップを背

負 うことになる｣とまで評 している30その上､寄付金が減少す る一方で国家か ら

要求 され る教育お よび建築の最低基準が上昇 したため多 くの学校が深刻な資金難

に陥っていたO実際戦間期､国教会系学校は年間平均 76校が閉鎖 している4｡ ま

た当時教育院のブラック リス トに記載 された 700校の うち､399校までが国教会

系学校であった5｡さらに､ハ ド-報告お よびスペ ンス報告は中等教育課程の編成

を勧告 していたが､教会には中等学校 を建設す る経済的余裕 もなかったのである｡

このようなことか ら､教育体系の再編成 を契機 に ｢二重システム｣の廃止､す

なわち教会学校 の管理 ･運営をLEAに移すべきであるとい う議論が出てきたの

は当然のことであった ｡ た とえば､全国教師連合は､イギ リスの国民 と教員の大

多数が学校でのキ リス ト教教育を必要 としていることを認 めていたが6､その一方

で書記長マ ンダー(FrederickMan且er)が述べたように､教会学校の存続に関 して

は明確 に反対 していた7｡教会学校の廃止 を求める声は､労働組合会議や教育委員

会連盟(AssociationofEducationalCommittees)､協同組合(C0-OperativeUnion)

か らも聞かれた｡ また多 くの親 も､子供の人格教育 として公 立学校における非教

派的キ リス ト教教育で十分であると感 じていた8｡このよ うなことか ら､当時のあ

る国教会聖職者が述べているように､第二次大戦までには ｢ほとん どの人が､ロ

ーマ ･カ トリック系を除 く教会学校が無 くなるのは時間の問題であると認識 して

いた｣のである9｡

1 Garbett,TheCla)'msoFtAeC丘uz･cLofEDghBd,p.216等による0

2 Temple,LOurTrustandOurTask:BeingthePresidentialAddressDelivered

attheAnnualMeetingoftheNationalSocietyonWednesday,Juqe3rd,1942',
inTemple,TheCBurcALooksFoL.ward,p.7.
3 LambethPalaceLibrary,William TemplePapers,19/138:TheReverend
CanonTissingtonTatlowtoTemple,June24,1942.
4 Hastings,AHl'stol･yOfEDgll'sACム1･1'stlaDl'ty,p.418.
5 Iremonger,Wl'111'am TTemple,p.572.
6 J.LawsonandH.Silver,ASocl'alHl'storyofEducatl'oDJ'DEDglaDd(1973),p.
417.

7 F.Mander,RelJil'ousIDStl･uctj'oDCoDtTOVerSy(1942),pp.2-9.
8 Murphy,Cムul･CA,StateandSchoolsl'DBn'tal'D,P.114.
9 W.J.Brown,TneCムul･CAandtheEducatl'oDAct(1944),p.6.
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(≡)｢二重システム｣ 問題-の教会の対応

既述のよ うに､『白書』は ｢二重 システム｣の存続を示唆 していた｡したがって

多 くの教育関連団体は､全体 として 『白書』の改革案 を歓迎 しつつ も､｢二重シス

テム｣の保持に関 しては留保 をっけている｡ しか しより大きな問題は､キ リス ト

教会諸教派の反応であった｡バ トラーが ｢教育問題の世俗的解決は不可能である｣

と述べ1､また副総裁イー ドも ｢依然 として教育問題の進展は､教派間の壁の除去

次第である｣と記 しているよ うに2､従来教育法の成立を妨げてきたのは､ま さに

この教会学校 をめぐる教派間の対立であった｡ ここで ｢二重 システム｣ 問題に関

して､国教会お よびその他 の教派が どのよ うなスタンスを取 っていたのかを確認

してお く｡

テ ンプルは 1942年 6月､議長 を務 める国民協会の年次大会 において講演を行

っている｡そこで彼は､｢重大な決定が求め られている｡この国の教育システムが

見直 され､何 らかの形で変更 され ようとしているのである｡ われわれはこの過程

に対 し､完全かつ適切に参加す る用意があるべきだ｣ と述べ､国教会が教育改革

に積極的に関わるべきことを主張 した｡｢二重 システム｣ に関 しては､｢われわれ

は､『二重 システム』の廃止に関す るいかなる提案 も受け入れ ない｡われわれはこ

のよ うな提案 に対 し断固戦 うべ きである｣､あるいは ｢一般 的宗教教育(general

religiouseducation)の推進のために 『二重システム』 を改変す るべきではない｣

と述べているよ うに､教会学校 の存続 を強 く主張 していた｡彼 は､｢二重 システム｣

存続の意義 を､官僚的画一化 に対す る ｢二重性(duality)その ものにある｣ と主張

する3｡テ ンプル と同様､｢二重 システム｣の存続を強硬 に主張 したのが､ グロス

ター主教- ドラムである｡彼 は､｢国家による学校の統制は全体主義的である｣と

断 じ､ したがって教会はあ らゆるコス トを払 ってでも独 自の学校 を守 るべきであ

ると主張 していた4｡このテンプルや- ドラムが用いた論理は､全体主義に対 して

多元的権力構造 を主張す るものであ り､イギ リス保守主義の伝統的論理であった

が､より実際的な観点か ら ｢二重 システム｣の維持 を主張 したのは ウェイクフィ

ール ド主教 ヒュ-ム(CampbellRichardHome)である｡ 彼 は ｢教会学校の役割は､

キ リス ト教的国民の創 出とともに､将来の教会のメンバーを育成す ることである｣

と述べている5｡

1 NA,ED138/20,NotesoHnterviewsofR.A.BlltlerbyDr.S.Weitzman,May
25,1945.
2 NA,CAB102-253,ChllterE°eDiary,Vol.5,July9,1942.
3 Temple,fourTrust,andOurTask',inTemple,TheCムurcbLoohsForward,p
54.

4 TLeTl'mes,November5,1942.
5 TIzeTl'mes,December14,1943.
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しか し､国教会 の聖職者すべてが ｢二重 システム｣の存続 を求めていたわけで

はなかった｡元 ダー ラム主教- ンソンは､国家による教会統制を主張す るエ ラス

トス主義の信奉者 として ｢二重 システム｣の存続 に批判的であった｡彼 は ｢国民

の統合｣に資す るよ うな公 立学校 での非教派的キ リス ト教教育を支持 している1｡

しか し多 くの聖職者 は､積極的な廃止論者 とい うよ りは､財政的理 由か ら教会学

校の存続 を悲観 していた｡ヨー ク大主教 ガ-ベ ッ トは､｢時代 は変わった｡今や教

会学校 は国家 に よる援助無 しには存続できないのだ｣と述べている2｡また彼 は後

に､｢多 くの信徒は教会学校が税金 の負担 になっていると感 じている｡かな りの学

校が政府 に引き渡 され るのはやむを得 ない｣ とい う認識があった ことを記 してい

る3｡

教育問題 に関 して国教会が公式に態度 を表明 したのは､1942年 11月である｡

国民協会 は､｢『二重 システム』 に関す る中間報告｣ を提 出 し､国教会の代表機 関

である教会議会 で承認 され た｡報告の内容 は次の三つの原則 に集約 され る｡教育

の機会均等 と教育体系の再編成の支持 ､教育の基礎がキ リス ト教に基づいている

こと､そ して､この よ うな教育は､｢ク リスチ ャン ･コミュニテ ィに明確 に組み込

まれた学校｣において最 も効果的であること､である｡その上で報告書 は､財政

的責任 の拡大に もかかわ らず､ 自力経営可能 な教会学校が存在す ること､ 自力経

営不可能な学校 では国家の支援 を受 け入れ ること､支援 を受 けて も経営が困難な

学校 に関 しては一定の条件 の下で LEAに引き渡す ことを述べている4｡この路線

は､後 に述べ るバ トラーの政策 と協調可能 な ものであった｡1943年 10月 には､

テ ンプルが公式 に 『白書』支持 を表明 してい る50

国教会以外の教派 に 目を向けると､ ローマ ･カ トリック教会 はその求心力の高

さに 自信 を持 ってお り､ 自らの教会学校 の存続 と国家による管轄拡大に対す る拒

否 を明確 に していたO一方で非国教会諸教派 は､19世糸己か ら一貫 して教会学校 の

廃止 と公 立学校 による非教派的キ リス ト教教育を主張 してきた｡ 当時､ 自由教会

連盟会議 を結成 して活動 していた彼 らは､『タイムズ』-の投書を通 じて､｢われ

われの最終的 目標 は､非教派的な宗教教育 と礼拝 を伴 う国家的義務教育システム｣

であるとし6､｢二重 システムは全廃 が望ま しい｡ このこ とは非国教会の一致 した

意見である｣ と主張 してい る7｡

結論か ら述べ る と､バ トラー教育法において この問題 は､｢調整二重 システム｣

1 TLeTl'mes,December23,1943.
2 TheTl'mes,November13,1942.
3 Garbett,TheC/aJ'msoftAeCAuz･cLofEDghDd,p.217
4 TAeTl'mes,October28,1942.
5 Iremonger,Wl'111'aR2Temple,p.572.
6 TAeTl'mes,January14,1944.
7 TneTllmes,October27,1943.
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と呼び得 る解決に落ち着 く｡ これは学校 を州立学校(CountySchool)とヴォランタ

リー学校(VoluntarySchool)に分類 し､ さらに ヴォランタ リー学校 の中に管理校

(ControlledSchool)と援助校(AidedSchool)とい うカテ ゴ リーを設けるものであっ

た｡管理校では､支出の全額 を公金で補助す る一方で､教員の任免､宗教教育の

実施は LEAが行 う｡援助校では､基本的に従来の ヴォランタ リー学校-の援助

を引き継いで支 出の半額 を公金で補助す るが､教員の任免､宗教教育の実施は学

校理事会の権限 として残 る､ とされている｡

バ トラーは､｢二重システムの改革は､第-にギブ ･アン ド･テイクの原則で考

える必要がある｣と述べていた1｡すなわち､国家による管轄権の拡大を伴 う資金

援助である｡グ リー ンはこの ｢調整二重システム｣は､1942年 までにはバ トラー

の頭 の 中にあ り､ この案 の背 後 には､彼 の ｢非 常 に思慮深 く傾倒 した教 会人

(unusuallythoughtfulandcommittedchurchman)｣ としての熱意 とともに､保守

党人 としての ｢任意原則(voluntaryprinciple)｣と行政的再建の間のバランス感覚

があった と指摘 してい る20-方で､財政的な理 由も無視できないであろ う020

世紀初頭の 自由党による教会学校廃止の失敗 の原因は､保守党が多数 を 占めてい

た上院の反対以上に､財政負担の増大にあった｡ その後､戦間期における公立学

校の増加は､教育関連支出を 1918年の 4,000万ポン ドか ら 1938年 には 9,000

万ポン ドにまで増や し国家財政をさらに圧迫 し始めていた3｡ この上に 10,000校

近 くある教会学校 を公立学校 に移管す るとなると､ さらなる財政負担の急増が避

けられなかったのである｡

｢ヴォランタ リー学校 は廃止 され るのではな く､よ り多 くの財政援助 と同時に

公的 コン トロールを受けるべきである｣ とい う 1943年 7月の 『白書』において

おぼろげなが ら姿を現 したバ トラーのこの提案は､国教会 としては受け入れ可能

なものであったが､既に述べた ように全国教師連合 をは じめ とす る多 くの教育関

連団体はこれに反発 した｡そ して何 より､｢二重システム｣の温存は非国教会が伝

統的に反対 してきた点であった｡バ トラーの課題は､これ ら反対派-の対処であ

った｡バ トラーの立場か らの研究は､ この対処の成功によるバ トラー教育法の成

立を､彼 の卓越 した調停能力に帰 している4｡その一方で､｢二重システム｣ の問

題は教会学校の問題でもある以上､教会側 の状況に 目を向けることも必要である｡

1 TneTl'mes,October3,1942.
2 Green,̀The1944EducationAct',inParryandTaylor,Pal･11'ameBtandthe
C占urcL,pp.1551162.
3 Stall-stl'calAbstractfoz･theUDl'tedKl'DgdomFol･Eachofthe15Yeal･Shop
1911to1925,pp.44-47;Statl'stl'calAbstTaCtfortheUDl'tedKJlDgdomforEach
oFtLe16二抱BZ･srTOm 1924to1938,pp.64165.
4 Jefferys,TheCムul･Chl'11CoalJ'tl'oD;S.Brooke,Laboul･'sWar/TheLabour
Pal･tydurl'DgtheSecondWoz･1dWar(1992);菅野 『イギ リス国民教育制度史研

究』;Simon,Educatl'ODaDdSocl'alOrderな ど｡
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次節では､教育法策定期における教会の動向とその影響について考察す る｡
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第三節 福祉国家における教会

(-)バ トラー教育法 とエキュメニカル運動

この時期の教会 の動 向を語 る上で最 も重要なのは､エキュメニカル運動であるO

既 に述べた よ うにエ キュメニカル運動 は教会 の再一致 を 目指す運動であ り､1910

年 にエデ ィンバ ラで開催 された世界宣教協議会 を噂矢 として戦間期急速 に発展 し

た｡イギ リス国内において も同時期､テ ンプル を中心 として諸教派間の一致が大

き く進展 してい る｡1942年 に設立 された全英教会協議会 はその成果のひ とつであ

った｡ これ には ローマ ･カ トリック教会 を除 く主要教派が参加 してお り､議長テ

ンプルが設立時の演説で述べているよ うに､｢一般生活 に対 して新たなチ ャンネル

となる｣ ことを企図 した組織であった1｡教会史家-イステ ィングズは､｢全英教

会協議会の設立は､対立か ら協調-の転機 であった｡ --それは何 よりも明確 に

教会史における戦前の世界 と戦後の世界 を分かつ ものであった｣ と評 してい る2｡

教育問題 もこのエ キュメ.ニカル運動 と密接 に関連 しているOエキュメニカル運

動が､教育改革 において諸教会が妥協できるよ うな下地を作 っていたのである｡

この ことは過去の教育法の策定 をめ ぐる困難 を見れば画期的な出来事であった｡

ウェイ クフィール ド主教 ヒュ-ムは､｢ここ何年 にもわたって､諸教派間の相互理

解 の増大が見 られた｡ これ が今 日の教育改革 の提案-の道 を準備 したのである｣

と指摘 している3｡このよ うな教派間の関係 の変化 は､一般社会 に も感 じられ てい

た｡『タイ ムズ』 は 1941年 に､｢宗教改革 と非国教会の出現以来､かつてないほ

ど諸教会 は協力的になっている｡ --今 こそが教育法改正の時期である｣ とい う

記事 を載せてい る4｡そ して教育院総裁バ トラー 自身 も 1943年 10月 の ｢教育の

新秩序｣と題す る演説において､｢宗教教育に関 して教派間の合意の領域が増 えて

いる｣ ことを強調 し5､また翌月 の地元選挙 区での演説 において も､｢諸教派 の教

会指導者 による支援 によって､教育改革に関す るさま ざまな不安が取 り除かれた｣

と述べている6｡

この教派間の協調の増大に大 きな役割 を果た したのが､宗教教育に関す る ｢合

1 Temple,LASermonPreachedinst.Paul'sonSeptember23rd1942,at,the
InaugurationoftheBritishCouncilofChurches',inTemple,TLeCAuL･CL
LooksFol･wBl,d,pp.32-34.
2 Hastings,AHl'stoz･yOfEDglJ'sA(乃1･1'stl'aDl'ty,P.392.
3 TheTl'mes,December14,1943.
4 TheTJ'mes,March4,1941.
5 TLeTl'mes,October14,1943.
6 TLeTl'mes,November6,1943.
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意 シラバス(AgreedSyllabus)｣の作成 で ある｡｢合意 シラバス｣は諸教派､教師お

よび LEAの代表 による協議 に よって州 ご とに作成 され るものであ り､ したがっ

て事実上 このシラバ スは宗教教育にお いて超 教派的なキ リス ト教教育 を保証す る

ものであった｡ この種 のシラバスは､戦 間期 以降エ キュメニカル運動 の進展 に伴

ってい くつかの地域で作成 され始 めていた｡このシラバスが特 に注 目され たのは､

単一校地 区(SingleSchooIArea)の問題 に関 してである｡非 国教会 は従来 ､国教会

系学校 にお ける教派的教育 を批判 して きた｡ 当該地域 に国教会系の小学校 しか存

在 しない場合､非国教徒 あるいは他宗教者や世俗主義者 の子弟 はその国教会系学

校 に通 わ ざるを得 なかったか らである ｡ 非国教会 は この状況 に激 しく反発 し､単

一校地 区の国教会系学校 を LEA-移譲す ることを求 めていたO この点で ｢合意

シラバス｣の存在 は大 きな意味 を持 った｡国民協会が国教会系学校 において も ｢合

意 シラバス｣ を使用す るこ とを推奨 していたか らで ある｡ テ ンプルは 1938年 ､

自ら委員長 を務 めた国教会教義委員会 の報告書 『イ ングラン ド国教会 にお ける教

義(Doctz･)'Del'DtheCムuz･chofEDglaDd)』 において､｢国教会 に神学 の体系 とい う

ものは存在 しない し､その よ うな もの を望んで もいない｣ と述べ る とともにキ リ

ス ト教教義 の幅広い解釈 を認 め､超教派的キ リス ト教 を推進す るこの ｢合意 シラ

バス｣ に も好意 的な姿勢 を示 してい る1｡1941年 には ヨー ク大主教ガ-ベ ッ トと

連名 で､｢全 国的に宗教教育に用 い られ る 『合意 シラバ ス』の進展が見 られ る0･･･

- これ は この時代 の最 も希望 に満 ちた兆候 のひ とつで ある｣ とい う声明 を出 して

い る2｡ また､国民協会 の講演で も､ ｢宗教教育 の内容 について､われ われ と非 国

教会 の指導者 の間の合意 に関 して大幅 な前進 があった｡多 くの 『合意 シラバス』

は､大いに賞賛 に値す るものである｣ と述べてい る30

この よ うに国教会 の最高指 導者 が｢合意 シラバス｣の使用 を推奨 していた以上､

『白書』提 出時 には既 に ｢合意 シラバ ス｣ に基づいた非教派 的キ リス ト教教育が

公 立学校 お よび 国教会系学校 においてな され る見込みが十分 にあった｡つま り､

｢二重 システム｣と非教派的 キ リス ト教教育 の両立である｡『白書』提 出後 のバ ト

ラー の調停 以前 に､既 に教派 間では一定の妥協があった と言 える｡実際非 国教会

は､1943年 に 『白書』が出 され た時点 で ｢二重 システム｣に対す る妥協 を示唆 し

ていたO 自由教会連盟会議議長代理で あ り､炭鉱 ス トライ キ介入時の常置会議 の

メンバーで もあった会衆派連盟議長ベ リー は､｢われ われ は二重 システムの全廃 を

望んでい る｡ -- しか しこの よ うな ラデ ィカル な提案 は現状 では非現実的である

ので､『白書』 の提案 に妥協す る用意が あ る｣ と述べ4､ 自由教会連盟会議議長 ホ

1DoctTl'Bel'DtheCAurcLofEDglaDd,pp.1-18,p.25.
2 TLeTl'mes,February13,1941.
3 Temple,PresidentialAddressatNationalSociety,inTemple,TAe(泡urcA
LooksForward,p.55.
4 TheTl'mes,October27,1943.
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ワイ トホー ン(RoyDrummondWhitehOrn)も翌月 ､｢非国教会は 『白書』 に完全 に

満足 しているわけではない｡ しか し受 け入れ られない点にこだわって宗教教育を

含む教育再建 を拒むべきではない と考 えてい る｣と述べてい る1｡そ してバ トラー

教育法においては､第二十六条で､｢公立学校 の生徒 に与 えられ る宗教教育は､合

意 シラバスに従 って与 えられ るべ きで あ り､教派的教育を含 んではな らない｣､第

二十七条で ｢管理校 の生徒 に与 え られ る宗教教育は､合意 シラバスに基づ くもの

でなけれ ばな らない｣ と規定 され たのである ｡

(二)戦後社会における教会の位置

既 にバ トラー教育法が教会 に受 け入れ られ る際 にエ キ ュメニカル運動 の進展

が大 きな役割 を果た していた ことを述べた｡議論 を進 めて､ このバ トラー教育法

を通 して戦後福祉 国家の形成 と教会の関係 を考 えるな ら､重要なことはエ キュメ

ニカル運動の方 向性 の問題 である｡テ ンプル がェ キュメニカル運動によって求め

たのは､世俗社会か ら帝離 した次元での教会 の一致ではなか った｡彼は戦間期以

降､教会の社会介入 を主張す るキ リス ト教社会主義運動 を指導 してきた｡彼 のエ

キュメニカル運動 はこのキ リス ト教社会主義 の方 向性 を含む ものであ り､教会観

そのものの変化 を企図す るものであった｡す なわち､内面的 ･精神的救済 を重視

し世俗 の社会問題 に無関心な教会か ら､現実の社会問題 の解 決に積極的に関与す

る教会-の変化 である｡モール ヴァン会議 な どでの経済政策 の提言は､ この方針

のひ とつの表れ であった｡

ここで注 目され るのは､テ ンプル と同様 に ｢二重 システム｣の存続 を訴 えてい

た グロス ター主教- ドラムの教会観である｡彼 もエキュメニカル運動 を指導 した

ひ とりであったが､その基本思想 はテ ンプル と明確 に異なっていた｡- ドラムは

教派間の神学的対話 と相互理解 を中心 としたエ キュメニカル運動 を志向 してお り､

したがってテ ンプルの社会介入 を伴 うエキュメニカル運動には終始批判的であっ

た｡ - ドラムは､全英教会協議会 の設立に際 して もその動機 が ｢政治的｣である

と疑問を投 げかけている2｡第一章で見た よ うに､この- ドラムが抱いた よ うな教

会観は､世俗化 が進行 した 19世紀後半か ら国教会 内部 に見 られ るものである｡

それは ｢修道会的教会観｣ と呼び得 るもので､世俗化 した社会か ら隔離 した､熱

心な信徒 のみ に よる共 同体 としての教会 を志 向す るもので あった ｡ 彼 らは ロー

マ ･カ トリック教会や非国教会の よ うな求心力 の強い独 自の宗教サブ ･カルチャ

ーの形成 を求 めていたのである｡ 実際戦時 中において も､非 国教化 を求 める動 き

1 TieTl'mes,November16,1943.
2 TlteTl'mes,October2,1943.
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が無視できなかったことは､カンタベ リー大主教テ ンプルや ヨーク大主教ガ-ベ

ッ トといった国教会の最高指導者が 1942年､1943年 と非国教化の要求 を批判す

る声明を出 していることか らも見て取れ る1｡

一方でテンプルの教会観は､世俗化 した国民 ･国家 と協調を図ろ うとす るもの

であった｡彼は 1942年 7月､｢われわれの主要な課題は､絶 え間ない退却の中で､

国家 との争いによって追い出され るまで最後の抵抗 をす ることではない｡それ よ

りもわれわれの影響力が国家の行為すべてに深 く浸透す るよ う気を配 ることであ

る｣と述べている2｡本章冒頭で述べたように､教育の領域はこの間題が直接問わ

れ る分野であった｡彼は国民協会議長演説で､教育の領域における国家による中

央管理や行政の効率化の必要性 を認 めている3｡一方で教会に関 しては､国教制の

維持 を主張す るとともに､｢合意シラバス｣-の強い支持に見 られ るように､超教

派的 (エキュメニカル)なキ リス ト教会を 目指 していた｡

以上の点か ら､ ともに ｢二重 システム｣ の存続 を主張 していたテンプル と- ド

ラムの主張の論拠が違 うことは明白であるO- ドラムが教会学校の椎持 に求めて

いたのは､国家 との距離を とることであった｡ この点で彼はバ トラーの ｢調整二

重システム｣に対 して も国家のコン トロールが強化 され るとして反対 を表明 して

いる40- ドラムの教会観 は､彼が国教会の ｢存続｣に不可欠 と見な した方向では

あったが､福祉 国家 とい う国家の管轄権拡大のひ とつの頂点においては ｢抵抗勢

力｣としての教会 となって現れて くるものであった｡また彼の主張は､｢非教派的

キ リス ト教教育 もある種の教派的教育であ り､その画一的強制である｣ と述べて

いるように5､非国教会 と距離 を とろ うとす るものでもあったO-方でテ ンプルは

国民協会演説において､｢教育に関 してわれわれは国家の管理 と自発的企画の真の

融合の道を探 らなければな らない｣と述べている6｡そ こには国家の管轄の拡大 と

組織 としての教会の存続 とい う矛盾す る要請､換言す るな ら､国家を教会の上位

に位置づける- ンソンのエ ラス トス主義的教会観 と､- ドラムの修道会的教会観

との間のジ レンマがあった｡テンプルの ｢二重システム｣ の維持の主張は､エキ

ュメニカル運動の推進 と相 まって､このジ レンマの妥協点であったのである｡

1 TieTJ'mes,November16,1942,'January10,1943.
2 Iremonger,Wl'111'am TTemple,p.571.
3 Temple,President,ialAddressatNatJionalSociety,inTemple,TLeCAurcA
LooksForwaL･d,p.53.
4 TLeTl'mes,November2,1943.
5 TLeTl'mes,November5,1942.
6 Temple,PresidentialAddressatNationalSociety,inTemple,TheCAul･CA
LooksForwal･d,p.153.
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* * * * * *

1943年 12月に上程 されたバ トラー教育法案 は､翌 1944年 8月 3日に成立 し

た｡ グ リー ンが指摘す るよ うに､成立 した法律は上程 された法案 と比べて､また

『白書』 と比べてもほ とん ど変更がな されてお らず､この点でバ トラーの立法戦

略は成功 した と言 える1｡さらに 『白書』 自体､教育官僚の作成 による 『グ リー ン

ブ ック』の基本方針 を受 け継いでいた ことを考えると､バ トラー教育法はた しか

に保守的な法律であったO何 より同法は､戦間期に強 く要求 されたパブ リック ･

ス クール改革 に全 くと言 って よいほ ど触れていない｡バ トラーはこの問題 を､

1942年 7月に諮問委員会 (フレミング委員会)に委託す ることによって法案 に盛

り込む ことを避 けたのである2｡

その背景には当時の政治情勢があったO連立政権は実質保守党に頼っていたの

であ り､バ トラーはまず教育改革に興味を示 さない首相チ ャーチルお よび保守党

議員 を説得す る必要があったが､彼 らはエ リー ト層の再生産装置であ り自らも属

す るパブ リック ･スクール文化の保存 を望んでいた｡それは保守党が望むよ うな

社会の安定に不可欠なものであった｡この点では教会の問題 も同様である3｡バ ト

ラー 自身保守党政治家 として 1942年 3月に､｢農村における教会学校の廃止は､

保守党にとって致命的な打撃 となるだろ う｡保守党は教会 と地主の歴史的コネク

シ ョンに頼 っているのだ｣と語 っている4｡チャーチルをは じめ とする保守党議員

はテンプルの社会主義的性 向を警戒 してはいたが､1942年 にその彼をカンタベ リ

ー大主教 に指名 したように､キ リス ト教会の リーダー としての彼の国民的影響力

を必要 としていたのである｡

このようなことか ら､バ トラーによる ｢調整二重システム｣の採用は､グ リー

ンの主張す る ｢国家 と教会 をキ リス ト教教育- と向ける方策｣であるとともに､

同法の保守性の表れ として見ることも可能であろ う｡国教会そのものが代表的な

保守的勢力である以上､その指導者であるテンプルが望んだ ｢教会学校 の存続｣

が､結果 として保守党的社会秩序の維持 となって現れ るのも当然であった｡戦後

1 Green,LThe1944EducationAct',inParryandTaylor,Parll'ameDtandthe
C丘urch,p.162.
2 フレミング委員会は､1944年 7月に報告書を提出 している｡バ トラーは教育法

案でパブ リック ･スクール問題 を扱わないことを､｢調査 中であるとい う名 目で正

当化｣できたのであるoSimon,Educatl'oDandtheSocl'alOl･del･,P.65.
3 この点で､国教会 とパブ リック ･スクールの間の密接な関係 も重要であろ うO

テンプルが 1910年か ら 1914年 まで レプ トン校の校長 を務 めていたように､国教

会聖職者 がパブ リック ･ス クールの校長に就任 している事例 は多 く見 られ る｡

4NA,CAB102/252,ChuterE°eDiary,Vol.6,March19,1942.
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の福祉国家の形成 に多大な影響 を与えた彼 の革新的社会政策 が､ このよ うな社会

を前提 とした ものであった ことは重要であろ う｡ この問題 に関 しては次章で再び

触れ る｡

一方で､バ トラー教育法にお ける教会の影響力 の温存 を見 る時､｢教会学校 の存

続｣ と並んで も うひ とつ注 目され るこ とは ｢キ リス ト教教育の義務化｣である｡

これ は本章で見た よ うに､全体主義-の ｢対抗的理想(counterideal)｣ としての

キ リス ト教 とい う､す ぐれて近代的な要請があった ことが明 らかであ り､教会学

校-の国家の コン トロールが強化 され ることに対す る ｢報酬(quidproquo)｣や1､

教会勢力 に対す る ｢時代錯誤な妥協｣ とい う側面のみか ら捉 えるべきではないだ

ろ う2｡

本章で注 目したのは､ この時求め られたのが教義的なキ リス ト教ではな く､む

しろ文化的で非教派的なキ リス ト教であった こと､お よび この事実-の教会側 の

対応 である｡バ トラーはチ ャーチル を説得す る際､｢(1902年のパルフォア教育法

以来の)四十年 間が教会対立を和 らげた｣と述べてい る3｡ しか しその四十年 の間

には単なる時間の経過 のみではな く､教会側 の 自らの存続 をかけた積極 的な運動

があった｡その中で何 よ り大きいのが､戦間期 にお けるエ キュメニカル運動の進

展であったOバ トラーは､キ リス ト教教育の拡充 を望む一方で､｢特定の教派の教

義の中で子供 を育て､その教派の コミュニテ ィに子供 を帰属 させ ることは国家の

役割ではない｣と述べている4｡この点で､保守党人 としてキ リス ト教的倫理規範

の再生 と国家的教育体系の確立の間のバ ランスを保 とうとす るバ トラー と､超教

派的な ｢キ リス ト教会｣を 目指すエ キュメニス トは､同 じ方 向を向いていたので

ある｡

グ リー ンは､教育問題 は ｢国教会 と非国教会 の対立の問題 として生 じたが､ こ

の問題 を解決す ることはで きなかった｡バ トラー教育法は非 国教会 を満足 させな

かったのである｣ として､同法の制定 を国教会の特権 を再確認 した点で ｢国教会

の大勝利(ananglicantriumph)｣ と評 している5｡ しか し本論文の視点か ら見 るな

らば､国教会 と非国教会の対立軸のほかに､ も うひ とつ重要 な対立軸が存在 した

ことが分か る｡ す なわちテ ンプル､あるいは非国教会のホ ワイ トホー ン､ベ リー

らエ キ ュメニス トと､- ドラム あるいはその支持者 オ クス フォー ド主教カー ク

(KennethKirk)ら国教会 内の反エ キュメニス トの対立である｡- ドラムの主張は

1 Fraser,TheEvolutl'ODOftAeBl･Itl'sLWelfareState,p.245.
2 MorganandEvans,TAeBattleforBI･)'tal'D,p.131.
3 K.Middlemas,Powel･,Competl'tl'oDandtheState,Vo1.1/Brl'tal'Dl'Dsearchof
Balance,1940-1961(1986),p.186.
4 LambethPalaceLibrary,William TemplePapers,20/198:ButlertoTemple,
Feb2,1943.
5 Green,̀The1944EducationAct',inParryandTaylor,PaL･11'amentandthe

Cムul･CA,p.150.
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｢二重システム｣の維持 とい う点で表面的には認められたが､バ トラー教育法の

内実は国家のコン トロールの拡大 と非教派的キ リス ト教教育を認めるものであ り､

彼の主張 とは全 く異なるものであった｡その意味で､バ トラー教育法はテンプル

らエキュメニ云 トの勝利であった と言 えるだろう｡
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第四章

第四章 福祉国家の形成 とテンプルの思想

前章までの趣 旨は､テンプルの思想お よび活動が 20世紀前半の国教会のあ り

方にどのよ うな影響 を与えてきたか､すなわちイギ リス社会全体の中における教

会の姿の変容 を考察す ることであった｡ 一方で､この時期のテンプルの教会人 と

しての活動 とその結果 としての国教会 の変革が､その属す るイギ リス社会のあ り

方に対 して与 えたインパ ク トについて も無視 できないであろ う｡ キ リス ト教社会

主義に基づいたテ ンプルの国教会改革 は､国教会を不可欠の構成要素 としていた

イギ リスの伝統的社会システムに必然的に影響 を及ぼす ものであった｡ この点で

注 目され るのは､第二次大戦後のイギ リス社会 を特徴づける福祉国家の形成にお

いてテンプルが果た した役割である｡元来､国教会の聖職者 はキ リス ト教的良心

の代弁者 として､あるいは主教職 にある者 は国政議会の上院議員(LordSpiritual)

として､広範な政治問題 に対 して一定の影響力を及ぼ してきた｡ 中でも ｢人民の

大主教｣ とも呼ばれ､戦時中にはBBCのラジオ放送を通 じて演説を数多 く行い

国民の精神的支柱 ともなっていたテンプルの場合､その発言 は国民の間に大きな

影響力を持 っていた｡本章では､これまで述べてきたようなテンプルの思想 を踏

まえつつ､第二次大戦 中に彼が展開 した福祉 国家論を考察す る｡

以下では､第一節 において 1942年 に出版 されたテンプルの代表的著書である

『キ リス ト教 と社会秩序』 に見 られ る福祉 国家論を整理 し､その主な内容 と意義

を考察す る｡その後第二節において､テンプルが主張 した ｢自然法(NaturalLaw)｣

の理念に注 目す るD この 自然法概念はテンプルの福祉国家論 を構成す る上で重要

な役割を果たす とともに､その福祉国家論 に保守性 を内在 させ る要因 となるもの

であった｡
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第一節 テンプルの福祉国家論

(-)『キ リス ト教 と社会秩序』における福祉国家論

- リスがその著書 『イ ギ リス福祉 国家 の諸起源(TLeOn'g)'DSOftheBrl'tl'sh

welfaz.estate)』において 19世紀初頭か ら筆 を起 こしているように､イ ギ リスに

おける福祉国家は長い期間の中で さまざまな要素を織 り交ぜっっ形成 された もの

である1｡ しか し同時に彼が ｢1918年か ら 1939年 とい う時期は､法律的発展は

比較的少なかった ものの福祉国家の全体的な骨格に根本的に関わる数多 くの改革

がな された時期であった｣と述べるように2､テンプルが国教会の指導者 として活

動 した戦間期は､第二次大戦後に確立 され る福祉国家の枠組みが具体化 される上

で特に重要な時期であった｡

しば しば ｢福祉国家(welfareState)｣ とい う語を初 めて用いたのはテ ンプルで

あると言われ るように､彼 はキ リス ト教社会主義運動の指導者 としてかな り早い

段階か ら福祉国家の形成 を提言 してきた3｡彼が この語 を明確 に用いたのは 1941

年 に出版 された 『市民 と教会人(C1'tl'zeDandChurcAmaD)』においてであったが､

copECの開催 に代表 され るように､彼が戦間期か ら世俗的社会問題 の解決に

積極的な関心を示 してきた ことについては既 に述べた通 りである｡

福祉国家 とテンプルの関係 において特に重要なのは､1942年 に出版 された彼の

著書 『キ リス ト教 と社会秩序』である｡前章で も触れた よ うに同書は前年 に開催

されたモール ヴァン会議 に関連 して出版 された ものであったが､その主な内容は

テ ンプルが戦間期以来主張 してきたことであ り､彼 のキ リス ト教社会主義思想の

集大成 と位置づけられ るものである｡ 同書の前半は､第一章 ｢教会はいかなる介

入の権利 を持つか(WhatRighthastheChurchtolnterfere?)｣､第二章 ｢教会は ど

のように介入す るべ きか(HowshouldtheChurchlnterfere?)｣､第三章 ｢教会は過

去に介入を主張 したことがあるか(HastheChurchclaimedtoInterferebefore?)｣

1 Harris,TheOrL'gl-DsOftLeBz･1'tl'shWelfareState.
2 Hal.Tis,TAeOrJ'gl'DsOftbeBrl'tl'shWelfareState,p.283.
3 A.Briggs,ASocl'alHl'storyoFEDglaDd(1999)【今井宏 ･中野春夫 ･中野香織

訳 『イングラン ド社会史』,2004]等｡ブルースは､福祉国家(WelfareState)とい

う用語 自体はオクスフォー ドの経済学者 ジンメル ン(AlfredZimmern)の造語であ

った と指摘 しているoM.Bruce,TABComl'DgOftLeWelfaz･eState(1961),p.31.
クラークの言 うよ うに ｢福祉国家｣ とい う用語 を新造(coin)ではないに しろ確立

(establish)したのがテ ンプルであった とす るのが妥当であろ うoP.Clarke,Hope

aDdGlo_ry/Bl･1'tal'D1900-1990(1996)[西沢保 ･市橋秀夫 ･椿建也 ･長谷川淳一 ･

姫野順一他訳 『イギ リス現代史 1900-2000』,2004],p.157.
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とい うよ うに､教会の世俗社会に対す る介入の是非に関す る内容である｡彼は第

一章においては､｢人間活動のあらゆる領域において神の 目的は何か とい うことを

乱す ことが教会の任務であ り､･--教会は神 の 目的の媒介であることがその使命

であるがゆえに､当然に 『介入』せ ざるを得ないのである｣と述べ1､第二章にお

いては､専門知識 を欠いた具体的政策を提示す ることを戒 めつつ も､｢教会の主要

な任務は､キ リス ト教的諸原則お よびキ リス ト教的精神の力 を示す ことでなけれ

ばな らない｣ と説き2､第三章においては､中世 における神学的経済(theological

economics)や初期のキ リス ト教社会主義者 に言及 しつつ､｢キ リス ト教の社会的教

説の伝統は確かに存在 した｣と主張す るよ うに3､教会の世俗社会-の介入を基本

的に正当化 している｡その上で､第四章 ｢キ リス ト教的社会原理一基礎(Christian

SocialPrinciples:(a)primary)｣､第五章 ｢キ リス ト教的社会原理一派生(christian

SocialPrinciples:(b)Derivative)｣､第六章 ｢自然秩序 と原則の優先性(TheNatural

OrderandthePriorityofPrinciple)｣､第七章 ｢眼前の課題(TheTaskbeforeus)｣

において､キ リス ト教的な社会のあるべき姿の諸原則 を提示 しているO しか し同

書で最 も注 目され るのは､末尾 に ｢付記｣ として ｢ひ とつの試案(A Suggested

Programme)｣と題す る一章を設 け､具体的な経済福祉政策 を提言 していることで

ある｡

彼はここで､キ リス ト教的社会のあるべき姿 として次の六つの原則を掲げてい

る4｡

(-)｢すべての児童は､上品 さと尊厳 を備 えた住宅を持つ家族の一員でなければ

な らないOその上で､栄養不足や人員過剰､不衛生､あるいは環境の機械

的単調 さの犠牲になることなく､幸福 な交わ りの うちに基本的な社会の一

員 として成長す ることが可能 とされなければな らない｣｡

｢第一次大戦は､ま ともな住居 に対す る満た されない需要を轡積 させ る一方で､

その供給の停止 を強いたために住宅不足を悪化 させ､大戦後､住宅問題 は切実な

政治課題 となった｣ と言われ るように､戦間期 において住宅不足は深刻な社会問

題 と化 していた01924年 の ウイ- トリー住宅法(wheatley'sHousingAct)は十年

間に五十万戸を超 える公営住宅の建設 を 目指 し､1930年代後半には年間平均約三

十六万戸の住宅が建設 されている｡テ ンプル も ｢住宅問題の改善に関 しては戦前

大きな進展があった｣ と認 めている｡ しか しなが ら第二次大戦の勃発は､この住

1 Temple,CBrl'stl'aDl'tyandSocl'alOpdel･,p.38.
2 Temple,(乃Z･1'stl'aDl'tyandSocialOrder,p.45.
3 Temple,CAz･1'stl'aDl'tyandSocl'alOrder,p.53,p.57.
4 この部分の引用は､Temple,(詣1･1'stl'aDl'tyaDdSocl'alOrder,pp.99-115よ り
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宅問題 を再燃 させ ることになる｡ 住宅建設の停滞 と空襲による破壊､ さらに婚姻

率や出生率の上昇か ら､戦後再び第一次大戦後のような住宅不足が生 じることは

明 らかであった10テンプルが第-に住宅問題 を挙げたのは､このような背景か ら

であった｡彼は投機的な土地売買や､公共の利益のための土地使用を妨 げるよう

な既得権益の保守を批判す るDまた､土地取引や家賃の補助金な どに関す る政府

の介入を要請す るとともに､土地の有効利用 を勧告す る組織 として地方住宅委員

会(RegionalCommissionerofHousing)の設置 を提案 している｡ さらに住宅問題 と

密接 に関わる家庭生活の問題 として､三人以上の子供 を持つ母親 に対 しては衣料

お よび食料切符 の形での家族手当(FamilyAllowance)が与えられ るべきこと､ま

た家庭外 における児童の福祉 に関 して､学校での毎 日の給食 と牛乳が支給 され る

べきことを要請 しているO

(二)｢すべての児童は成年 に達す るまで各々の適性が考慮 され､それ らが十分に

発達 され得 るよ うな教育を受 ける機会 を与 え られ るべきである｡ この教育

は､その全般 を通 じて神-の信仰 によって励 ま され､その中心が礼拝の う

ちにあるものでなければな らない｣｡

教育の問題 については前章でも触れたが､テンプルが ここで特に問題 としてい

るのは､義務教育年齢 の問題である｡彼は ｢すべての国民は十四歳に至 るまで､

第一義的に産業の要素 としてではなく､教育の対象 として考慮 され るべきである｣

とい う 1918年のフィッシャー教育法の原理 を再確認 している｡一方で彼は､｢第

一義的｣に教育の対象 とされ ることが重要であるとし､｢産業徒弟的なものを含む

定時制教育｣の可能性 は認 めている｡

(≡)｢すべての国民は､家庭 を維持 し､(-)に述べた ような条件 において児童

を養育できるだけの収入を得 る事が保障 されなければな らない｣｡

既に述べた通 り､適正賃金の要求はキ リス ト教社会主義者が 19世紀末か ら主

張 してきたことであった｡1908年のパ ン ･アング リカン会議 においてもCSUの

カーター(JohnCarter)は､産業界に求める第-のこととして ｢適正賃金｣を挙げ

ている2｡テンプル も ｢賃金は四人家族､夫婦 と子供二人にとって十分な程度にま

で引き上げ られ保たれ るべ きである｣と言 う｡1930年代以降､この適正賃金の問

題は失業問題 と密接 に関連 して顕在化す る｡人格的な家庭生活を維持す る上で､

当時大きな問題 となっていた失業は早急に対処 され るべきものであった｡彼は失

1 クラー ク 『イギ リス現代史』,pp.137-143.

2 Wilkinson,Chl･1'stl'aDSocjall'sm,P.58.
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業問題の是正のため､｢国家は社会 に有益な仕事を相 当数保持すべきである｡--

そ してこれは どのような時で も労働の一般的需要に従 って政府がその仕事量を調

整す るよ うなものである必要がある｣と言 う｡さらにそのための公共事業 として､

沿岸の水食防止作業や植林､道路工事 といった具体的な例まで挙げている｡また

同時に､失業者 のための訓練施設の設立も提案 しているO

(四)｢すべての国民は､彼 の労働 によって営まれている事業あるいは工場の経営

に対 して発言権 を持ち､その労働が幸福(well-being)のためのものであるこ

とを知 ることによる満足感 を得ることができなければな らない｣｡

テ ンプルは ｢生産 とい う実働 に対 して労働者が参与できない とい うことは､経

済的生活における交わ りが破壊 されていることを明 らかに示す ものである｣ と言

う｡彼が理想的企業のモデル として挙げているのが ドイツ､イエナのツァイス硝

子会社である1｡1846年 に創設 された同社は､1889年以来 ｢資本家の搾取のない

組織｣を目指 してカール ･ツァイス財団(CarlZeissStiftung)によって運営 されて

いた｡同社は､八時間労働制や年次有給休暇､年金制度な どを積極的に取 り入れ

ている｡ このよ うな福利厚生の充実に加 えて､彼は ｢労働者 が重役会の中でも有

効に代表 され るべきである｣と言 う｡さらに労働者のみな らず､｢消費者の利益を

代表す る重役や取締役 を推薦す るよ うな規定が政府 によって作成 され るべきであ

る｣と提言す る｡後に述べ るように､彼は生産 は消費のためになされるとい う ｢自

然法｣に基づいた原則 を強 く主張 していたが､｢生産が消費者のためのものである

な らば､当然に消費者の協力 とい う原則が生 じて くる｣ のである｡

(五)｢すべての国民は､彼 の趣 向 と才能による興味 と活動 を伴 う人格的な生活を

享受す るだけの十分な時間的余裕 を持てるよ う､毎 日の十分な余暇 と一週

あた り二 日の休 日を持 ち､従業員である場合 には年一 日の有給休暇が与 え

られ るべきである｣｡

ここで主張 されているのは､週休二 日制 と有給休暇制度である｡週休 二 日制に

関 してテ ンプルは､産業的疲労を防ぎ､資材 の消耗 を節約す る点で生産高の減少

よりはむ しろ増加 を招 くであろ うとい う専門家の意見を引用 し､その人間的利益

(humanadvantage)を主張 している｡ さらに教会人 として ｢もし土曜 日に リフレ

1テ ンプルは学生時代 にイエナを訪れてお り､その際に同社 を見学 した と思われ

る｡彼は ｢どの ような変化 がこの会社 に起 こったのかは知 らないが､現在 も繁栄

していることを願 っている｣ と記 しているoTemple,Cムrl'stl'aDl'tyaDdSocl'al
Ordel･,P.103.
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ッシュや娯楽のための全面的な機会が与えられ るな ら､ 日曜 日をその本来の性質

である礼拝 と休息の 日として回復す ることができるであろ う｣ と期待 している｡

有給休暇に関 しては､彼は三つの点で重要であると言 う｡す なわち､産業活動に

おいて労働者の人格 を認 める点､労働者の レク リエーシ ョンが産業的にも有効で

ある点､お よび家族的生活の充実の上で不可欠な娯楽の機会 を与 えることになる

とい う点である｡

(六)｢すべての国民は､信仰 の 自由､言論の 自由､集会の 自由､また特別の 目的

のための結社 の 自由 とい う形 において､その 自由が保 障 され るべ きであ

る｣｡

この原則 に関 しては､｢非常に重要な課題であるものの現在何 らの特別 な行動を

必要 としていない｣ としつつ､国家が他の 自由を危 うくす るような 自由の濫用を

防止す るべきであると述べている｡

以上のよ うにテ ンプルは六つの原則 を提示 したが､数 ある社会問題の中で彼が

特に注 目してい るのは､｢現代の社会悪の中で最 も恐 ろしいものであ り､近年 さら

に悪質な形 を取 るよ うになった｣ とい う失業問題である1｡彼は､｢イギ リスの労

働者階級 を毒 している最悪のものは､不安定 とい うことである｡彼 らは失業 とい

う恐 るべき危険の下に生活 している｡そ して今 日､新たな恐 るべき悪が現れてき

た｡すなわち相 当の範囲に及ぶ長期失業である｣ と言 う2｡テンプルは 1931年の

経済危機 とこれ に伴 う失業の深刻化 を機 に､この失業問題 に深 く関与 してきた｡

1933年 に開始 した既述の失業調査 は 1936年以降 ピル グ リム ･トラス ト(Pilgrim

Trust)か らの財 政支援 を受 け､1938年 には調査報告書 『失 業者(Men Wl'thout

Work)』 として公刊 されている3｡ これは､ブラックバーン､ダー ラム､ リグァプ

ールな どにおいて一年以上失業 してい る人々に関 して､失業の原因や生活状況を

詳細に記録 した報告書であった｡ また､サンプル としての個人の生活記録や既に

実施 されている救済策の有効性 についても調査 されてお り､同報告書はその後の

政府や調査団体の失業対策 に大きな影響を与えるものであった｡｢失業は現代文明

の試験点｣ と認識 していたテンプルは4､『キ リス ト教 と社会秩序』 においても至

る所で失業の害悪について触れている｡さらに､｢失業は侵食性 を持 った害毒であ

る｡ これは肉体的 ･道徳的両方の力 を弱める｡その最悪の影響は､特に今 日のご

1 Temple,(乃rl'stl'aDl'tyandSocl'alOTdel･,P.33.
2 Temple,CムrJ'stllaDl'tyandSocl'alOTdel･,p.95.
3 MenWl'tAoutWork:AReportmadetothePl'1gTl'm Tmst(1938).
4 ForwardtotheADBualRepol･tOftLeComauDl'tySepvl'ceCoy_ncl'Jfoz･
CouDtTyDuz･Lam,1936,asreportedinTABTl'B7eS,March9,1936.
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とく､社会がある程度の失業者 を保護 している場合､肉体的欠乏ではな く､む し

ろ自分が必要 とされていない とい う道徳的な災害である｣ と言 うように､彼は失

業が不経済であるのみでな く､｢道徳的にも最 も破壊的｣な状態であることを強 く

認識 していた1｡彼 に とって失業の問題 は､産業的 ･経済的問題に とどま らず人格

的 ･キ リス ト教的問題であった｡

(二)テンプルの福祉 国家論の意義

テンプルは､｢社会改革の計画を立てるとい うことは､キ リス ト教徒それ 自体 と

しての義務 の一部ではない｣と言 う2｡個々の問題 に関す る専門知識やそれぞれ を

総合的に機能 させ るよ うな統一的な政治理論 を欠いた介入の脆弱性は､第二章で

見たようにCOPECや炭鉱ス トライキにおいて露わになった｡『キ リス ト教 と社

会秩序』において も､｢教会や聖職者 自体が､争いの解決のための条件 を提議す る

とい うことは決 して正 しい ことではない｡彼 らは必要な専門知識 を欠いているか

らである｣と述べている3｡テンプルはそれ以降具体的な政策ではなく､聖書 にお

けるキ リス ト教倫理 と実際の社会問題 とを結ぶ ｢中間原理(MiddleAxiom)｣の提

示が聖職者の義務であると認識するよ うになる｡その一方で､｢われわれ は確 固た

る職業をすべての国民に与 えられ るよ うな社会 システムを見出さなければな らな

い｡ これ を成 し遂げるまでわれわれの良心は安 らがない｡キ リス ト教的同情が こ

れを要求す るのである｣ と言 うように､キ リス ト教的良心の要請が必然的に社会

改革を求めるとい うジ レンマが常にテ ンプル につきま とっている4｡

結果的に､『キ リス ト教 と社会秩序』にお ける提案は明 らかに具体的であった｡

ケン トが指摘す るよ うに､｢中間原理を持 ち出 して装お うとも､これは政治プ ログ

ラム｣であった5｡テ ンプル もこの点は十分に認識 してお り､具体的提案 は ｢付記｣

として本文 と分 けている｡さらに､｢私がここに記 したことを､キ リス ト教徒の支

持す るべき政治プ ログラム として捉 えてはな らない｡そのよ うなプログラムは存

在 しない し､また存在 し得ないO私はこれをキ リス ト教的原則を持つ ものであろ

うとす るとい う意味でのひ とつのキ リス ト教的社会計画 として提示す るのであるo

Lか しここには､もしキ リス ト教徒であれば これ らの計画を当然に賢明な､ある

いは適切なもの と思 うべきであるとい うよ うなことは､なん ら示唆 していない｣

1 Temple,Cム1･1'stl'aDl'tyandSocl'alOydel･,P.95,p.102
2 Temple,Cムrlstl'aDltyandSocl'alOTdez･,p.95.
3 Temple,(詣rl'stl'aDl'tyandSocl'alorder,p.45.
4 Temple,Cnl･1'stl-aDl'tyandSocl'alorder,p.35.
5 Kent,Wl'111'am Temple,p.189.
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と断っている1｡た しかにすべてのキ リス ト教徒 に支持 を求めるものではないにせ

よ､国教会の事実上の最高指導者 がこのよ うな形で提案 している以上､イ ギ リス

中のキ リス ト教徒 に大きな影響 を及ぼす ことは明 白であった｡

言 うまで もな くこれ らの政策 は､テ ンプル独 自の思想 ではなかった｡ た とえば

失業問題 については､オクス フォー ド大学ベイ リオル ･コレッジ以来の知 己であ

ったペ グァ リッジが 1909年 に彼 の社会保障論 の原点 となる 『失業一産業の問題

(UDemPloymeDt/APz･oblem ofZDdustzIJ)』 を出版 して以来､一貫 して関わってき

た問題であった2｡べ ヴァ リッジも職業安定所や失業保 険の整備 を勧告 してい るよ

うに､失業問題 に対す る国家 の積極的介入 を主張 している｡『キ リス ト教 と社会秩

序』における失業形態 の分類 な ども､明 らかにペ グァ リッジの研究に拠 っている3｡

さらにテ ンプル 自身が序文 において述べてい るよ うに､同書はベ ヴァ リッジに限

らず トーニーや ケイ ンズ といった福祉 国家建設の支柱 となる経済学者のア ドバイ

スによって成 った ものであった｡

このよ うに 『キ リス ト教 と社会秩序』の提言 はテ ンプル独 自の思想ではないに

しろ､キ リス ト教会が理想 とす る社会 のあ り方 を具体的に示 した とい う点で革新

的な意味を持 っている｡教会 と世俗の社会 システム との関係 は 19世紀 のキ リス

ト教社会主義運動の開始以来変化 しつつあったが､20世紀 においても宗教の領域

と政治 ･経済の領域 を峻別す るべ きであるとい う意見はなお強かった｡保守党下

院議員 ヒュ一 ･セシルはその著書 『保守主義』 において次の よ うに述べている｡

｢キ リス ト教はある特殊 な政治体制に酷似 している｡ だか ら､その体制 の唱道者

を正 当化す るためにキ リス ト教の権威 に訴 えて もよい､ としば しば主張 され る｡

この ように主張 されてい る体制 とは､まことに奇妙 なことに､国家の機能 を とく

に強化す る社会主義である｣｡そ して彼は､｢キ リス ト教はわれわれ に社会主義者

になることを求 めない ｡ 社会主義 と個人主義 との間の問題 は､キ リス ト教が直接

にはなんの関係 ももたない政治機構上の問題 である｣ として この見解 を否定 して

い る4｡国教会の聖職者 の中に も第一章で述べた- ンソンをは じめ として､キ リス

ト教 と社会主義 のつなが りを否定す る者が少 なか らず存在 した｡｢教会の働 きは政

治や経済､社会機構 に関す ることにあま り煩 わ され るべ きではない と思 う｡

む しろ諸個人 にキ リス ト教的 な生活 を送れ るよ うにす る こ とが教会 の義務 で あ

る｣ と言 うよ うに5､彼 らに とってキ リス ト教は社会変革 を 目指す ものではな く､

人間の心の変革 を通 して よ り良い社会 を建設 してゆ くものであった｡セシルが｢聖

パ ウロは奴隷制 を寛容 し､ キ リス ト教徒の間でその廃止 を要求す るかわ りに､奴

1 Temple,CBl･Istl'aDl'tyandSocl'alOz･deL･,P.114.
2 W.Beveridge,UDemPloymeDt/AProblem ofIDdustTy(1909).
3 Temple,CAl･1'stl'aDl'tyandSocl'alOl･deL･,PP.33-34.
4 セ シル 『保守主義 とは何か』,pp.66-100.

5 Headlam,W2ZatItMeans,p.152.
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隷所有者 とその奴隷 との双方にキ リス ト教的同胞愛の精神 を吹き込む ことによっ

て､奴隷制 による圧制の刃をかわす こ とで満足 した｣ と述べているのは､このよ

うな考 え方 を端的に表 している1｡ この点で､『キ リス ト教 と社会秩序』における

上記のテンプルの提案は､教会の立場か ら明確 に社会改革 を志向 していた｡ この

主張が国教会の最高指導者 によってな された とい う点で､それはま さにキ リス ト

教社会主義運動のひ とつのクライマ ックスであった｡セシルやチャーチル らが警

戒 した ように､テ ンプルの言動は世論 に大きな影響 を及ぼす ものであった o 近年

のブラウン(CallumBrown)やスネイブ(MichaelSnape)の研究が示す ように､統計

上の教会出席者数の低下にもかかわ らず､少なくとも第二次大戦期までのイギ リ

スはた しかに ｢キ リス ト教国｣であったのである2｡テンプルは 『キ リス ト教 と社

会秩序』の出版 と同 じ 1942年 に国教会の最高指導者カンタベ リー大主教に就任

しているが､ア トリー内閣で蔵相 を務 めた ドール トン(HughDalton)の 日記にはそ

の際の話 として､｢あなた方社会主義者は､この度カンタベ リー大主教の地位まで

得ま したね｣ と語った保守党員の話が記 されている30また ロビンスは､｢ア トリ

ー政権期の労働党議員の多 くは戦時中のテンプルの著書に多大な影響 を受けてい

た｣と指摘す る4｡保守党の同盟者であった国教会の最高指導者 が社会主義的な社

会改革を提言 した とい うこと自体が､国教会の歴史 さらにはイギ リス史全体にお

いて､大きな変革であった｡

1 セシル 『保守主義 とは何か』,p.77.

2 C.Brown,TAeDeathoFCム_rl'stl'aDBrl'tal'D･'UDdez･staDdl'DgSecularl'zatl'oD,
1800-2000(2001);M.Snape,GodandtheBpl'tl'sbSoldl'eL･:Rell'gl'oDandthe

Bl･1'tl'且ムAl･myl'DtheFl'rstandSecondWorldWalls(2005).
3 ち.Pimlott(ed.),TLeSecondWol･1dWarDl'al･yOFHugADaltoD,1940-45
(1986),p.391.
4 Robbing,HL'stol･JIRell'glODandIdeDtl'ty,P.224.
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第二節 テ ンプル と保守主義

(-)平等観 とパブ リック ･スクール問題

一方でテンプルの福祉国家論は､彼 の教会観 との関連でい くつかの問題 を内包

す るものであった｡ひ とつは教会側の問題である｡テンプルは一貫 して国教制度

の維持を主張 していたが､それは結果的に拡大を続 ける国家 と国教会が接近す る

ことを意味 し､国家の教会 に対す る統制を認 めるエラス トス主義的傾向を避 け ら

れないもの とした ｡ 第一章で述べた よ うに､キ リス ト教社会主義運動の起点のひ

とつでもある 19世紀のオクスフォー ド運動は､まさにこのエラス トス主義に反

対 して生 じたものであった｡オクスフォー ド運動の直系継承者であるゴアが 1919

年授権法の策定において､あるいは- ドラムが 1944年バ トラー教育法の策定に

おいてこのようなテンプルの思想 を強 く批判 していた ことは既に述べた通 りであ

る｡キ リス ト教社会主義運動の大成者 と位置づけてもよいテ ンプルの思想が結果

的にエラス トス主義的傾 向を帯び るに至った所以に関 しては､20世紀初頭の新 自

由主義や第一章で述べた よ うな--ゲルニボーザンケッ ト的な国家観の影響が大

きいであろ う｡それ とともに､1930年代以降のナチズムに代表 されるよ うな国家

主義 に対す る危倶 も作用 していた｡1934年 にジンメル ンが ｢強権 国家(power

State)｣ に対抗す る概念 として ｢福祉国家｣ を提示 した よ うに､テンプル も 『市

民 と教会人』の中で ｢福祉 国家｣ を ｢強権国家｣に対置す るもの として用いてい

る1｡国家の管轄領域を教会のそれ と峻別 したル ター派を激 しく批判 しているよ う

に､テンプルに とって国教制度は福祉国家の構成要素 として世俗的国家の暴走を

防 ぐものであった｡

テンプルの教会観が内包す るも うひ とつの問題は､世俗社会のあ り方 自体の問

題であるO ゴア らが非国教化 をも覚悟 したよ りセ ク ト的な教会を志向 していたの

に対 して､テ ンプルの場合は元来保守的な体制教会である国教会 とい う組織 を国

教 としての地位 を維持 したままに福祉 国家の中に位置づけることが前提であった｡

このことによって､彼 の社会改革論は不可避的に一定の制限を伴 うもの となった｡

この点で､テ ンプルの思想 と労働党の理論的指導者 トーニーの思想 とを比較す

ることは､テンプルの福祉 国家観の性格 をよ り立体的に示すであろ う｡彼 らはラ

グビー校お よびオクスフォー ド大学ベイ リオル ･コレッジでの級友であ り生涯を

通 じて緊密な関係 にあった. トーニーは､死後 出版 された 『備忘録(Commonplace

1Temple,C1'tl'zeDandC仏urchman,p.36.
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Book)』か らも明 らかなよ うにキ リス ト教道徳 を社会の基盤 に据 えることを望ん

で いた 10 1926年 出版 の 『宗 教 と資本 主義 の隆盛(Rell'gl'oD andtheRl'seof

capL'talL'sm)』においては､近代以降の宗教 と経済の ｢二元論｣的な分離 を激 しく

批判 している2｡また､内面的救済のみを重視す る福音派を批判す る点において､

あるいは社会環境が諸個人の内心を規定す る とい う考え方 において､ トーニーは

テンプル と軌を一に していた3｡彼が 『キ リス ト教 と産業問題』報告書の中心的な

執筆者 として､またCOPECの ｢産業 と財産｣小委員会報告の実質的作者 とし

てテンプルのキ リス ト教社会主義運動 に協力 していた ことは既に述べた通 りであ

るO

しか しなが ら､国教会の聖職者テ ンプル と労働党 とい う世俗 の組織を通 じて社

会改革 を 目指 した トーニーは､必ず しもすべての点において意見を共に していた

わけではなかった｡そのひ とつが ｢平等｣の概念に関す る問題である｡ トーニー

はロン ドン大学の経済学部教授 に就任 した 1931年､『平等論(Equall'ty)』を出版

しているO彼はここで ｢富の再分配や収入の平等が単純に平等をもた らすわけで

はない｣としつつ も､｢階級の存在｣と ｢富の偏在｣が社会的不平等の根源である

と主張す る4｡ ノイマ ン(SigmundNeumann)が指摘す るよ うに､『平等論』の主張

は ｢課税の増加 と社会政策 の拡充 とによる､富の再分配説 に尽きるもの｣であっ

た5｡テンプルはこの トーニーの著書に対 して､｢率直に言 って､彼の 『平等論』

にはひ どく失望 した｣と述べている60彼 らの平等観 には明 らかに溝が存在 してい

た｡ トーニーが､最終的には ｢条件の平等｣を追求す ることになったのに対 し､

テンプルは ｢国民的窮乏の時代 に求め られているのは､犠牲の平等である｡ これ

はすべての国民が国家に対 して同 じ額 を納めることではな く､また財産 に比例 し

た額 を納 めることで もない｡犠牲の平等はすべての人に同様 に影響す るようなや

り方 によってのみ成 され る.それ は物差 しではな く､関係 の問題である｣と言 う70

トーニーはテンプルの死後､次のよ うに評 している｡｢テンプルは生来の平等主義

者であった｡ 彼 は人間に とって最 も重要な事実は､すべての人間は神の子である

とい う事実であると考えていた｣ 80 ｢神の子 としての平等｣は､必ず しも社会的

1 J.M.WinterandD.M.Joslin(eds),CommoBPhceBook(1972).
2 R.H.Tawney,RelJ'gl'ODandtheR)'seoFCapltall'sm (1926).
3 R.Terrill,R.H.TawDeyaDdHl'sTl'mes:Soc)'all'sm asFellowshlb(1973),pp.
33-34.

4 R.H.Tawney,EqzLall'ty(1931),p.35,pp.62-63.
5 S.Neumann,TLeFutureJ'DPepspectl've(1946)帽 材保信訳 『現代史一未来-

め道標 ･下』,19561,pp.26-27.
6 William TemplePapers,Vol.30,p.230.
7 Temple,Cl'tl'zeDandCAurcAman,p.71.
8 R.H.Tawney,LWilliam Temple:AnAppreciation',TheHJ'gLway,January
1945,p.45.
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平等を要請す るものではない｡た しかにテンプルは社会的不平等を黙認 しつつ精

神的側面のみに注意 を払 うような福音至上主義に反対 し､キ リス ト教社会主義運

動 を展開 した｡ しか しなが ら､彼 もまた聖職者 として究極的には ｢神の子 として

の平等｣とい う宗教的平等観 が核心にあ り､｢今 日の社会の分化 をもた らしている

のは権力の不平等である｣ とい う トーニーほ どには社会的な平等を求めていなか

った1｡ む しろスペ ンサーが指摘す るよ うに､｢テンプルの平等､すなわち価値 の

究極的平等は､『命 じる者 もいれば従 う者 もいる』とい う思想 と完全に両立す るも

のであった｣のである2｡

以上のよ うな彼 らの平等観 の違いは､パブ リック ･スクール問題 においての見

解 の相違にも顕在化 している｡ トーニーが力説 したように､教育改革は社会的不

平等の問題 に取 り組む上で不可欠の課題であった｡1910年 に二十九歳の若 さでパ

ブ リック ･スクール､ レプ トン校の校長に就 いていたテンプル も､当初はパブ リ

ック･スクール改革を唱えていた｡彼は前任の校長 フォー ド(LionelFord)に対 し､

｢パブ リック ･スクールは 目立った形で階級分裂 を再生産 しているように思いま

す｡ 内情を知 った上で､それ らを減 らすシステム-の改革を 目指すつ も りです｣

とい う手紙 を送っている3｡ しか しなが ら､この彼の試みは完全な失敗に終わる｡

テ ンプルは任期 を終 えるにあたって友人に､｢私が在任 中に学んだことがひ とつあ

るとすれば､制度は旧来の路線 に沿って動 くか､ さもなけれ ば廃止 され るしかな

い とい うことだ｡古い制度 をその勢力 を維持 したままに新 しいや り方で運営す る

ことは不可能だ｣ と語っている4｡｢その勢力 を維持 したままに｣ とい う文言か ら

もわかるように､彼はパブ リック ･スクールそのものを廃止 しようとしたわけで

はなかった ｡ む しろ 1916年 には､パブ リック ･スクールが ｢連帯感｣ を酒養す

る上で有益であると主張 し､ さらには植民地官僚の例 を挙げて､帝国統治の上で

｢フェアプ レイ精神 を養 うこと｣､｢あ らゆる仕事 を引き受 けること｣､｢自己を宣

伝 をしない こと｣､｢権威 を持 って命令す ること｣にパブ リック ･スクールでの教

育が大きく貢献 していると述べている5｡彼がパブ リック ･スクールの問題点 と見

たのは､生徒の出身階級が限定 されているとい うことであった｡彼は､｢大きな問

題は､単一の階級か ら生徒が集 め られていることであるo このためどれだけ彼 ら

の公共心が強 くて も､視野が狭 く彼 らの階級 に伝統的なや り方で しかその公共心

を発揮できない｣ と言 う｡ 逆に言 えば､テンプルにとっては､この点 さえ改善 さ

1 Tawney,Equall'ty,P.117.
2 Spencer,Wl'111'am Tbmple,p.68.
3 William TempletoLionelFord(June20,1910),inlremonger,Wl'111'am
ZTemple,p.147.
4 Iremonger,Wl'111'am Tbmple,p.148.
5 Temple,PresidentialAddresstotheEducationalSection,British
Association,1916,pp.2-ll.
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れればパブ リック ･スクールは依然 として有意義な組織であった｡『キ リス ト教 と

社会秩序』 においても､パブ リック ･スクールに関 しては ｢国全体 としての教育

的､社会的生活に分裂を生 じるもの｣であると批判す るものの､｢パブ リック ･ス

クールは しば しば個性 を圧迫 していると批判 を受 ける｡ こうした批判はたいてい

の場合誇張 されているが､確かに根拠 を持つ ものである｡パブ リック ･スクール

は純粋な公共精神 を与えるものであるが､そ こには階級利益が作用 している｡ し

か しこれ らが国家の一部の利益でなく､国家全体 を見据 えた ものであるな ら､ こ

の批判は根拠を失 うであろ う｣ と述べている1｡

一方で､既に述べた よ うに戦間期か ら第二次大戦 中にかけての教育改革 におい

て､ トーニーはハ ド-報告や ｢すべてのための中等教育｣の執筆をは じめとして

改革の旗手 として活躍 していた｡ パブ リック ･スクールに関 して トーニーは､テ

ンプルが植民地官僚の例 を挙げてその長所を説明 していたのに応 えるかのように､

｢寄宿制パブ リック ･スクールによって育て られた といわれ る性格が､---過去

においてはある種の指導にそれほ ど不適当ではない素質 となっていた､ とい うこ

とはあるかもしれない｡ しか しそれが今 日で もなお適 当であ り､あるいは､もし

適当であるとしても､それが通学制の中等学校では育て られないものだ とい うこ

とが､それほ ど確かなことであろ うか｣ と言 う2｡ また､｢個々人が 自分たちのた

めではな く仲間のために競技す るようになるチーム精神 は､ふつ うパブ リック ･

スクールの美徳 の うちに数 えられているけれ ども､これ らの学校 自身がそ うい う

精神の輝か しい手本だ とはいいえない｣と述べている3｡ トーニーにとってパブ リ

ック ･スクールは､テンプルが言 うよ うな美徳 を酒養す る上で不可欠な組織では

な く､む しろ ｢現在 われわれに欠けている共通の文化｣を作 り出す上での障害以

外の何物でもなかった｡

このようにテンプルは､パブル ック ･スクールに関 してそのエ リー ト養成機関

としての存在 を否定す るのではなく､生徒の供給源が上流階級に限 られているこ

とを批判 していた｡彼の思想は､入学生徒の門戸開放 をは じめ とす るパブ リック ･

スクール改革そのものを ｢教育におけるジャコバ ン主義｣ として批判す るエ リオ

ッ トほど保守的ではないに しろ､パブ リック ･スクール出身者が ｢社会的にも経

済 的 に も良い チ ャ ンス を得 て い る｣ こ とを非 難 す る ヴィ ッカー ズ(Geoffrey

Vickers)やパブ リック ･スクール を ｢前世紀の遺産｣ と形容す る トーニー ほ ど革

新的でもなかった｡｢テ ンプルは廃止を主張す るには余 りにパブ リック ･ス クール

1 Temple,Cnrl'stl'aBl'tyandSocl'alorder,pp.91-92.
2 R.H.Tawney,TheRadl'calTyadl'tl'oD(1964)【浜林正夫 ･鈴木亮訳 『急進主義

の伝統』,1967],p.90.
3 トーニー 『急進主義の伝統』,pp.93-94.
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を評価 していた｣のである1｡第三章で述べた よ うに､教育改革が盛んに議論 され

た際､彼 は保守党議員 とともにパブ リック ･スクール改革 にはほ とん ど興味を示

さず､む しろ国教会の勢力 を維持すべ く､多 くの改革派が廃止を望んでいた教会

学校の存続に全力を尽 くしたのである｡

(二)｢自然法｣ と社会秩序

以上のよ うなテ ンプルの平等観やパブ リック ･スクール に関す る見解 を理解す

る上で､彼が しば しば言及す る ｢自然法｣の概念に注 目す ることは有益であろ う｡

彼は 1920年代以来､人格(personality)の基本的価値 として､｢個性(Individuality)｣､

｢交わ り(Fellowship)｣､｢奉仕(Service)｣を挙げているが､｢自然法｣ に従 うこと

がそれ らの前提条件であった｡テ ンプル 自身､｢自然法｣をこ う説明 している｡｢人

間 とその多様な活動の場である世界には､ある秩序が存在す る｡それは､それぞ

れの人に全体的生に対 して最 も適切に奉仕できるような場所 を与 えているとい う

意味で､ 自然法である｡ ---人間社会の中にあっては､諸個人はそれぞれの機能

や活動 において､全体的福祉(generalwe什being)と一致す るよ うな関係を構築す

る必要がある｣ 2｡ここで注 目す るべきことは､サゲイ トが指摘す る通 りテ ンプル

が ｢自然法｣の同義語 として ｢自然秩序(NaturalOrder)｣ とい う用語を盛んに用

いていることである3｡ このことは､『キ リス ト教 と社会秩序』 とい う題名か らも

察せ られ るよ うに､彼の ｢秩序｣に対す る強い関心を物語 っている40

この ｢自然法｣の問題はテ ンプルの主要な神学的関心のひ とつであ り､彼の人

生において段階的に形成 されて くるものである｡ ここでは主 に 『キ リス ト教 と社

会秩序』にあ らわれ る ｢自然法｣概念 に注 目す る｡テンプルが ｢自然法｣の適用

を第-に強調す る分野は経済､特 に生産 と消費の問題 に関 してであるO彼 は､｢経

済的分野において製品が生産 され る理 由は､人がそれ らのものを消費す るためで

ある｡生産は､その 自然の法則 によれば消費のためのものである｡生産が消費の

必要 よ りも生産者の利益によって規定 され得 るよ うな組織ができてくるとすれば､

1 Suggate,Wl1111lam TTemple,p.27.
2 Temple,TABHopeolaNewWoz･1d,pp.66-67.
3 Suggate,Wll111'am Temple,p.107.
4 テンプルは同書において､｢われわれは 自由と秩序を関係づけて考えなければな

らない｡秩序は 自由の基礎 として評価 され るべきものである｡ よく秩序立て られ

た社会においてのみ､社会のメンバーは真に 自由である｡-- 自由は秩序 よ り優

れた ものである｡しか し秩序は 自由よ りもさらに欠 くべか らざるものなのである｣

と述べている｡Temple,C丘L･Istl'aBl'tyaDdSocl'alorder,p.83.
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そ うした組織は 自然法あるいは 自然秩序に反す るものである｣と言 う1｡このよう

な点か ら､『キ リス ト教 と社会秩序』においてテンプルは､中世の神学的経済を賞

賛 しているO｢中世の神学的経済における二つの支柱は､『適正価格』 と 『高利貸

しの禁止』であった｡適正価格についての複雑 な問題は､現在のわれわれには関

係ない｡重要なことは､この原則が全 く神学の一部 として述べ られてい るとい う

ことであるDその解決お よび実践-の適用は､環境の変化 に従いまた経済学の発

展につれて変化 した｡ しか し原則それ 自体は明確である｡す なわち､製 品の価格

は資材の価格､労働お よび穏 当な利潤 に対 して適当な考慮がなされはす るが､そ

れは道徳的基礎 に基づいて定められ る とい うことである｣ 2｡生産者 と消費者の間

の､また雇用者 と被雇用者 の間の ｢交わ り｣ を重視す る彼は､｢理想的な処置は､

中世のギル ドの ようなものを国家の認可によって復興す ることである｣ と述べる

ように､ギル ド制度 を評価 している｡ ツァイス硝子会社 を理想視す るのも､その

ギル ド的な要素か らであった3｡

このような中世的秩序に対す るテンプルの評価は､経済領域にとどま らず より

広範にわたっている｡特に､身分制 をは じめ とす る社会秩序 に関 して彼 は次のよ

うに述べている｡｢自然法に対す るかつての観念は､それが封建的社会､農民社会

との特殊な関係 において考えられていた事実によって､われわれに訴 えるものを

多 く失って しまった ｡ こ うした社会形態はもはや存在 しない｡ しか しなが ら､こ

れはある重要な原則 をその中に合意 しているO 中でも重要なのは､地位身分お よ

び これ と関連す る富 と､社会的機能 との間の密接な関係である｡それが農奴の辛

うじで生活できる程度のものであろ うと､あるいはそのな した奉仕のゆえに貴族

が享受 していた権力であろ うと､ ともか く人は各々社会機能の中でそれぞれの立

場を持っていたOそこには今 日土地や産業の大きな富を受け継 ぐ者が振 り回す よ

うな無責任 な権力を認 めることはなかった｣と言 う4｡社会 さらには神 に対す る責

任感は､彼の 自然法思想の重要な要素であったDその一方で､テンプルが特に重

視す る｢交わ り｣の上で身分制そのものは障害ではなかった｡む しろ､｢地方の所々､

特に旧家がその所領 を保持 し人々の間に生活 しているような地域には､ しば しば

純粋 な社会的交わ りと､一般 に認 められている機能の相違を基礎 とす る真の人格

的平等が存在す る｣と述べているよ うに5､身分の相違は ｢交わ り｣に とって､ま

た ｢真の人格的平等｣ を達成す る上で有益で さえあった｡

彼は ｢自然法｣を ｢プラ トンにおける正義の原理である｣とも説明す るように､

第一章で触れたプラ トン的な有機的世界観が彼の ｢自然法｣思想 に大 きな影響を

1 Temple,Cムrl'stl'aDl'tyandSocl'alOrder,p.80.
2 Temple,Cムrlstl'aDItyandSocl'alorder,p.58.
3 Temple,Cム1･1lstJaDl'tyandSocl'alorder,p.103.
4 Temple,CムL･1'stl'aDl'tyandSocl'alOz･del･,p.82.
5 Temple,CArl'stl'aDl'tyandSocl'alorder,p.93.

95



第四章

与 えている1｡その意味で失業 も､労働者階級の人間が労働者 として社会に奉仕す

る場 を回復す るとい う点が第一義的に重要であった｡ このよ うな社会的差異を機

能の分化 として容認 し理想視す るような思想が､彼 の平等観やパブ リック ･スク

ールの支持に見 られ るエ リーテイズムに結びついているのである｡

* * * * * *

テンプルは､｢悪の根源 はまった く明 らかだ｡それは､人間が利 己心に支配 され

ているとい うことである｡ もし､キ リス ト教が社会体制 を改良 しなければな らな

い とすれば､キ リス ト教は､人々の利 己心を愛に変 えることによってのみ､それ

をな し得 るのである｡人間社会の機構は人間性格の表現にす ぎない とい うこと､

機構は人間性 を刷新す ることはできない とい うことよ りもた しかなものはない｣

とい うセシルの主張には同意 しなかった2｡ 彼 は ｢社会の変化 は利 己主義や食欲 ､

好戦的な人間の性質を除 くことは無いが､これ らを必要 としない環境を作ること

が可能である｣ とい う トーニー と共に､内面的良心の回心に先立っ社会改革が必

要であると認識 していた｡その一方でテンプルは､｢苦 しんでいる人々の物質的条

件 を改善 しようとす ることは､キ リス ト教精神 に従 うことである｡ しか し､この

世の事柄ばか りでな く､精神生活そのものも物質的富に依存す ると主張す ること

は､キ リス ト教精神 に反す る｣ とい うセシル には同意す るだ ろ う｡ テンプルの平

等観は､福音派やセシル ほ どには観念的 ･精神的ではなかったが､ トーニーほ ど

には社会的でなかった｡

トーニーの論理 を突 き詰めていけば､テンプルが最後まで守 ろ うとした国教会

を破壊す ることになるOトーニーは､｢キ リス ト教教会が生活の一木分野である社

会的政治的行動 を､現世の権力のみの分野 として放棄 して しまったこと｣ を激 し

く批判す ると同時に､｢もしも教会がその道徳 的権威 を再び主張す るようになるな

らば､二つの結果が生 じて くるであろ う｡第-にそれは既存制度であることを続

けることはできない｡第二にそれはその信者であると考えている相 当数 の人々の

名 目上の支持 を失 うことであろ う｣ とはっき り述べている3｡彼は さらに､｢キ リ

1 Temple,TLeHopeoFaNewWoL･Jd,p.67.
2 セシル 『保守主義 とは何か』,p.79.

3 R.H.Tawney,TbeAcqul'sl'tl'veSocl'ety(1921)[山下重-訳 ｢獲得社会｣『世界

思想教養全集十七一イギ リスの社会主義思想』,1963],pp.386-394.
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ス ト教徒は異教社会の中の小 さなセ ク トである｡ しか しそれ は真筆なセ ク トであ

ることができる｣ とい う教会観 を示 しているO これは､第一章で見たゴアの教会

観に非常に近い ものであった｡ トーニーが 『備忘録』に ｢国家が どれだけ精神的

生活 を弱めたかは､国教会の姿が示 している｣と言い1､また彼の代表作である『宗

教 と資本主義の隆盛』がゴアに捧げ られていることか らも､彼 らが思想的に近い

位置にあったことは察せ られ るO トーニーが理想 とす る社会 に､特権階級の紫を

引きず るような国教 としての国教会は適合 しないのであった｡以上のような意味

では､ ゴアの教会観はテ ンプルの生涯 を通 じて､彼の保守的立場 を映 し出す鏡で

あった と言 えるだろ う｡

テ ンプルはパブ リック ･スクール改革 に際 して､｢古い制度 をその勢力 を維持 し

たままに新 しいや り方で運営す ること｣ を 目指 していた｡ パブ リック ･スクール

改革では失敗 したこの改革原理は､国教会改革に関 してはある程度成功 した と言

える｡彼は国教制度を維持 したままに､｢祈 る保守党｣と評 されたこの組織 を労働

党にも近づけた｡パブ リック ･スクールにせ よ国教会にせ よ､テンプルは既存の

制度そのものを決 して破壊 しようとは しなかった｡ この方針 は､不可避的に社会

構造の改革に制限を与 えるもの となった｡換言すれば､彼は ｢新や り方で運営す

る｣ とい う点でエ リオ ッ トやセシル らの保守主義者 に比べ明 らかに革新的であっ

た｡しか しなが ら､｢古い勢力 を維持｣しようとす る点ではゴアや トーニー ら改革

者 と比べ るな ら紛れ もなく保守的であった と言 える｡大戦後 のイギ リスの福祉国

家の形成がそ うしたテ ンプルの思想の影響を強 く受 けた人々によって担われてい

た ことは､その福祉国家の特徴 を表す と同時に､その限界 も示す ものであった｡

1 WinterandJoslin,CommonplaceBook,p.79.
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おわ りに

1944年 10月 26日､テンプルは六十三年 の生涯を閉 じた｡ 翌 日の新聞は彼 を

次のよ うに評 している｡｢俗なるもの と永遠なるものを結び付 け､宗教のために生

を､生のために宗教を主張す ること､そのことがテンプル師が 自らを奉 げた 目標

であった｡ ---国教会は しば しば､生の実践的関心か ら帝離 していることを批判

されてきた｡ ･-･･･このよ うな主張は､テンプル師がカン夕べ リー大主教の座 に就

いた時に不可能 となったのである｣ 10 1921年 にマンチェスター主教に就任 して

以来､テンプル は国教会の指導者 として新たな時代に対応す るべ く教会の改革 を

指導 してきた｡非国教化 を求める声の高ま りを幾度 も受 けなが らも､20世紀 とい

う激動の時代を国教 として生き延びた要因に､テンプルの改革が資 した ことは明

白である｡ 本論文で見てきた通 り､その方向性 は基本的に二つの要点を持つ もの

であった｡すなわち､キ リス ト教社会主義運動 として現れた ｢世俗の社会問題-

の介入｣と､キ リス ト教社会主義を前提 とす るエキュメニカル運動が 目指 した ｢キ

リス ト教諸教派 間の協調｣ である｡

これ らの改革の方向性は､教会のあ り方に とって重大な結果 を伴 うものであっ

た｡それは ｢聖性 の希薄化｣ と言 うべきものである0 第一章で見た ように､1919

年授権法の策定過程において､国教会の代表機 関である教会議会の選挙権 (すな

わち ｢国教徒の範囲｣)を名 目的な信徒 にまで認 めようとす るテンプルの方針 に対

して､オクスフォー ド主教 ゴアは ｢教会の国民的地位(nationalposition)を維持す

る代わ りに､われわれの役割の大きな部分を犠牲 にして しまった｣ とい う批判を

表明 していた｡ また第二章で見たように､社会介入を伴 うテ ンプルのエキュメニ

カル運動 の方針 に関 して グ ロス ター主教- ドラムは､ ｢諸教会 の一 致 は真 実

(truth)を犠牲 に達成 され るべ きではない｣ と述べている｡結果的にテ ンプルは､

ゴアの言 う ｢われわれの役割の大きな部分｣ と- ドラムの言 う ｢真実｣ を犠牲に

し､教会議会の選挙権の要件 を洗礼 と改め世界教会協議会お よび全英教会協議会

の設立を断行 した｡第三章で見た､非教派的宗教教育の容認 を犠牲 とした教会学

校の存続は､このよ うなテ ンプルの教会観が社会制度 として顕在化 した結果であ

1 TLeTl'mes,October27,1944.
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おわりに

った｡教会が独 自の学校 を維持 してゆくとい う方針 に対 して､国家の支援 を受 け

つつ も教会が福祉国家の重要な構成要素である教育の一端 を担ってゆくとい う方

針 を選んだのである｡

その後のイギ リス社会 を見 ると 1950年代には一種の宗教 リバイバルを迎 えた

ものの1､1960年代に入 ると世俗化が急速に進展す る｡-イスティングズは､｢1960

年代の急速な世俗化の進展 は､その多 くを 1940年代 にな された教育に関す る選

択に負 っている｣と指摘す る2｡またバ トラー も 1971年 に出版 した 自伝 において､

｢お ざな りで活気のない宗教教育が､われわれの社会のキ リス ト教的基盤 を危機

にさらす事になって しまった｣と述べている3｡非教派的キ リス ト教教育の受け入

れは､教会学校 をは じめ として社会的に教会 を ｢存続｣ させたが､そのキ リス ト

教 自体が希薄化 していったのである｡それはゴアや- ドラム らにとっては教会の

｢存続｣ とは到底言 えない ものであった ｡ エ リオ ッ トはモール ヴァン会議の論文

で､｢世俗化の始ま りは非教派主義 に潜んでいる｣ と警告 していた4｡そ してガ-

ベ ッ トは後に､｢テ ンプルは 1944年に､あま りにも楽天的に主義主張を売 って し

まった(soldthepass)｣ と述べている5｡

20世紀前半のイングラン ド国教会 に課 された問題 は､その ｢存続｣の方 向性 の

問題であった｡ テンプルは､世俗社会か ら峻別 され ｢世の光｣ として存在す る教

会ではな く､世俗社会 と広 く共存す る国民教会 を志向 した｡第四章で見たように､

彼の福祉国家論は単なる社会改革論ではなかった｡その 目的は有機的社会の ｢再

建｣であ り､彼 はその中に国教会が存在す る場を見出 した｡そのような社会的組

織であ り続 けるため､国教会はキ リス ト教社会主義 とエキュメニカル運動を必要

としたのである｡

本論文で着 目したのはこの ようなテ ンプルの教会観であったが､彼は決 して神

学不在のキ リス ト教を志 向 していたわけではない｡彼 は､｢教義か ら離れてキ リス

ト教が五十年持つ と考える神学者はいない｡教義が無 ければキ リス ト教倫理 も無

い｣ とキ リス ト教における教義の重要性 を指摘 してい る6｡また､｢自らが述べ る

わずかな社会的言説が過度 に注 目され､その何倍 も述べているはずの宗教的な言

葉が十分に伝 え られない ことに対 し不満 を漏 らしていた｣とも言われ る7｡テンプ

ルが直面 したのは､本質的 ･原理的には神の機 関 として国家 ･国民 とは違 う次元

に属す る教会が､国家的 ･国民的教会であろ うとす る際に生 じる不可避的なジレ

1 Hastings,AHl'stol･yOfEDgll'shCム111'stl'aDl'ty,pP.422-435.
2 Hastings,AHl'stol･yoFEDgll'shCム1･1'stl'aDl'ty,p.421.
3 R.A.Butler,TAeArtoftLePoss1-ble(1971),p.124.
4 EliotJ,'TheChristianConceptionofEducation',inMalvem ,p.204.
5 C.Smyth,CyTjlFostel･Gal･bett(1959),p.287.
6 Iremonger,Wl'111'am Tbmple,p.490.
7 TLeTl'mes,Oct,ober27,1944.
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おわりに

ンマであった｡テンプルの選択は､聖的領域に属するが故に聖的領域にとどまる

のではなく､それ故に世俗社会 との接点を維持 しようとするものであった ｡ 宗教

団体 とい う本質的に矛盾を抱える組織の存在様式の問題は､それぞれの時代 ･地

域に特有の聖俗の緊張関係の中で長 く問われてきた し､今後 も問われてゆく問題

である｡
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